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　　水質・浄水処理・給水施設・ＩＴ・経営（計19題）

No 発表時間 会   員   名 発 表 者 共 同 研 究 者 題　　　　　　　　　名 部　門 頁

1 10:00～10:20 和歌山市 愛須 芳隆
秋津 仁志、塚田 貴文、浜田 実、得津
雅夫

凝集沈殿地更新による水質の変化について 水質 1

2 10:20～10:40 和歌山市 米田 菜美子 塚田 貴文、浜田 実、得津 雅夫 浄水におけるトリハロメタン濃度の上昇とTOC濃度の関係について 水質 5

3 10:40～11:00 大阪市 今村 康夫 今中 壮一 大阪市の高度浄水システムにおける消毒副生成物生成能の処理特性 水質 9

4 11:00～11:20 大阪市 山田 圭一 中野 耕太、今中 壮一 メタゾスルフロンの塩素処理生成物の推定 水質 13

5 11:20～11:40 阪神水道企業団 中村 瑞穂 大森 圭、橋本 久志 阪神水道企業団における同化性有機炭素の実態調査 水質 17

6 11:40～12:00 大阪広域水道企業団 青木 里紗
奥田 雄斗、秋丸 貴也、上野 加寿紀、
熊澤 正朗、前床 紀文

水質モニターを活用した送水水質管理 水質 21

7 13:00～13:20 橋本市 塔鼻 裕也 辻本 知弘 相関監視システム活用による運転管理ノウハウの形式化 ＩＴ 25

8 13:20～13:40 神戸市 大森 惇平
清水 武俊、小田 琢也、上鶴 哲矢、戎
紫穂

千苅貯水池におけるラフィド藻の動態および浄水処理特性 水質 29

9 13:40～14:00 大阪市 立石 浩之 
船附 壮一、鬼丸 祐二、鶴田 朋子 、今
中 壮一

オゾンCT値によるGAC後生生物の不活化能評価について 水質 33

10 14:00～14:20 滋賀県 中村 優 琵琶湖流入域におけるAphanizomenon gracileの検出 水質 37

11 14:20～14:40 阪神水道企業団 井上 航 道下 健二、小林 正継 阪神水道企業団における冬期カビ臭への対応 浄水処理 39

12 14:40～15:00 大阪市 尾花 百合子
巽 有紀子、稲田 康志、平林 達也、渕
上 知弘

窒素キャリアガスを用いたGC/MSによる揮発性有機化合物測定方法の検討 水質 43

13 15:20～15:40 大阪市 船附 壮一 森口 泰男、平林 達也、今中 壮一 ヘリウムガスに依存しないかび臭原因物質分析法の検討 水質 47

14 15:40～16:00 和歌山市 秋津 仁志 塚田 貴文、浜田 実、得津 雅夫 LC/MSを用いたフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）のタンデム質量分析法の検討 水質 51

15 16:00～16:20 神戸市 相原 敏宏
梅原 匡、谷口 夏海、土居 真純、小河
広志

神戸市における給水装置工事申請・検査業務の電子化について ＩＴ 55

16 16:20～16:40 高槻市 蔵重 昌直 阪本 敦志 高槻市における給水装置工事に係る検査関連の業務委託 給水施設 59

17 16:40～17:00 東大阪市 池村 彩 木村 達也 耐震型サドル付分水栓の施工検証－東大阪市池島町における試験施工－ 給水施設 63

18 17:00～17:20 兵庫県 坊垣 悠紀子 水道広域化の現状と課題 経営 65

19 17:20～17:40 豊中市 黒木 綾香 小川 智司、小谷 智哉 豊中市柿ノ木配水場の共同化－基盤強化に向けた広域連携の取り組み－ 経営 69

令和５年１月24日(火)

休　　憩　（60分）

休　　憩　（20分）
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日本水道協会関西地方支部第66回研究発表会プログラム



　　配水施設・計装・一般施設・広報広聴・IT・一般事務・その他（計18題）

No 発表時間 会   員   名 発 表 者 共 同 研 究 者 題　　　　　　　　　名 部　門 頁

20 10:20～10:40 大阪市 竹内 徹 増田 成仁 大阪市水道局におけるオープンデータの推進について ＩＴ 73

21 10:40～11:00 阪神水道企業団 小林 貴生 杉本 重之 阪神水道企業団における内部統制の取組 一般事務 77

22 11:00～11:20 豊中市 播磨 純一郎 山田 栗子、山下 由美子
「コロナ禍をきっかけとした水道出前教室の見直し」－職員派遣型から教材
貸出型へ－

広報広聴 81

23 11:20～11:40 京都市 谷 晃輔 デジタルコンテンツ及びクラウドサービスを活用した浄水場見学の充実 一般施設 85

24 11:40～12:00 大阪市 砂原 梨乃 土橋 裕輝、益﨑 大輔 コロナ禍における水需要構造の変化
その他
(計画)

89

25 13:00～13:20
横河ソリューション
サービス株式会社

畑 正明 川出 慎士、山本 裕司、和田 篤士 監視カメラにおけるクラウド利用方法の提案 計装 93

26 13:20～13:40 豊中市 森 梨菜 牟田 義次、池永 正文、西沢 好則 大口径配水管布設工事における概算数量設計発注方式の試行 配水施設 96

27 13:40～14:00 東大阪市 他谷 渉 水道建設工事におけるコスト節減の取組み 配水施設 100

28 14:00～14:20 兵庫県 西 佑真 岡村　篤樹 新設ポンプ所における機器の検討 配水施設 102

29 14:20～14:40 神戸市 山村 優 牛尾 亮太、松田 康孝
基幹施設の更新とバックアップ体制の強化－送水トンネル更生と連絡管整備
－

一般施設 106

30 14:40～15:00 株式会社クボタ 能勢 正樹 丹羽 茂之 残留塩素濃度管理システムについて 配水施設 110

31 15:20～15:40 栗本鐵工所 山本 雅之 小仲 正純、魚津 颯二郎、田中 清治 自動排水装置による滞留部の水質維持効果と導入メリットの評価 配水施設 114

32 15:40～16:00 神戸市 鶴長 孝二郎 伊賀 正師、和氣 巨一、中野 陽介 IoT技術を活用した水圧遠隔監視システムの導入 配水施設 118

33 16:00～16:20 大津市 青木 一真
山田 崇雄、須藤 靖、山本 巨樹、後藤
竜也

比良浄水場廃止に伴う配水系統の切替事例
その他
(計画)

122

34 16:20～16:40 大成機工株式会社 寺口 仁 水管橋漏水補修金具について 配水施設 124

35 16:40～17:00 和歌山市 里坊 康次郎 西 展弘 六十谷水管橋仮復旧工事について
その他

(緊急仮復旧
工事)

127

36 17:00～17:20 和歌山市 宮田 健太郎
宮之原 和俊、島 昌伸、前田 晃希、日
茂 大明、三宅 宏祐、中嶋 弘幸

六十谷水管橋崩落に伴う復旧工事
その他

(送水施設)
131

37 17:20～17:40 和歌山市 中野 善史 友淵 義人、金野 良忠 六十谷水管橋崩落を受けた水管橋維持管理マニュアルの作成について 一般施設 135

第２会場「ブリエ」

休　　憩　（60分）

休　　憩　（20分）



凝集沈殿池更新による水質の変化について 

 

和歌山市企業局 ○愛須 芳隆  秋津 仁志 

塚田 貴文  浜田 実  

得津 雅夫      

 

１ はじめに 

和歌山市加納浄水場は、昭和48年に供用開始した121,000 m3/日の施設能力を有する当市の

基幹浄水場であり、浄水処理方法は凝集沈殿急速ろ過である。既存の浄水施設の多くは建設か

ら約50年が経過し、老朽化が著しため、順次、施設の更新工事を実施している。施設の更新に

あたり、原水水質及び維持管理性を考慮した結果、凝集沈殿池を高速凝集沈殿池から横流式凝

集沈殿池に変更し、2019年1月に切替を行った（表１）。 

当浄水場は、紀の川の表流水を原水として取水しており、藻類による味・臭気、特にかび臭

に関する問題が発生する。また、当浄水場は給水区域が広く、末端給水栓への到達時間が長い

地点もあることから、消毒副生成物濃度の上昇に注意が必要である。そこで、味・臭気及び消

毒副生成物の対策として、横流式凝集沈殿池には覆蓋を設置し、そして、前塩素処理を停止し

た。本稿では、凝集沈殿池の方式の変更及び覆蓋の設置による水質の変化について報告を行う。 

 

２ 凝集沈殿池の運用と効果 

（１）運用方法  

加納浄水場の浄水フローを図１に示す。かび臭原因物質及び消毒副生成物の対策として、

原水及び浄水を連続測定装置で常時監視し、原水のかび臭原因物質または浄水の消毒副生

成物の濃度が管理基準に達した場合、沈砂池で粉末活性炭を注入している。塩素処理には次

亜塩素酸ナトリウムを使用しており、殺藻を目的として、沈砂池で前塩素処理を実施してい

たが、凝集沈殿池に覆蓋を設置し、遮光したことで、前塩素処理は不要となり2019年7月以

降は停止している。 

 

図１ 加納浄水場の浄水フロー 

表１ 凝集沈殿池比較表 

 

凝集沈殿池方式 高速凝集沈殿池 横流式凝集沈殿池

槽数 4 4

1池当り容量（m3） 3,895 5,000

1池当り処理水量（m3/日） 42,125 41,250

滞留時間（hr） 2.21 2.90

沈降装置 スラリー循環式 板型傾斜装置



（２）濁質物の除去 

加納浄水場は表流水を原水としているため、季節や天候により濁度が大きく変動する。

そのような環境下において、横流式凝集沈殿池は高速凝集沈殿池と同等の濁度除去性能を

有していた（表２）。また、凝集沈殿処理水の濁度は変動が小さく、処理が安定しているこ

とを確認できた。 

 
（３）かび臭原因物質の抑制 

 加納浄水場における浄水のかび臭原因物質濃度（表３）と過去 6年間の濃度推移（図２）

を示す。凝集沈殿池の更新以降、浄水のかび臭原因物質濃度は低下した。これは、前塩素処

理を停止したことで、かび臭原因物質を藻体内に保持したまま、凝集沈殿池で除去できたか

らであると思われる。 

2022 年 8 月、原水に藍藻類が大量発生し、かび臭原因物質の濃度が上昇した。その際の

原水と原水をろ過した試料（以下「原水ろ過水」と呼ぶ。）（フィルター ADVANTEC 25CS080AN 

孔径 0.80 μm）のかび臭原因物質を SPME-GC/MS（捕集時の試料加熱温度 80 ℃）で測定し

た。藻体を含む原水と含まない原水ろ過水の結果を比較したところ、原水のかび臭原因物質

は原水ろ過水よりも高濃度であった（表４）。この結果は、測定時の加熱工程で藻体が破壊

されたことで、藻体からかび臭原因物質が放出されたことを示している。つまり、藻体を破

壊せずに系外へ除去することで、浄水のかび臭原因物質濃度を抑えることができると言え

る。 

さらに、かび臭原因物質の濃度が低下したもう一つの理由として、覆蓋による遮光の効

果が挙げられる。光合成を阻害することで、処理工程における藻類の繁殖及びかび臭原因物

質の産生を抑制できたと考えられる。 

表２ 原水及び沈殿処理水の濁度 

   

 

 

原水

沈殿池

期間

比較項目 濁度（度） 濁度（度） 除去率(%)

最大 63.5 0.9 98.9

最小 1.3 0.1 77.6

平均 8.0 0.3 93.1

標準偏差 10.2 0.18 5.33

変動係数 1.3 0.53 0.06

凝集沈殿処理水

高速凝集沈殿池

2016.1～2018.12

原水

沈殿池

期間

比較項目 濁度（度） 濁度（度） 除去率(%)

最大 66.5 0.6 99.6

最小 0.5 0.1 72.7

平均 9.1 0.2 95.7

標準偏差 10.7 0.10 3.69

変動係数 1.2 0.40 0.04

2019.1~2021.12

凝集沈殿処理水

横流式凝集沈殿池

表３ 原水及び沈殿処理水のかび臭原因物質濃度 

   

沈殿池

期間

項目 ジェオスミン 2-MIB ジェオスミン 2-MIB

最大 4 4 9 3

最小 <1 <1 <1 <1

平均 1 <1 2 1

(単位 ng/L)

原水 浄水

高速凝集沈殿池

2016.1～2018.12

沈殿池

期間

項目 ジェオスミン 2-MIB ジェオスミン 2-MIB

最大 7 7 5 5

最小 <1 <1 <1 <1

平均 2 1 1 <1

(単位 ng/L)

原水 浄水

横流式凝集沈殿池

2019.1~2021.12



 

（４）次亜塩素酸ナトリウム注入率と消毒副生成物の抑制 

消毒副生成物について、浄水のクロロホルム濃度と塩素注入率を図３、トリクロロ酢酸濃

度と塩素注入率を図４に示す。浄水場及び給水栓における浄水のクロロホルム及びトリク

ロロ酢酸は、前塩素処理を停止した2019年7月以降において、減少傾向が確認された。この

理由として、前塩素処理の停止により、処理工程における有機物と塩素との接触時間が短縮

したこと、また、前塩素処理による殺藻で発生していた溶解性有機物が減少したことで、消

毒副生成物が抑制されたと考えられる。 

消毒副生成物の減少率について注目すると、前塩素処理の停止はクロロホルムよりもト

リクロロ酢酸に対して抑制の効果があることが示された（表５）。 

 

表４ 原水と原水ろ過水のかび臭原因物質濃度 

 

 

2022/8/3

ジェオスミン 2-MIB

原水 3.5 8.0

原水ろ過水 3.0 5.4

(単位 ng/L)

2022/8/4

ジェオスミン 2-MIB

原水 4.0 6.1

原水ろ過水 2.9 5.6

(単位 ng/L)

 

図２ 浄水のかび臭原因物質濃度の推移  

沈殿池切替 

前塩素注入停止 

 

図３ 浄水のクロロホルム濃度と塩素注入率 

沈殿池切替 

前塩素注入停止 

 

図４ 浄水のトリクロロ酢酸濃度と塩素注入率 

沈殿池切替 

前塩素注入停止 

表５ 消毒副生成物の更新前後 3年間の平均と減少率 

  

浄水場 給水栓 浄水場 給水栓

更新前 (mg/L) 0.012 0.020 0.007 0.012

更新後 (mg/L) 0.007 0.016 0.002 0.005

減少率 (%) 43 20 68 55

クロロホルム トリクロロ酢酸



（５）次亜塩素酸ナトリウム使用量の削減 

凝集沈殿池の更新前である2016年から2018年の平均使用量と更新後である2019年から

2021年の平均使用量を比較して、次亜塩素酸ナトリウム使用量は約19 %減少し、費用削減に

期待できる結果であった（表６）。 

 

３ まとめ 

 加納浄水場凝集沈殿池更新による施設面での変更点は、処理方式の変更と覆蓋の設置で

ある。処理方式の変更で、濁質物の除去性能は同程度のままで、安定的な処理が可能となっ

た。そして、覆蓋の設置は、浄水のかび臭原因物質及び消毒副生成物の低下、次亜塩素酸ナ

トリウム使用量の減少に貢献した。 

特に注目すべき改善点は覆蓋設置にともない前塩素処理を停止したことである。その結

果、かび臭原因物質及び消毒副生成物対策として非常に有効であることが分かった。かび臭

原因物質については、藻体内のかび臭原因物質を放出させず、沈殿除去することにより、浄

水のかび臭原因物質の増加を抑制できることを確認した。 

消毒副生成物については、前塩素処理の停止により、浄水のクロロホルム及びトリクロロ

酢酸の濃度上昇の抑制を確認した。また、当浄水場ではクロロホルムよりトリクロロ酢酸へ

の効果が大きいことが確認された。これは、原水に含まれるトリクロロ酢酸の生成に関わる

物質が前塩素処理の停止により減少したからと思われる。ただし、水源によって原水中の有

機物が違うため、他浄水場では当浄水場とは異なる結果を示す可能性があり、そのことにつ

いては今後、調査検討を行っていきたい。 

 

４ おわりに  

 現状、加納浄水場では原水のかび臭原因物質または浄水の消毒副生成物の濃度上昇が確

認された場合には、粉末活性炭の注入で適宜対応している。今回の凝集沈殿池の更新、覆蓋

の設置により、浄水中のかび臭原因物質及び消毒副生成物を抑制できたが、高濃度原水が流

入した場合には、粉末活性炭を注入している。粉末活性炭による処理は高い効果を示すが、

使い捨てであること及び価格が上昇していることを踏まえ、粉末活性炭の使用量を抑制す

る処理方法が今後の運営で重要となる。 

 加納浄水場は今後、ろ過池の施設更新を計画しているが、更新までの間は現状施設での対

応となるため、より効率的な浄水処理を目標とし、今後も調査、検討を継続する。 

表６ 次亜塩素酸ナトリウムの年間使用量と注入率 

 

年 送水量（m3)
12%次亜塩素酸ナトリウム

年間使用量（kg）
塩素注入率（mg/L)

2016年 34,743,520 721,928 2.49

2017年 33,961,360 687,586 2.43

2018年 34,048,060 587,140 2.07

2019年 33,693,559 531,161 1.89

2020年 37,499,736 544,020 1.74

2021年 36,893,011 547,438 1.78

塩素濃度12%、比重1.14で計算



浄水におけるトリハロメタン濃度の上昇と TOC濃度の関係について 

 

和歌山市企業局 ○米田 菜美子  塚田 貴文  

浜田 実    得津 雅夫 

 

 

１ はじめに 

和歌山市加納浄水場は、昭和 48年に供用開始した 121,000 m3/日の施設能力を有する当市の基

幹浄水場であり、その水源に紀の川表流水を使用していることから水質の変動には常に注意を払

っている。特に、カビ臭物質とトリハロメタンには注意が必要であることから、通常の水質検査

に加え、VOC及びカビ臭連続測定装置を導入して常時監視も実施している。しかし、トリハロメタ

ン濃度は送水中に濃度が上昇することから、その管理をより難しいものとしている。そこで、比

較的測定の手間がかからない、TOC濃度及び遊離残留塩素濃度とクロロホルム（以下、TCM）濃度

の関係に着目して実験を行った結果、TOC 濃度と TCM 濃度の関係及び遊離残留塩素消費量と TCM

濃度の関係について興味深い知見が得られた。また、得られた知見を基に、末端給水栓における

TCM 濃度を管理するための簡便な手法を導き出すことができたので報告する。なお、当市における

総トリハロメタン濃度の内訳は、TCM が過半を占めており、過去 10 年分のデータを確認しても、

ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムについては基準値の 50%を超え

たことがないことから、今回は TCM濃度についてのみ着目して報告する。 

 

２ 実験方法  

 ２－１ 装置 

パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計（以下、PT-GC/MS）：日本電子 JMS Q1500 

TOC計：アナリティクイエナ multi N/C 3100 

残留塩素濃度計：HACH ポケット残留塩素計 58700-00  

  超純水装置：ヤマト科学 オートピュア WR700 

  

 ２－２ 試薬 

揮発性有機化合物標準原液：富士フィルム和光純薬 揮発性有機化合物 25種混合標準液（メ

タノール溶液） 

遊離残留塩素試薬：柴田科学 紛体試薬 DPD法 

アスコルビン酸ナトリウム：関東化学 L-アスコルビン酸ナトリウム 鹿特級 

 

２－３ TOC調製液の作製 

腐葉土：超純水を体積比１：１で混合し、一晩静置。静置後、ろ過（AVDANTEC No.5A φ185 

mm）したろ液を遠心分離（3000 rpm、10分、20℃）し、上澄み液をメンブランフィルター（ADVANTEC 

25CS080AN 孔径 0.80 μm）で濾過した物を TOC調製液とした。測定の結果、TOC調製液の TOC

濃度は 222 mg/Lであった。 

 

 ２－４ 試料 

疑似浄水として、超純水に TOC 調製液と次亜塩素酸ナトリウム溶液を加えたものを調査試料

とした。 

 



 ２－５ TCM測定手順 

  試料をフラン瓶に採取し、密栓したまま恒温器内で一定期間保管後、アスコルビン酸ナトリ

ウムを添加し、pH2となるよう塩酸を添加した試料を PT-GC/MSで測定。   

 

３ 実験結果および考察 

３－１ 疑似浄水の検討 

加納浄水場浄水①（TOC濃度：0.8 mg/L、遊離

残留塩素：1.1 mg/L）及び①に遊離残留塩素が

2.0 mg/Lとなるように次亜塩素酸ナトリウム溶

液を添加した試料②と、超純水に TOC 調整液と

次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加して、加納浄

水場浄水と同様の TOC 濃度及び遊離残留塩素濃

度となるように調整した疑似浄水③、④を用意

した。それぞれの試料を 36 ℃で一定期間保管後

TCM濃度の測定を行った。加納浄水場浄水と疑似

浄水には初期 TCM 濃度に差があったため、図１

では、③に 10.5 μg/L、④に 7.8 μg/L分をオ

フセット値として加えた状態でプロットしてい

る。 

初期遊離残留塩素濃度の差異にかかわらず、加納浄水場浄水と疑似浄水の挙動はよく一致し

ており、疑似浄水が浄水の代用として使用可能であることが示された。なお、①及び③は、５

日経過時点で遊離残留塩素濃度が 0.01 mg/L に達したため、その時点で測定を終了している。 

 

３－２ 初期遊離残留塩素濃度の影響 

TOC濃度 0.8 mg/L、遊離残留塩素濃度がそれぞれ 0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、1.9 mg/Lと

なるように段階的に調整した疑似浄水を、36 ℃で一定期間保管後 TCM 濃度の測定を行った。

測定結果を図２に、TCM 生成量（μg/L［TCM］）：遊離残留塩素消費量（mg/L［Cl］）の比（以下、

TCM生成率とする）を表１に示す。 

初期遊離残留塩素濃度にかかわらず、TCM生成率はほぼ一定で、その平均は 31.9（μg/L［TCM］

/ mg/L［Cl］）であった。なお、データは遊離残留塩素濃度が 0.01 mg/Lに達した時点で測定

を終了している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 疑似浄水による TCM濃度の経時変
化 

図２ 遊離残留塩素濃度変化時の TCM濃
度の経時変化 

表１ 遊離残留塩素濃度変化時の
TCM生成率 

4 6 8 11 14

0.6 mg/L 27.1 28.0 27.5

0.8 mg/L 31.2 34.5 32.9

1.0 mg/L 29.8 33.6 34.3 34.7 33.1

1.2 mg/L 33.7 33.0 33.3 33.8 33.5

1.6 mg/L 28.9 27.4 29.2 33.3 31.5 30.1

1.9 mg/L 31.9 32.2 28.6 33.8 37.4 32.8

平均 30.4 31.4 31.3 33.9 34.5 31.9

保管期間（日）
平均



３－３ 初期 TOC濃度の影響（１） 

遊離残留塩素濃度 1.4 mg/L、TOC濃度がそれぞれ 0、0.6、0.9、1.2、1.4、1.8 mg/Lとなる

ように段階的に調製した疑似浄水を、36 ℃で一定期間保管後 TCM 濃度の測定を行った。測定

結果を図３に、TCM生成率を表２に示す。 

初期 TOC濃度にかかわらず、TCM生成率はほぼ一定で、その平均は 29.7（μg/L［TCM］/ mg/L

［Cl］）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 初期 TOC濃度の影響（２） 

TOC濃度がそれぞれ 0、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8 

mg/L となるように段階的に調製した疑似浄水

に、遊離残留塩素濃度で約 1.3 mg/Lに相当する

量の次亜塩素酸ナトリウム溶液を添加し、2時間

静置後 TCM 濃度の測定を行った。測定結果を図

４に示す。 

初期 TOC濃度に比例して TCM濃度が上昇してい

ることがわかる。これは、浄水中 TOCの主たる原

因物質である「フミン質」と呼ばれる物質が単一

の物質ではなく、分子量も反応性も異なる複数

の物質の集合体であることに起因していると考

えられる。フミン質の一部は塩素と接触すると

速やかに TCMへ変化し、それ以外の成分は時間を

かけてゆっくりと TCMへ変化していることがうか

がえる。 

 

３－５ 保管温度の影響 

TOC濃度 0.9 mg/L、遊離残留塩素濃度 1.4 mg/Lに調整した疑似浄水を、それぞれ 20、28、

36 ℃で一定期間保管後 TCM濃度の測定を行った。TCM生成率を表３に、TCM生成率と保管温度

の関係を図５に示す。 

図５より、TCM 生成率は保管温度に依存しており、その TCM 生成率 A は①式のように表すこ

とができる。 

図４ TOC濃度変化時の初期 TCM濃度変
化 

図３ TOC濃度変化時の TCM濃度の経時
変化 

表２ TOC濃度変化時の TCM生成率 

4 6 8 11

0.6 mg/L 26.8 26.8 23.5 30.2 26.8

0.9 mg/L 27.2 31.6 30.8 33.6 30.8

1.2 mg/L 31.1 32.6 32.8 34.3 32.7

1.4 mg/L 29.1 29.5 29.1 31.0 29.7

1.8 mg/L 27.0 29.0 27.9 29.3 28.3

平均 28.2 29.9 28.8 31.7 29.7

平均
保管期間（日）



A ＝ 0.4952 × T ＋ 13.144・・・① 

 

  T：保管温度(℃) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５ 推定値と実測値 

上記の結果から、末端給水栓における TCM 濃

度は②式のように表せる。 

 

TCM = A × ΔCl + TCM0・・・② 

 

A ：TCM生成率（μg/L［TCM］/ mg/L［Cl］） 

ΔCl ：遊離残留塩素消費量（mg/L） 

TCM0 ：初期 TCM濃度（μg/L） 

 

そこで、②式を用いて 2017年１月から 2022年

9 月までの、加納浄水場浄水の TCM濃度及び遊離

残留塩素濃度と、末端給水栓である山口西公園

の遊離残留塩素濃度及び水温を用いて計算した

結果と、山口西公園の TCM濃度実測値を比較した結果を図６に示す。 

推定値と実測値はよく一致しており、初期 TCM 濃度、遊離残留塩素消費量及び水温から、末

端給水栓での TCM濃度を予測することが可能であることが示唆された。 

 

４まとめ 

疑似浄水を用いて、TCM 濃度と遊離残留塩素濃度、TOC濃度及び水温の関係性について検討した

結果、初期 TOC 濃度は、初期 TCM 濃度に大きな影響を及ぼすものの、TCM 生成率には大きな影響

を及ぼさないこと、また、TCM 生成率は反応温度に依存するということが分かった。これらの結果

を基に、TCM生成係数を求め、末端給水栓における TCM濃度を計算する推定式を得た。この推定式

に基づき計算した結果と実測値はよく一致しており、浄水場の水質管理において末端給水栓にお

ける TCM濃度を管理するのに十分役に立つものと思われる。 

図６ 浄水中の TCM濃度推定値と実測値 

図５ 保管温度変化時の TCM生成率 

表３ 保管温度変化時の TCM生成率 

4 6 8 11

20 ℃ 21.1 23.7 20.7 25.9 22.8

28 ℃ 27.1 26.9 27.0 28.7 27.4

36 ℃ 27.2 31.6 30.8 33.6 30.8

平均 25.1 27.4 26.2 29.4 27.0

保管期間（日）
平均



大阪市の高度浄水システムにおける消毒副生成物生成能の処理特性 

 

大阪市水道局  ○今村康夫 

今中壮一 

 

１．はじめに 

 本市では、発がん性の疑いのあるトリハロメタンの低減やかび臭原因物質の除去を主な目的

として、オゾン処理と粒状活性炭処理を組み合わせた高度浄水処理を平成 10 年から平成 12 年

にかけて柴島浄水場下系、庭窪浄水場、豊野浄水場、柴島浄水場上系に順次導入した。その結果、

浄水中の総トリハロメタンは中間塩素処理時の約４分の１に低減され、かび臭原因物質につい

ては完全に除去できており、想定を上回る結果が得られている。また、平成 16 年４月に施行さ

れた大幅な水質基準改正や、逐次改正により新たに対象となった水質項目全てについても、本市

の高度浄水処理により十分対応できることを確認している。 

 今回、令和３年度の水質基準逐次改正検討会において、要検討項目に設定されているブロモク

ロロ酢酸及びブロモジクロロ酢酸の原水及び給水栓水における存在実態計画が示されたことを

受け、ハロ酢酸及び類似の分子構造を有するハロアセトニトリルを対象にして、本市の高度浄水

処理システムにおける消毒副生成物生成能の処理特性を調査した。 

 

２．調査方法等 

2.1 大阪市の浄水処理フロー 

本市の浄水処理では、図-1 に示すように急速砂

ろ過池の前後で2段のオゾン接触池を設けている。  

オゾン注入はともに溶存オゾン濃度制御として

いるが、中オゾン接触池では、一定水温以上になる

とオゾンの自己分解等により溶存オゾン濃度が検

出されないために注入率を 0.7mg/L に設定し運用

している。 

一方、後オゾン接触池では、高度浄水処理導入時

は注入率制御を行っていたが、平成 14 年度より、臭素酸の生成制御を目的に、目標溶存オゾン

濃度を 0.2mg/L としたフィードバック制御に変更した。さらに、平成 20 年度には、かび臭原因

物質の分解や後生生物の不活化を考慮し、溶存オゾン濃度(C)と接触時間(T)の積であるオゾン

CT 値に基づく水質評価を開始し、後オゾン接触池におけるオゾン CT 値が 2.5 となるよう溶存

オゾン濃度の目標値を段階的に引き下げた。 

 

2.2 分析方法 

試料に何段階か添加量を変化させ塩素を添加し、24 時間後の残留塩素濃度が最も 1mg/L に近

い試料を測定し、ハロ酢酸生成能、ハロアセトニトリル生成能を求めた。 

平成 15 年度までの測定は、上水試験方法 1) (1993 年版)に準拠し、電子捕獲検出器(ECD)を用

いたガスクロマトグラフ法(GC-ECD 法)により行った。また、平成 16 年度以降、ハロ酢酸は厚

生労働省告示法 2)別表第 17 に、ハロアセトニトリルは厚生労働省通知 3)に準拠した。なお、測

定方法の違いによる定量値の大きな差は認められなかった。 

図-1 大阪市における浄水処理フロー 



2.3 測定対象 

柴島浄水場 3 系の高度浄水処理過程

について、平成 12 年度から平成 18 年

度にかけて計 40 回(年 4 回から 7 回の

頻度)測定を行った。図-1 に示す原水、

凝集沈澱水、中オゾン処理水、急速砂ろ

過水、後オゾン処理水、GAC 処理水を

採水し、表-1 に示した成分の生成能を

測定した。 

 

３．調査結果 

3.1 ハロ酢酸 

1) 浄水処理における除去性能 

浄水処理過程における総ハロ酢酸生

成能の平均値を成分ごとに積算して示

した結果を図-2 に、原水に対する各処

理過程における総ハロ酢酸生成能の除

去率を図-3 に示す。なお、各処理過程の

除去率は測定日ごとに計算し、その平均

値を表示しているため、図-2 に示した

生成能の値から計算される除去率とは

数値が一致しない。 

原水中の総ハロ酢酸生成能の平均値

は、ともに水質基準に設定されているト

リクロロ酢酸が 21.1µg/L、ジクロロ酢

酸が 16.5µg/L とこれらで全体の 4 分の

3 以上の割合を占めており、高度浄水処

理における除去効果を注視する必要が

あると考えられた。 

原水の生成能が 1µg/L 程度であり、

分析機器の測定精度の観点から正確な

除去率の算出が難しい成分もあるが、処

理過程が進むにしたがい、生成能が減少

する成分がほとんどであったが、特に原

水の生成能が最も高いトリクロロ酢酸は、凝集沈澱処理、砂ろ過処理をはじめ各工程で低下

しており、砂ろ過池までの過程で 85%程度除去された。 

本市の高度浄水処理システムにおける総ハロ酢酸の除去性能は、凝集沈澱処理で 46.1%、

中オゾン－砂ろ過処理で 28.0%、後オゾン－GAC 処理で 5.6%となっており、GAC 処理水に

は原水中の 20.3%の総ハロ酢酸生成能しか残留せず、約 8 割が除去されていた。Miltner ら
4)は、前段のオゾン処理の有無に関係なく、フラスコ内での生物処理により最大で 75％のハ

ロ酢酸生成能が減少したことを報告しており、Chaiket ら 5)は、ハロ酢酸 9 種類の生成能に

表-1 測定対象成分 

クロロ酢酸 ジブロモクロロ酢酸

ジクロロ酢酸 ブロモ酢酸

トリクロロ酢酸 ジブロモ酢酸

ブロモクロロ酢酸 トリブロモ酢酸

ブロモジクロロ酢酸

ジクロロアセトニトリル ジブロモクロロアセトニトリル

ブロモクロロアセトニトリル トリクロロアセトニトリル

ブロモジクロロアセトニトリル ブロモアセトニトリル

ジブロモアセトニトリル トリブロモアセトニトリル

クロロアセトニトリル

46.1 28.0 5.6 20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凝集沈澱 中オゾン＋砂ろ過

後オゾン＋GAC 残留分

図-3 高度浄水処理過程における 

総ハロ酢酸生成能の除去率 

図-2 高度浄水処理過程における 

総ハロ酢酸生成能の推移 
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ついて高度浄水処理の除去効果を調べたところ、60～80％の除去率が得られたと報告して

いる。これらの報告と同じように、本市の高度浄水処理システムにおいても、ハロ酢酸が顕

著に低減できることが明らかになった。 

 

2) 構成割合の変化 

高度浄水処理過程における総ハロ酢

酸生成能の構成割合の平均値を図-4 に

示す。原水ではトリクロロ酢酸生成能が

最も高い割合を占めていたが、凝集沈澱

処理以降はジクロロ酢酸生成能の割合

が最も高くなった。また、分子構造中の

塩素原子数が多い成分ほど浄水処理に

よる除去性能が高くなっており、処理が

後段に進むにつれ、臭素系ハロ酢酸の構

成割合が高くなる傾向が確認された。 

 

3.2 アセトニトリル生成能 

1) 浄水処理における除去性能 

浄水処理過程における総アセトニト

リル生成能の平均値を成分ごとに積算

して示した結果を図-5 に、原水に対する

各処理過程における総アセトニトリル

生成能の除去率を図-6 に示す。各処理過

程の除去率は、ハロ酢酸生成能の結果と

同様に測定日ごとに計算し、その平均値

を示している。 

原水中の総アセトニトリル生成能に

ついては、水質管理目標設定項目である

ジクロロアセトニトリルが 3.8µg/L と最

も高い割合を示しており、GAC 処理水で

は 0.8µg/L と大きく低減していたが、次

いで構成割合が高かったブロモクロロ

アセトニトリルは、原水 1.7µg/L から

GAC 処理水 1.2µg/L と除去率は低かっ

た。また、ブロモジクロロアセトニトリ

ルは原水 1.1µg/L から GAC 処理水

0.1µg/L と大きく低減したものの、オゾ

ン処理により生成能が増加する傾向が

認められた。 

本市の高度浄水処理システムにおけ

る総ハロ酢酸の除去性能は、凝集沈澱処
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図-4 高度浄水処理過程における 

  総ハロ酢酸生成能の構成割合 
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図-6 高度浄水処理過程における 

 総アセトニトリル生成能の除去率 



理で 35.2%、中オゾン－砂ろ過処理で 33.2%、後オゾン－GAC 処理で 6.7%除去され、GAC

処理水中には原水中の 24.9%の総ハロアセトニトリル生成能が残留しており、原水の 4 分

の 3 が高度浄水処理システムで除去されていることがわかった。 

 

2) 構成割合の変化 

高度浄水処理過程における総アセト

ニトリル生成能の構成割合の平均値を

図-7 に示す。ジクロロアセトニトリル、

ブロモクロロアセトニトリル、ブロモジ

クロロアセトニトリルの 3 物質が、全処

理過程で 80％以上占めていた。特に、ブ

ロモジクロロアセトニトリルについて

は、オゾン処理で生成能が増加するた

め、中オゾン、後オゾンにおいて占める

割合が高くなった。 

 また、GAC 処理水の生成能から、浄水

中のハロアセトニトリルの構成成分を

推測すると、含臭素成分の存在割合が

60%以上を占めることがわかった。 

 

４．まとめ 

 本調査により、次に示す知見が得られた。 

 総ハロ酢酸生成能、総アセトニトリル生成能は、本市の高度浄水処理システムによっ

てそれぞれ約 80%、約 70%除去されており、高度浄水処理による低減効果が高いこと

が確認された。 

 ハロ酢酸については、分子構造中の塩素原子数が多い成分ほど浄水処理による除去性

能が高くなるため、処理が後段に進むにつれ、臭素系成分の構成割合が高くなった。 

 アセトニトリルについては、ジクロロアセトニトリルを除く成分の除去率が大きくな

いために、臭素系成分の構成割合が高く、浄水で 60%以上を占めることがわかった。 
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メタゾスルフロンの塩素処理生成物の推定 

 

大阪市水道局 〇山田圭一 

中野耕太 

今中壮一 

１．はじめに 

 大阪市では、大阪市水道・水質管理計画に基づき、水質管理目標設定項目に含まれる「対象

農薬リスト掲載農薬類」115種類の測定を実施している。これらに加え、安全でより良質な水

道水質を確保するため、水源である淀川水系の特性を把握することを目的に、土地の利用状況

や使用実態調査に基づき、水源に影響を及ぼす農薬を対象とした測定も行っている。 

 昨年度、外山ら 1）が水質管理目標設定項目に該当しないものの、近畿圏で出荷量が多い未規

制農薬類の存在実態を調査したところ、イマゾスルフロン、ヘキサジノン及びメタゾスルフロ

ンの 3 成分が検出され、これらの農薬類は本市の高度浄水処理で

分解除去されることを明らかにしている。しかしながら、浄水処

理によりどのような物質に変換されるか解明されていないことか

ら、3 成分のうち淀川原水からの検出量が最も多かったメタゾス

ルフロンを対象にして、塩素処理生成物の推定を行った。 

 

２．メタゾスルフロンの原水及び浄水での検出状況 

メタゾスルフロンは国内で平成 25年に上市

された水稲用除草剤であり、田植え時期から

稲穂形成期にかけて長期間使用されている。

近年では使用量が増加傾向にあり、淀川水系

近畿 5府県で令和 2農薬年度に 1.6 t/年出荷

されている。 

また、本市では令和 3年度から柴島浄水場・

庭窪浄水場・豊野浄水場の原水及び浄水を対

象に、メタゾスルフロンの測定を実施してい

る。令和 3 年度に実施した 3 浄水場原水にお

けるメタゾスルフロンの検出状況を図-1 に示すが、5 月を検出期ピークとして 0.02～0.15 

µg/L検出され、以降 8月まで検出され続けたものの、浄水からは検出されなかった。 

 

３．調査方法 

3.1 塩素処理実験 

メタゾスルフロン原体が 10 µg/L となるよう精製水で希釈した溶液へ遊離塩素濃度が 2 

mg/L になるように塩素水を添加し、試験溶液を調製した。これを 5本の 25 mL 比色管へ分取

し、満水密栓した後、遮光下 20 ℃で静置させた。それぞれ 2,24,48,72 時間経過後に、試験

図-1 原水におけるメタゾスルフロン

の検出状況 



 

溶液 20 mLに対し、0.3 wt/v%チオ硫酸ナトリウム溶液を 20 µL添加することで塩素を除去し

た後、メタノール 2 mLを加えたものを分析試料とした。 

 

3.2 分析条件及び解析方法 

本調査では、高い分解能を有し、微量有機物の定性分析に優れている高分解能液体クロマト

グラフ質量分析計を用いて測定を行い、メタゾスルフロンの塩素分解物の構造推定を行った。 

中野 2）らの方法に基づき、液体クロマトグラフは、Vanquish Flex UHPLC（Thermo Fisher 

Scientific製）、高分解能質量分析計は、Q Exactive Focus（Thermo Fisher Scientific 製）

を使用したが、MS/MS条件におけるデータ取得を Data Dependent Acquisition(DDA)に変更し、

各スキャン時に強度の高い上位 3 ピークについて MS/MS 分析を行う条件とした。解析ソフト

は Compound Discoverer 3.2（Thermo Fisher Scientific製）を使用し、フラグメントイオン

サーチを行うことにより化学構造を推定した。 

 

４．結果及び考察 

4.1 塩素処理後のメタゾスルフロン及び分解物の面積値推移 

メタゾスルフロンを塩素処理することによ

り新たな 2 種類の未知物質が検出されるよう

になった。これらはメタゾスルフロンの塩素

処理により生成された分解物であると考えら

れたことから、それぞれを分解物 A、Bとして、

塩素処理後経過時間毎のメタゾスルフロン、

分解物 A及び Bの面積値（positive mode）の

推移を図-2に示した。 

塩素添加後 2 時間でメタゾスルフロンが減

少し、新たに分解物 Aが生成された。また、24

時間後にはメタゾスルフロンはほとんど消失し、分解物 Aが主生成物となったが、以降は時間

経過とともに分解物 A の濃度は減少し、新たな分解物 B が生成され濃度が増加する傾向が認

められた。 

 

4.2 分解物 A及び Bの構造推定 

メタゾスルフロンの化学構造から予測される分解物リストを作成し、塩素処理後に検出され

た分解物 A 及び B を対象に、フラグメントイオンサーチによる構造推定を行った（図-3、4）。 

分解物 Aはプリカーサーイオンとして m/z ([M+H]+) = 510.0368、512.0338、514.0301の質

量数が 9：6：1 の強度比で同位体パターンが検出されたため、二つの塩素原子を有する化合

物、つまりメタゾスルフロンに一つの塩素原子が付加した化合物であると考えられた。また、

プロダクトイオンとして m/z= 190.0378、192.0349の質量数が 3：1の強度比、m/z = 216.0169、

218.0139の質量数が 3：1の強度比で同位体パターンが検出されたため、ピリミジン環（右側

図-2 検出された物質の面積値の経時変化 



の六員環）に塩素原子が付加した化合物であると考えられた（図-3）。したがって、分解物 A

はメタゾスルフロンのピリミジン環に塩素原子が付加した化学構造であると推定された。 

一方、分解物 Bはプリカーサーイオンとして m/z ([M+H]+) = 295.0260、297.0229の質量数

が 3：1 の強度比、プロダクトイオンとして m/z = 221.9733、223.9701の質量数が 3：1の強

度比で同位体パターンが検出された。したがって、分解物 Bはメタゾスルフロンのスルホニル

尿素結合が開裂した化学構造であると推定された（図-4）。 

4.3 メタゾスルフロンの推定分解経路 

得られた結果に基づき、推定されるメタゾスルフロンの分解経路を図-5に示す。分解物 A及

び B の推定構造から考察すると、メタゾスルフロンの塩素処理により、直ちにピリミジン環

（右側の六員環）に塩素原子が付加した分解物 Aが生成し、さらにピリミジン環の開裂または

スルホニル尿素結合の開裂により分解物 B が生成したと推定され、塩素処理により最終的に

は分解物 Bが主な生成物となることが予想された。 

 

  

図-5 メタゾスルフロンの推定分解経路と分解物の推定化学構造 

図-3 分解物 Aのマススペクトル 

図-4 分解物 Bのマススペクトル 



５．メタゾスルフロン及び分解物 Bの安全性評価 

本調査で構造推定を行った分解物 A 及び B に

ついて、本市の浄水における存在実態を調査し

たところ、分解物 A は検出されず、分解物 B が

痕跡量検出された。このことから、原体である

メタゾスルフロン及び分解物 B の安全性評価を

行うことで、メタゾスルフロンに起因する浄水

のリスク評価を行った。 

農薬評価書 3）によるメタゾスルフロンの一日摂取許容量(ADI)0.027 mg/kg体重から算出さ

れる評価値は 67.5 µg/Lであり、本市の原水からの検出濃度（最大 0.15 µg/L）を大きく上回

っている。また、メタゾスルフロン及び分解物 Bはラット経口急性毒性試験において半数致死

量（LD50）が>2000 mg/kg体重であり、発がん性の原因となりうる遺伝毒性試験においても、

両化合物は陰性であった（表-1）。以上のことから、メタゾスルフロンが塩素処理され分解物

B が生成しても、急性毒性及び発がん性のリスクは向上しないと考えられた。 

 

６．まとめ 

 本調査により、次の知見が得られた。 

○ 柴島・庭窪・豊野 3浄水場において 5月から 8月にかけて、最大 0.15 µg/Lのメタゾスル

フロンが検出された。 

○ メタゾスルフロンを塩素処理した結果、分解物 A が生成した後に分解物 B へ変換される

ことを明らかにした。 

○ マススペクトル解析により、分解物 A はメタゾスルフロンのピリミジン環に塩素原子が

付加した化合物、分解物 B はスルホニル尿素結合が開裂した化合物であると推定された。 

○ メタゾスルフロンの塩素処理では急性毒性及び発がん性リスクは向上しないと考えられ

た。 

 本調査では高分解能質量分析計の性能を活かし、メタゾスルフロンの塩素処理生成物の推定

を行ったが、今後は水源事故時の原因物質の同定などへの活用を検討する予定である。 
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表-1 メタゾスルフロン及び分解物 Bの 

安全性評価  

化合物名 急性毒性（LD50）A) 遺伝毒性 B) 

メタゾスルフロン >2000 陰性 

分解物 B >2000 陰性 

A) (mg/kg体重)、B)復帰突然変異試験及び小核試験 











     水質モニターを活用した送水水質管理 
 

 

大阪広域水道企業団  ○青木 里紗 奥田 雄斗 秋丸 貴也 

            上野 加寿紀 熊澤 正朗 前床 紀文

1. はじめに 

  

 大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）では、法令で１日１回以上の水質検査を行うことが定められている

色、濁り、消毒の残留効果について、送水幹線上に計 32 台の水質モニター（連続自動測定器）を設置し（図-1）、24

時間連続で監視を行っている。また、供給する水道水が水質基準に適合し、安全で良質であることの確認と、送水過

程での水質変化を把握するために、送水幹線上に全 53地点の水質監視地点（表-1）を定め、法令に基づく水質基準項

目に加え、水質管理目標設定項目、要検討項目及び一般項目の検査を主要な地点で毎月行っている。 

 本報告では、水質モニターを活用した送水水質管理について報告する。 

 

図-1 送水幹線採水位置図 
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市町村分岐地点名
1. 柿ノ木（豊中市）
2. 寺内（豊中市）
3. 芝（箕面市）
4. 十日市（茨木市）
5. 三島（摂津市）
6. 鳥飼下（摂津市）
7. 畑（池田市）
8. 水無瀬（島本町）
9. 野間中（能勢町）
10. 香里（枚方市）
11. 上馬伏（門真市）
12. 茄子作（交野市）
13. 高宮（寝屋川市）
14. 寝屋（寝屋川市）
15. 砂（四條畷市）
16. 寺川（大東市）
17. 水走（東大阪市）
18. 高安（八尾市）
19. 柏原（柏原市）
20. 道明寺（藤井寺市）
21. 西浦（羽曳野市）
22. 池之原（大阪狭山市）
23. 廿山（富田林市）
24. 我堂（松原市）
25. 上田（松原市）
26. 千代田（河内長野市）
27. 太子（太子町）
28. 山城（河南町）
29. 川野辺（千早赤阪村）
30. 浅香山（堺市）
31. 堀上（堺市）
32. 北（高石市）
33. 万町（和泉市）
34. 山荘（和泉市）
35. 豊中（泉大津市）
36. 北出（忠岡町）
37. 流木（岸和田市）
38. 三ツ松（貝塚市）
39. 中庄（泉佐野市）
40. 紺屋（熊取町）
41. 吉見（田尻町）
42. 樽井（泉南市）
43. 貝掛（阪南市）
44. 岬（岬町）

送水施設
A. 千里浄水池
B. 小野原ポンプ場
C. 彩都ポンプ場
D. 多留見浄水池
E. 郡家ポンプ場
F. 高槻立坑
G. 奈佐原浄水池
H. 四條畷ポンプ場
I. 旧布施ポンプ場
J. 枚岡ポンプ場（庭窪流入）

枚岡ポンプ場（4拡出口）
K. 藤井寺ポンプ場
L. 松原ポンプ場
M. 美陵ポンプ場
N. 富田林ポンプ場
O. 河南加圧ポンプ場
P. 泉北浄水池（流入）

泉北浄水池（流出）
Q. 和泉浄水池
R. 岸和田連絡弁
S. 泉佐野ポンプ場
T. 泉南浄水池

万博公園浄水施設

三島浄水場

村野浄水場

磯島取水場

一津屋取水場

庭窪浄水場

凡 例

浄水場及び取水場

水質基準適合判定地点 15地点

水質定期監視地点 38地点

水質モニターによる連続監視地点
32地点

村野浄水場系の送水管
庭窪浄水場系の送水管

三島浄水場系の送水管

追加塩素注入地点 3地点

4

28

5



表-1 送水幹線における水質検査地点の分類 

水質基準適合判定地点 15 地点 
浄水場の系統ごとに、受水事業体への受け渡し地点や企業団のポンプ場等から主要な
地点を選定し、水質基準に適合していることの確認を目的として水質検査を行ってい
る。 

水質定期監視地点 38 地点 
水質基準適合判定地点を補完するため受水事業体への受け渡し地点や企業団のポン
プ場等から水質基準適合判定地点を除く 38 地点を選定し、送水過程での水質変化を
把握するために、水質検査を行っている。 

連続自動測定地点（水質モニター） 
32 地点 

法令で毎日検査が定められている色、濁り、消毒の残留効果（遊離残留塩素）等につ
いて 24 時間連続自動測定を行い、広域的な送水過程における水質変化の傾向把握、
さらに突発的な水質異常について連続監視している。 

 

2. 水質モニターの送水水質管理への活用 

 

2.1 水質モニターの役割 

企業団では、送水の濁度、色度、遊離残留塩素、pH値、電気

伝導度、水温の６項目を水質モニターで連続的に自動測定する

ことにより、広域的な送水過程における水質変化の傾向把握、

突発的な水質異常の連続監視を行っている。また、水道法によ

り定められている色、濁り、消毒の残留効果に関する毎日検査

も水質モニターを活用して行っている。 

水質モニターの測定値は、アクアネット大阪というシステム

を通じて企業団と 42 受水事業体で情報共有が行われており、

送水の水質状況をリアルタイムで確認することができる。ま

た、水質モニターには測定項目ごとに上下限警報値を設定して

おり、それを超過した場合、水質管理センターに設置されたア

クアネット大阪端末が警報を発する仕組みになっており、送水

の水質異常を瞬時に検知することができる。さらに、送水水質

の異常を検知した場合の受水事業体への情報提供基準（表-2）

を定めており、水質異常に対して速やかに対応できるようにし

ている。 

 

2.2 毎日検査への活用 

毎日検査は、午前９時時点における水質モニターによる測定

値を確認することにより行っており、送水の運用状況（送水量、

水圧など）の水質への影響も考慮している。また測定値につい

ては、異常がないことを確認するだけではなく、その変化にも

注意を払っている。送水運用としては、緊急措置レベルを超え

なければ「正常送水」としているが、緊急措置レベルに達してい

なくても測定値が通常と異なる場合は、何らかの異常を疑い、

その原因を早期に把握する必要がある。そのため、水質管理セン

ターでは、測定値が通常よりも高く又は低くなった場合（特に濁

度が 0.05度を超過又は、色度が 0.5度を超過した場合）には、

その原因を確認することとしている。 

通常時、水質モニターの測定値は図-2 のような安定したトレ

ンドを示すが、送水幹線において疎通能力維持作業（後述）を実

施した際は、送水量や水圧の一時的な変動により、濁度及び色度

が上昇し、図-3 のようなトレンドを示すことがある。疎通能力

維持作業とは、事故や工事等による送水系統の変更に備え、送水

項目 情報提供レベル 措置 

濁度 0.50度以上 

正常送水 色度 3.00度以上 

残留塩素 0.40mg/L以下 

項目 情報提供レベル 措置 

濁度 2.00度以上 
送水制限 

色度 5.00度以上 

残留塩素 0.10mg/L以下 受水停止 

項目 情報提供レベル 措置 

濁度 1.00度以上 

正常送水 色度 4.00度以上 

残留塩素 0.30mg/L以下 

＜情報提供レベル（警報発生から 2時間継続）＞ 

 

表-2 水質モニターの水質異常値検出時の 

受水事業体等への情報提供基準 

＜緊急通報レベル（警報発生から 15分継続）＞ 

 

＜緊急措置レベル（警報発生から 15分継続）＞ 

 

色度

濁度

遊離残留塩素

図-2 通常時のトレンド例 

色度

濁度

疎通能力維持作業時

遊離残留塩素

図-3 疎通能力維持作業時のトレンド例 



管の通水能力を確保することを目的として、送水量を目標水量ま

で増加させるものであり、定期的に実施している。疎通能力維持

作業は、予め日程が決まっているため、作業時間以降に作業実施

箇所の下流において濁度及び色度が上昇しても、作業実施箇所と

下流までの予定到達時間と濁度上昇時間が合致していれば水質

事故ではないことが分かる。 

このように、作業が行われることを事前に把握している場合は

問題ないが、それ以外にも水質モニターがしばしば原因不明のト

レンドを示すことがある。図-4の事例は、水質モニター設置地点

の上流で布設している複数の送水管を繋ぐ連絡管の流向が変化

した際に、管底に沈んだ少量の濁質を巻き上げたことが原因であ

ることが後に分かった。これは、通常の送水運用の範囲内で生じ

たものであり、水質異常ではないが、場合によっては事故が発生

している可能性があるため、水質モニターの測定値が送水水質と

しては異常がなくても、その値の変化には注意して水質管理を行

っている。 

 

2.3 水質モニターの不具合 

水質モニターは、送水の水質管理に重要な役割を果たしている

ため、水質が監視できない状況（以下「不具合」）が生じないよう

維持管理に努めている。しかしながら、適切な維持管理を行って

いても、計器異常により不具合が発生することがある。水質モニ

ターが異常値を示した場合、表-3の判定基準をもとに水質異常か

計器異常かを判断する。図-5に計器異常の例を示す。測定値のト

レンドから、明らかな計器異常と判断できなければ、現場に出動

して水質確認を行い、その結果、水質に異常がなければ計器異常

と判断する。 

不具合が生じた水質モニターは監視対象外とするため、その地

点では一時的に送水水質の連続監視ができなくなり、毎日検査も

できなくなる。このような場合の代替手段として、対象地点付近

の送水量、水圧、バルブ操作等の水質への影響の有無を確認した

うえで、上下流に設置している水質モニターにより水質を監視す

るとともに、受水事業体が受水地点で毎日検査を行っている場合

には、その結果も参考とすることで、水質に異常がないことを確

認している。代替手段による水質確認ができない場合は、現場に

おいて１日１回以上、濁度、色度、残留塩素濃度を測定し、水質

に異常がないことを確認している。 

このように、代替手段を用いて水質監視を行っているが、根本

的に不具合を減少させるための維持管理が重要である。 

 

3. 令和３年度の維持管理の取り組みと効果 

  

水質モニターが不具合となる期間をより短縮するために、令和３年度は２つのことに取り組んだ。 

 

3.1 保守点検内容の見直し 

計器異常 

・以下の条件をすべて満たす場合

は、計器異常と判断 

① 異常の発生している水質モニ

ターの測定値が、直前の値と比

較して15分以内の急激な上昇、

下降を頻繁に示している。ま

た、急激な上昇、下降後 15 分

以上直線的にピークの値を継

続している。 

② 上下流の水質モニター測定値

には異常が無い。 

③ 以下の「水質異常の疑い」のい

ずれの項目にも当てはまらな

い。 

水質異常 

の疑い 

・上下限警報値を超過した直前 1時

間程度の値が緩やかに上昇又は

下降を示している。 

・濁度・色度が同じような挙動で緩

やかに上昇している。 

（濁度・色度の上昇に伴い、残塩

が低下する場合がある。） 

・管路での漏水や大幅な流量変動、

浄水場での処理不良、停電による

ポンプの緊急停止、バルブ誤動作

などの情報がある。 

・薬品注入（追加塩素）の異常、工

事や洗管の影響による水質異常

の疑いがある。 

図-4 原因不明の濁度上昇のトレンド例 

表-3 計器異常と水質異常疑いの判定基準 

 

色度濁度

遊離残留塩素

異常発生

図-5 計器異常発生のトレンド例（色度の異常） 

色度

濁度

遊離残留塩素



水質モニターの維持管理は、年に 12回（月に１回）のメンテナンスにより行っており、そのうち 10回を保守点検、

２回を特別補修として実施している。 

令和２年度に、水質モニターのメーカーに、これまでの保守点検内容に過不足がないかどうかの聞き取り調査を実

施したところ、必要以上に清掃や調整などを行っていたために、不具合が発生していた可能性があるということが分

かった。そこで、清掃や調整などの保守点検内容が必要十分となるように仕様を変更し、令和３年度から運用を行っ

た。 

 

3.2 不具合対応業務の開始 

これまで不具合発生時には、職員が現場に出動し、メーカーと繰り返し連絡をとりながらその原因を確認していた。

この方法では、原因の特定までに１～２か月程度の期間を要し、また、原因が判明してから修繕を行うこととなるた

め、水質監視が再開できるようになるまで長期間を要する場合があった。そこで令和３年度から、不具合が生じた水

質モニターをできるだけ早く復旧させるため、不具合発生時にメーカーを速やかに現場に出動させて、原因を特定す

る委託業務（不具合対応業務）を開始した。これにより早期にメーカーが専門的知識を持った担当者を派遣し、不具

合の原因を速やかに解明し、修繕できるようになった。また、軽微な部品交換だけで解決することができる場合は、

派遣時に部品交換を実施する仕様としており、直ちに復旧できる場合もあった。 

 

3.3 取り組みの効果 

過去３年間（平成 30 年～令和２年度）及び令和３年度の水質

モニターの不具合発生状況を表-4に示す。 

保守点検の内容を見直すことにより、保守点検後に指示値が不

安定となり監視対象外となるような事例を減少させることができ

た。それ以外にも、一部地点において測定槽に空気が混入するの

を防止するための設備的な改良を行うなどにより根本的な原因を

解消することができたことも、不具合の発生回数の減少につなが

ったものと考えている。具体的には、不具合が発生した回数は、

過去３年間の平均が 52回であったものが、令和３年度は 37回と

なり約３割減少させることができた。 

また、不具合対応業務により、水質モニターの不具合が発生し

た場合でも、発生から復旧までの期間は、過去３年間では、平均

約 0.8か月、最大約６か月必要であったものが、令和３年度は、

平均約 0.3か月、最大約３か月に短縮させることができた。 

ただし、令和３年度でも毎月平均３～４回の不具合が発生して

おり、これを減少させるための原因調査を継続して行っている。 

 

4. まとめ 

 

企業団では、水質モニターを活用した送水水質管理を行っており、送水の水質に異常がないことを確認するだけで

はなく、水質の変化にも注意を払い、万が一の事故を早期に発見することができるよう努めている。水質モニターの

不具合により対象地点の水質を監視できなくなった場合でも、代替手段を定め、送水幹線全体の水質に異常がないこ

とを確認している。さらに今後も、不具合を減少させるための原因調査を継続して進めていき、水質モニターを活用

した送水の水質管理を適切に行っていく。 

年度 
不具合が 
発生した 
回数 

不具合発生から復旧ま
でにかかる期間 

平均 最大 

平成 30年度 58回 約 0.5か月 約 3か月 

令和元年度 49回 約 0.8か月 約 5か月 

令和 2年度 50回 約 1か月 約 6か月 

過去 3年間の
平均 

52回 約 0.8か月 約 6か月 

令和 3年度 37回 約 0.3か月 約 3か月 

表-4 不具合発生状況の比較 

 



相関監視システム活用による運転管理ノウハウの形式化 

 

橋本市水道環境部 〇塔鼻 裕也 

                                   辻本 知弘 

 

1. はじめに 

 水道施設の安定的な運転管理を実現するためには、故障警報だけでなく、水位・流量・機

器の運転状態等、あらゆる情報を活用して異変を早期に察知することが重要であり、熟練の

技術を要するものである。これは一般的にノウハウと呼ばれるものであるが一朝一夕で身

につくものではなく、経験や理解度によって個人差があり、たとえノウハウをマニュアルと

して整理した場合でも、情報量が膨大になるため、運転監視員一人ひとりが内容をすべて理

解し、確実に実行することは容易でない。橋本市においても、監視員の技術力の差によって

関係者への通報や初動対応が遅れる事例があるのが実情である。 

 そこで、現在利用中のクラウド監視システム内で提供されているサービスのひとつであ

る「相関監視システム」に着目し、熟練者の思考回路を論理図として形式化することで、監

視レベルの底上げと、見落とし等のヒューマンエラー防止を図った成果についてここで報

告する。 

 

2. 橋本市水道事業・相関監視システムについて 

橋本市は、和歌山県の北東端に位置し、およそ 60,500人の人口を有する都市である。橋

本市水道事業は、市内中央部を東西に流れる紀の川を原水とする橋本市浄水場により、一日

平均 22,000m3（令和 3年度）を給水する水道事業体である。高低差の多い地形に対応する

ため、令和 3 年度末時点で 29 か所の送水設備、36 か所の配水施設（流量監視盤 4 か所を

含む）を市内各所に配置しており、この内 17か所の送水設備、22か所の配水施設ついてク

ラウド監視システムによる運転監視を行っている。 

相関監視システムとは、クラウド監視システムに搭載されている機能のひとつであり、サ

ーバーに蓄積されたデータを基にサーバー内の仮想端末で演算を行うことにより、従来の

故障警報や上下限警報とは異なる複雑な警報項目を利用者が自由に作成できる機能である。

演算式の作成方法は、あらかじめ用意された演算子を組み合わせていくものであるため、プ

ログラム言語を扱わず視覚的に作業することが可能である。 

 

3. 重要項目の選定 

 相関監視システムの導入によって形式化を図る熟練者のノウハウは、通常と異なる状態

を発見すること、緊急の対応が必要な異常を通知すること、計測機器のない施設の状態を可

視化すること、の 3点である。これらを重要項目と定め、クラウド監視画面内で表現するこ

とを目指した。また、複数の施設に適用できるように、演算のパターンを汎用的な形で作成

するよう配慮した。各重要項目に対応する対応策の概要を表 1に示す。 



表 1 重要項目と対応策の概要 

重要項目 対応策の概要 

通常と異なる状態の発見 

① 送水ポンプ運転時間の管理 

② 深夜流量の監視 

③ 残留塩素の管理 

緊急の対応が必要な異常の通知 

④ 断水またはオーバーフロー発生のおそれを通知 

⑤ 配水流量の急激な変化を通知 

⑥ ヒューマンエラーの防止 

計測機器のない施設状態の可視化  ⑦ 水位計を持たない配水池の水位予想 

 

4. 演算パターンの作成と運用結果 

 表 1 に示す 7 通りの対応策について、それぞれの考え方と作成した演算パターンの図を

順に述べる。また、一部運転パターンについては、実際に運用している中で発生した課題に

ついても併せて述べている。 

 

① 送水ポンプ運転時間の管理 

送水ポンプの運転時間が長すぎる、または短すぎる場合に警報を発信し、運転監視員に確

認を促すものである。演算パターンは、一日の累積運転時間を評価するものと、一回の運転

時間を評価するものの 2 種類作成し、後者については、異常認識までの判定時間を水需要

の多い時間帯と少ない時間帯で区別できるようにしている。 

  

図 1 一日累積ポンプ運転時間（左）  長・短時間運転警報（右） 

 

② 深夜流量の監視 

 橋本市では通常、午前 3時から午前

4時の間に配水流量が最小となる。こ

の 1 時間において配水流量が指定値

を下回らなかった場合に警報を発信

し、異変を知らせるものである。深夜

流量の増加は小規模な漏水を示唆し

ている場合があり、人の判断では気づ

きにくいような、月単位や年単位におよぶ緩やかな変化も見逃すことなく監視できる。 

図 2 深夜流量増加警報 



③ 残留塩素の管理 

配水池や中継ポンプ場の残留塩素濃度は、流入があるときに上昇し、流入がないときに低

下する動きをしている。原水の水質変化や温度変化によって残留塩素の保持性が悪化した

場合には流入停止中の残留塩素減少幅が大きくなるため、この減少幅を利用して給水末端

の残留塩素低下を予報するもので

ある。季節に応じて目標残塩値を

下げていく段階では、想定通りの

残留塩素低下も異常として誤検知

してしまうため、適切な判定値に

その都度修正する必要のある点が

難点である。 

 

④ 断水またはオーバーフロー発生のおそれを通知 

 停電や機器故障により配水池への送水が

できないとき、断水のリスクが発生する。

断水発生までの残り時間がひと目で分かれ

ば施設間の緊急性比較が即座に行えるため、

対応の優先順位を定めるのに効果的である。

この演算パターンは、異常発生により流入

が止まらない場合のオーバーフロー時刻予

想にも応用することが可能である。 

 

⑤ 配水流量の急激な変化を通知 

配水流量に急激な変化が発生したときには大規模漏水や消火活動が想定されるが、それ

が上限警報設定値を超過しない場合には警報発信されず、異常発見が遅れる可能性があっ

た。この演算パターンでは、5分毎の平均流量に一定以上の差が生まれたときに警報を発信

する。一部配水系統にはマンションの受水槽が存在し、受水槽流入時に配水流量が大幅に変

化することが分かっているため、受水槽流入による配水流量変化を警報から除外するよう

に試みているが、異常との区別が完全にはできず、受水槽流入時にも度々警報が発信されて

しまうところに改善の余地がある。 

 

図 5 配水流量変化率異常（左）  受水槽がある系統の配水流量トレンドグラフ（右） 

図 4 停電時断水予報 

 

図 3 残留塩素低下予報 



⑥ ヒューマンエラーの防止 

水道施設の点検を行ったとき、送水ポン

プ等の機械を手動で操作した後に自動運

転に戻し忘れてしまう事例が稀に発生し

ている。この演算パターンは、既定の水位

等で機械が正しく発停しているかどうか

を判定している。警報設定器等の故障によ

り自動運転しない場合も検知可能である。 

 

⑦ 水位計を持たない配水池の水位予想 

小規模な配水池には水位計や配水流量計等の計測機器が設置されておらず、機器の故障

や発停、電極による水位異常警報のような、必要最小限の監視項目で運用している施設があ

る。このような施設について、計算によって求めた模擬の配水流量を与えることにより配水

池水位を演算させれば、あたかも水位計が存在するかのように画面表示させることができ

るため、配水池の状態が視覚的に理解できるようになる。 

 

図 7 配水池水位予想 

5. まとめ 

 相関監視システムを活用することにより、熟練者のノウハウ、特に異常の判断基準につい

て形式化することができ、画面上に表現して共有することができるようになった。しかしな

がら演算パターンは完全なものではないため、相関監視システムによる警報は異常発生を

直接的に示すものではなく、異常判定すべきタイミングを運転監視員に知らせるものとし

て最大限に利用することが適切であり、異常が実際に発生しているのかどうかについては、

人が慎重に判断する必要がある。 

 

6. おわりに 

現在は演算パターンを人が考え、人が設定した異常判定値を使用しているため、演算パタ

ーンの最適化や異常判定値の更新を継続的に実施していく必要があるが、人工知能技術の

発展により、蓄積したデータから異常判定値を人工知能が定め、さらには演算パターンの作

成までも人工知能が担うことができるようになっていくような、将来の技術革新に期待し

ている。 

図 6 運転・停止水位異常 

 



千苅貯水池におけるラフィド藻の動態および浄水処理特性 

 

神戸市水道局 ○大森惇平 上鶴哲也 戎紫穂 清水武俊 小田琢也 

 

１．はじめに 

ラフィド藻は鞭毛を有する比較的大型の植物プランクトンであり、近年、

本生物の増殖に伴う浄水の消毒副生成物（ハロ酢酸、特にトリクロロ酢酸：

以下 TCAAと表記）濃度の上昇が報告されている 1)。本生物が細胞内に消毒

副生成物の前駆体を多く含有していることが、その原因として考えられてい

る。 

神戸市の千苅貯水池では、令和 2年の秋季（9月 7 日から 12月 28日）に

初めてラフィド藻の Merotrichia capitata（以下メロトリキアと表記）の増殖が確認された（図 1）。増殖期間中

の最大検出数は、取水塔前表面水で 2000 細胞/mL、原水で 230 細胞/mL であった。これまでの研究では、ラ

フィド藻 1細胞当たりの TCAA生成能は高く、原水中の細胞数が少数でも、浄水における TCAA濃度が水質

基準値を超過する恐れがあることが報告されているが、国内における報告事例は少なく、実態は明らかでは

ない。 

 そこで本研究では、令和 2 年から 3 年にかけて貯水池における本生物の挙動を調査するとともに浄水処理

における TCAA除去特性の把握を進めた。その結果、リスク管理上で必要となる除去率や水質基準を超過し

ないための細胞数などが明らかとなったので報告する。 

 

2．方法 

2-1. Merotrichia capitata の日周期鉛直移動 

貯水池において毎週モニタリングを行い、メロトリキアが増殖ピークとなった令和 2年 11月に千苅貯水池

及び千苅浄水場にて調査を実施した。千苅貯水池取水塔前において水深別試料を採水し、1 mLの試料水を界

線入り枠付き計数板（離合社）に封入し、光学顕微鏡を用いて細胞数を計数した。また同様に千苅浄水場原

水を 4時間ごとに採水、計数し、メロトリキアの細胞数の日周変動を調査した。 

 

2-2．Merotrichia capitata の 1 細胞当たりの TCAA生成能 

メロトリキアの増殖期間中の令和 3 年 11 月 1 日および 11 月 8 日に取水塔前表面水を採水し、①孔径 5.0 

um のろ紙を用いて自然ろ過を行ったものおよび②無処理水について、それぞれ 24 時間後の塩素濃度が 1～

2mg/Lとなるように次亜塩素酸ナトリウムを添加し、TCAA生成能を LC-MS-MS 法により測定した。②から

①を差し引いた濃度を藻体内の TCAA生成能とし、この値を細胞数で除したものを 1細胞あたりの TCAA生

成能として算出した。 

 

2-3. Merotrichia capitata および TCAA生成能の凝集沈澱除去性 

メロトリキアおよび TCAA 生成能の凝集沈澱による除去性をジャーテストにて調査した。メロトリキアが

増殖した令和 3 年 11月 1日に取水塔前表面水を採水後、PACを用いてジャーテストを実施した。なお、PAC

注入率は本生物が発生期間中の千苅浄水場の運転条件に合わせて 26 mg/L とした。その後、無処理の表面水

とジャーテスト後の上澄み液（沈澱処理水）について、検鏡による細胞数の計数と TCAA生成能の測定を行

い、凝集沈澱による除去率を算出した。 

図 1. Merotrichia capitata 



2-4．浄水処理工程における TCAA生成能の除去特性 

 千苅浄水場での TCAA 生成能の除去性を調査した。メロトリキアが検出された令和 2 年～3 年度の期間で

千苅浄水場の原水、活性炭処理水、浄水および給水栓における TCAA 生成能を測定し、除去率を算出した。 

 

2-5．TCAAが水質基準超過する恐れのある Merotrichia capitata の細胞数の推定 

 2-2 から 2-4 までの調査で得られた結果を基に、浄水において TCAAが水質基準を超過する場合の原水中

におけるメロトリキアの細胞数の推定を行った。 

 

3. 結果および考察 

3-1. Merotrichia capitata の日周期鉛直移動 

増殖ピーク時の 11 月 9 日午前 11 時に取水塔前におけ

る鉛直分布を調査した。その結果、本生物は日中、水深が

浅い表層に集中して分布していることが明らかになった

（図 2）。この結果を基に取水口の位置を下げたところ（4 

mと 9 m併用から 9 m単独に変更）、原水中のメロトリキ

アの細胞数は低減したことが確認された。 

さらに、水深 9 mの取水口から取水した原水を 

4 時間おきに採水し、細胞数の時間変動を調査し

た（図 3）。原水中のメロトリキアの細胞数は 15 

時に最小（23 細胞/mL）、23 時に最大（130 細胞

/mL）となり、夜間には日中の約 5 倍の細胞数と

なった。この結果からメロトリキアは鉛直方向に

日周期鉛直移動していることが明らかになった。 

ラ フ ィ ド 藻 の Gonyostomum semen お よ び

Chattonellaz 属は鞭毛を用いた遊泳により、日周期

鉛直移動することが報告されているが 2), 3), 4)、メロトリキアの鉛直移動に関する報告は本件が初めてである。

メロトリキアにおいても他のラフィド藻と同様に日射量や栄養塩類の影響により、日周期で鉛直移動してい

るものと考えられる。また今回の調査結果より、貯水池においては鉛直移動を考慮した選択取水を行うこと

で原水に流入するメロトリキアの低減が可能であることが確認された。 

 

3-2．Merotrichia capitata の 1 細胞当たりの TCAA生成能 

  取水塔前表面水を採取し、メロ

トリキア 1 細胞当たりの TCAA 生

成能を測定した（表 1）。TCAA 生

成能は 11月 1日採水試料では 0.08 

ng/細胞、11 月 8 日採水試料では

0.11 ng/細胞となり、平均は 0.10 ng/

細胞であった。また藻体外の

TCAA生成量の割合は 11月 1日試料で 77％、11 月 8 日試料で 84％と高く、増殖期間中においても TCAA 前

駆物質のほとんどが藻体外（溶存態）として存在していることが明らかになった。 

表 1. Merotrichia capitata1細胞当たりの TCAA 生成能 

ろ過前
ろ過後

（藻体外）

差

（藻体内）

11/1
0.043

（100％）

0.033

（77％）

0.010

（23％）
130 0.08

11/8
0.037

（100％）

0.031

（84％）

0.006

（16％）
54 0.11

0.10

TCAA生成能(mg/L)

採水日
細胞数

(細胞/mL)

1細胞当たりの

生成能(ng/細胞)

平均

(ng/細胞)
試料

取水塔前

表面水

（11/15～16） 

図 3. 原水における Merotrichia capitata 細胞数の日変動 

図 2. 水深別の Merotrichia capitata の細胞数 

（取水塔前、11月 9日 11:00） 

＊水深 15 m～底（29.2 m）は不検出 



3-3．Merotrichia capitata および TCAA生成能の凝集沈澱除去性 

ジャーテスト後の沈澱処理水とフロ

ック中のメロトリキアの顕微鏡写真を

図 4 に、ジャーテスト前後のメロトリ

キア細胞数および TCAA 生成能の除去

率を表 2 に示す。沈澱処理水での細胞

数は非常に少なく、ほとんどの細胞は

PAC の添加により除去され、除去率は

97％であった。またフロック中のメロ

トリキアは大部分が死滅し、細胞が破

裂していたものの、内容物が拡

散することなく、塊状のまま、フ

ロック内に捕捉されていた。

TCAA生成能の除去率も 70 %と

高く、メロトリキアの細胞だけでなく、溶存態の前駆物質も併せて除去されたものと考えられた。以上の結

果から、沈澱処理が TCAA 生成能の除去に非常に有効であることが明らかになった。 

 

3-4．浄水処理工程における TCAAの除去特性 

 千苅貯水池においてメロトリキアが検出され始めてから 2年間の浄水場処理工程水の TCAA処理状況を表

3 に示す。 

原水の TCAA生成能は 0.030 から 0.075 mg/L で変動しており、メロトリキアが多数検出された際には生成

能も高くなった。ただし、メロトリキアが検出されていない時でも生成能が高くなるケースが確認された。 

粒状活性炭処理による除去率は 17～57％であった。3・4 号槽併用時の除去率は 17～43％であった一方、

2・4号槽併用時の除去率は 57％と最も高かった。神戸市で粒状活性炭槽を 4基有しており、1・2 号槽は通水

時間が短く、物理吸着能が維持されているが、3・4 号槽は通水時間が長いため、物理吸着能が低下している。

以上の結果から TCAAの除去には物理吸着が有効であることが示唆された。 

また原水 TCAA 生成能と浄水 TCAA から浄水処理全体の TCAA 除去率を算出した。千苅浄水場では、原

水⇒粒状活性炭⇒沈澱⇒ろ過により処理を行っているため、粒状活性炭・凝集沈澱・急速ろ過処理を組み合

わせることにより TCAA を 89％以上、除去できることがわかった。 

図 4. ジャーテスト後の顕微鏡写真 

Merotrichia 
Merotrichia 

capitata. 

表 2. Merotrichia capitata細胞数と TCAA生成能の凝集沈殿除去率 

採水日 凝集沈殿前 凝集沈殿後 除去率(％)

細胞数(細胞/mL) 130 3.5 97

生成能(mg/L) 0.043 0.013 70
取水塔前表面水 2021/11/1

表 3. 千苅浄水場における TCAA の処理状況 

 

原水
活性炭

処理水
浄水

給水栓

(末端)

2020/6/8 0 0.030 0.024 <0.003 0.003 20 >90 3・4号槽

2020/7/6 2 0.049 0.028 0.003 0.006 43 94 3・4号槽

2020/11/9 230 0.075 0.032 0.003 0.006 57 96 2・4号槽

2021/2/8 0 0.036 0.027 0.004 0.008 25 89 3・4号槽

2021/5/10 0 0.069 0.049 <0.003 0.005 29 >96 3・4号槽

2021/7/5 0 0.063 0.045 <0.003 0.006 29 >95 3・4号槽

2021/10/4 0 0.060 0.050 0.003 0.007 17 95 3・4号槽

2022/2/7 0 0.036 0.029 <0.003 0.006 19 >92 3・4号槽

使用した

活性炭槽
採水日

原水の細胞数

(細胞/mL)

TCAA生成能(mg/L) TCAA(mg/L)
活性炭による

除去率（％）

浄水処理全体の

除去率（％）



各工程処理における TCAA 除去率は、粒状活性炭処理において 20～60％、沈澱・ろ過処理において 40～

80％であった。今回の調査により、沈澱処理がメロトリキア増殖時の TCAA除去に最も有効であることが明

らかになった。 

 

3-5．TCAAが水質基準超過する恐れのある Merotrichia capitata の細胞数の推定 

3-2 から 3-4 の結果を用いて、浄水において TCAA が水質基準（0.03 mg/L）を超過する場合の原水中のメ

ロトリキアの細胞数 X（細胞/mL）を次式により算出した。 

計算には、メロトリキアの 1 細胞あたりの TCAA産生能 0.10 ng/細胞（調査：3-2）、TCAAの凝集沈澱に

よる除去率 70％（調査：3-3）を用いた。また夏季から秋季にかけて、原水中のメロトリキアの存在の有無

に関わらず、TCAAが比較的高濃度で検出されているため、今回の計算では 3-4の調査で得られたメロトリ

キア非検出時の原水における TCAA生成能の最高濃度（0.069 mg/L）も加算した。 

[0.10(𝑛𝑔/細胞)  ×  X(細胞/𝑚𝐿) /1000＋ 0.069(𝑚𝑔/𝐿)]  × (1 − 0.7) =  0.03(𝑚𝑔/𝐿) 

計算の結果、X=310 となり、水質基準を超過しないための原水中のメロトリキアの最大許容密度は 310 細

胞/mL であることが明らかになった。なお、上記計算においては、沈澱処理のみを考慮しており、活性炭処

理・ろ過による除去を加味していない。したがって、実処理において許容可能なメロトリキアの細胞数はさ

らに大きくなるものと考えられる。 

 

4. まとめ 

貯水池でのメロトリキアの鉛直分布を調査し、他のラフィド藻と同様にメロトリキアが日周期鉛直移動し

ていることが明らかとなった。またその特性から選択取水により原水に流入するメロトリキアを低減できる

ことがわかった。 

メロトリキアおよび TCAA 生成能の凝集沈澱除去性や浄水処理における TCAAの処理状況について調査

したところ、沈澱処理が TCAA生成能の除去に最も有効であることが明らかになった。なお千苅浄水場に

おいてはメロトリキアが異常増殖した場合にも物理吸着能に優れた 1・2 号槽の稼働により、除去性能をさ

らに向上させることが可能である。 

千苅貯水池においてメロトリキアが検出され始めた令和 2年から現在まで浄水 TCAA濃度の大幅な上昇

は確認されていないが、今回の調査結果より選択取水や活性炭・凝集沈澱処理の強化により十分に対応可能

であると考えられる。メロトリキアの発生事例は少ないため、今後もデータを集積し、浄水処理のリスクを

把握しながら良好な水道水の供給を図っていく。 
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オゾン CT 値による GAC 後生生物の不活化能評価について 

 

大阪市水道局 ○立石 浩之 
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 鬼丸 祐二 

鶴田 朋子 

今中 壮一 

 

１．はじめに 

 本市の浄水処理システムにおける GAC 吸着池は、前段に位置する後オゾン接触池と相互的に

機能することで、より安全で良質な水道水質を確保する上で重要な役割を担っている。その一

方で、GAC 吸着池槽内では線虫・ワムシのような後生生物が繁殖し、水道水へ漏出することが

懸念されている。また、三輪ら 1)は GAC 吸着池から線虫やワムシが漏出する現象は、オゾン-

GAC 処理である程度想定される事象であるが、漏出を抑制するためには GAC 層内での増殖を抑

制することが重要であり、その対策として GAC 吸着池直前におけるオゾン処理が有効な手段で

あるとしている。 

後生生物が漏出すると水道水の性状だけでなく、後生生物が保有している細菌により生物学

的な安全性も損なわれる恐れもあることから、本市では漏出対策として後オゾン処理における

オゾン CT値を 2.5mg-O3/L・min確保することで、GAC 吸着池内への流入数を抑制するとともに、

原則 72 時間周期の空気洗浄と遊離塩素を含む浄水による逆流洗浄によって、GAC 吸着池からの

後生生物の排出を実施している。 

 しかし、後生生物の不活化能については、塩素消毒による線虫への影響調査が室内実験にお

いて行われているものの、本市の浄水処理システムを反映した報告は見当たらないことから、

GAC 吸着池から漏出する線虫・ワムシを捕集し、溶存オゾン濃度が検出される条件下でオゾン

処理を実施し、オゾン CT 値と線虫・ワムシの不活化効果について室内実験を実施した。また、

後オゾン接触池におけるオゾン CT 値と GAC 吸着池からの後生生物の漏出数の相関について、

新実験施設を用いて調査を行ったので、これらの結果についてもあわせて報告する。 

 

２．調査方法等 

2.1 本市の浄水処理フロー 

 本市の浄水処理フローを図-1 に示す。本市では、急速砂ろ過池の前後で 2 段のオゾン接触池

を設けており、中オゾン処理ではマンガン酸化処理に加え、一部の有機物を易生物分解性に改

善する役割を担い、後オゾン処理ではかび臭物質の分解と中オゾンで処理できなかった有機物

の易生物分解への分解に加え、線虫・ワムシのような後生生物を不活化する役割を担っている。

なお、後オゾン接触池では、オゾン CT 値が 2.5mg-O3/L・min となるよう、溶存オゾン濃度 0.12

～0.15mg/L 程度、残留するように制御を行っている。 

また、GAC 吸着池内での後生生物の増殖を抑制するために、72 時間周期で浄水による洗浄を

実施しており、GAC 吸着池からの線虫・ワムシの漏出数が 20 匹/L を超過する場合には洗浄周

期を短縮することとしている。 

図-1 大阪市の浄水処理過程 



2.2 試供生物 

2.2.1 線虫 

 柴島浄水場下系 GAC 吸着池から GAC 処理水 3L を採水し、1µm メンブレンフィルターで 1mL ま

で濃縮したものを、GAC 処理水と pH 値が等しい 1mM リン酸緩衝液中に移し替えたものを調査に

用いた。なお、リン酸緩衝液の液温は 21±1℃であった。 

 

2.2.2 ワムシ 

 柴島浄水場下系 GAC 吸着池から GAC 処理水 5L 採水し、0.45µm メンブレンフィルターで 5mL

まで濃縮したものを LE 培地 2）500mL に移し替え 30℃の恒温槽で 100 匹/mL 以上になるまで増

殖させたものを調査に用いた。 

LE 培地の調製については、90℃で 2 時間乾燥させたレタス及びゆで卵の卵黄を別々の 1L ビ

ーカーにそれぞれ 3g 取り、リン酸緩衝液 1L を入れて、約 30 分間煮沸させ減少した水分は精

製水で補充した。溶液は冷却した後、GF/B ろ紙でそれぞれろ過し、ろ液を等量混合したものに、

水酸化ナトリウム水溶液で pH7.0 に調整した。溶液は、耐圧ビンに分取し、121℃で 20 分間オ

ートクレーブ滅菌し、これを LE 培地とした。培地は冷蔵保存し、調製後 2 か月以内を目安に使

用した。なお、用いたリン酸緩衝液(pH 7.2)は、リン酸二水素カリウム 42.5g を精製水 500 mL

に溶解させ、水酸化ナトリウム水溶液を滴下して pH を 7.2 に調整した後に精製水を加えて 1L

としたものを 1mL 分取し、さらに精製水により 1L とした後に 121℃で 20 分間オートクレーブ

を用いて滅菌を行った。 

 

2.3 オゾン処理実験装置による不活化実験 

2.3.1 オゾン処理実験装置 

オゾン処理については、酸素発生器からの酸素ガスをオゾン処理実験装置（ラウンドサイエ

ンス社製 WAT－08）に供給し、オゾンを生成し、バッチ式でオゾン処理を行った。 

 

2.3.2 線虫 

1) オゾン処理条件 

1mM リン酸緩衝液（pH6.8、20℃）5L に濃度 24mg/L のオゾンガスを流量 50mL/min で 30 分間

注入し、溶存オゾン濃度約 1.5mg/L のオゾン溶液を調整した。その後、実施設の後オゾン接触

池におけるオゾン接触時間である 20 分間接触させた場合に、CT 値 1.5mg-O3/L・min 及び 2.5mg-

O3/L・min となるよう段階的に希釈したオゾン溶液を調製した。 

 

2) 調査手順 

線虫溶液（100 匹程度/mL）をスライドガラスに移し、光学顕微鏡で生存・死滅した線虫を計

数した後、1mM リン酸緩衝液を入れた洗びんでビーカーに移した。さらに、1mM リン酸緩衝液で

200mL にメスアップしたものを供試水とし、オゾン溶液を添加しスターラーで 20 分間撹拌接触

させた。 

1%チオ硫酸ナトリウムを用いて溶存オゾンを分解した後に、孔径 1µm のメンブレンフィルタ

ーでろ過し、フィルターの上澄み液約 1mL をスライドガラスに移し、光学顕微鏡で生存・死滅

した線虫を計数した。また、実験操作による誤差も評価するために、CT 値が 0 となる条件で一

連の操作を行うブランクテストも実施した。 

 

2.3.3 ワムシ 

1) オゾン処理条件 

50mL の比色管に培養したワムシ溶液 1mL を入れ、1mM リン酸緩衝液で 50mL としたものに、

濃度 5g/m3のオゾンガスを流量 10mL/min の割合で注入した。あらかじめワムシ溶液に同じ条件



でオゾン処理を行い、オゾン接触時間と溶存オゾンの関係からオゾン CT 値を計算し、CT 値が

1.5mg-O3/L・min と 2.5mg-O3/L・min になる接触時間を求めた。 

 

2) 調査手順 

LE 培地で培養したワムシ溶液 1mL（100 匹/mL 以上）をスライドガラスに移し、マイクロスコ

ープで生存・死滅したワムシを計数した後、1mM リン酸緩衝液で洗浄しながら 50mL 比色管に移

し全量を 50mL とした。 

その後、50mL 比色管に散気管を挿入してオゾン処理を行い、所定の接触時間後に 1%チオ硫酸

ナトリウムを用いて溶存オゾンを分解し、5µm のメンブレンフィルターでろ過し、フィルター

の上澄み液約 1mL をスライドガラスに移し、マイクロスコープで生存・死滅したワムシを計数

した。また、実験操作による誤差も評価するために、CT 値が 0 となる条件で一連の操作を行う

ブランクテストも実施した。 

                           

2.4 新実験施設における後生生物漏出調査 

 柴島浄水場最適先端処理技術実験施設(以下、新実

験施設とする)の A･B 系の各後オゾン処理槽・GAC 吸

着池を使用し、オゾン CT 値と GAC 吸着池からの後生

生物漏出数の関係を調査した。前処理及び測定は、試

料水 1L を孔径 0.45µm のメンブレンフィルターでろ

過し、フィルター上の後生生物を遠心分離にて沈降

させ、0.5mL に濃縮したものを顕微鏡にて検鏡した。

なお、調査は後生生物が活性化する水温 20～25℃時

に実施し、調査期間や採水間隔を図-2 に示す。 

 

３．調査結果 

3.1 オゾン処理実験装置による不活化実験結果 

3.1.1 線虫 

オゾン CT 値と線虫生存率の関係を表-1 に示す。表

中の回収率は、オゾン処理前の生死合計数に対するオ

ゾン処理後の生死合計数の割合を表しており、生存率

はオゾン処理前の生存数の割合を回収率により補正

を行った値となっている。生死判定は、動きのあるも

のを生存、動きがなく一文字に伸びているものを死滅

しているものとした。なお、測定は各条件 3 回測定しており、ブランクテストの結果は回収

率:93.3%、生存率:90.2%となった。オゾン CT 値 1.5mg-O3/L・min では生存数が 92.0%と、1 割

程度しか不活化されなかったが、オゾン CT 値 2.5mg-O3/L・min に処理条件を強化すると生存率

は 6.9%まで低下しており、9 割以上の線虫が不活化されることがわかった。 

 

3.1.2 ワムシ 

オゾン CT 値とワムシ生存率の関係を表-2 に示す。

表中の回収率及び生存率は、前項の線虫と同様の算

出方法で求めた。生死判定は、動きのあるものを生

存、動きがないもの、もしくは体内の臓器が無いもの

を死滅しているものとした。なお、測定は各条件 3 回

測定しており、ブランクテストの結果は回収

率:71.1%、生率:81.6%となった。 

表-1 CT 値と線虫生存率の関係 

回収率 生存率 回収率 生存率

RUN1 101.6 93.9 87.3 5.0

RUN2 95.3 87.7 102.9 6.5

RUN3 93.6 94.3 99.5 9.2

平均 96.8 92.0 96.6 6.9

CT＝1.5 CT＝2.5
線虫

表-2 CT 値とワムシ生存率の関係 

回収率 生存率 回収率 生存率

RUN1 91.9 13.0 80.1 1.9

RUN2 72.3 7.6 76.8 4.0

RUN3 88.4 14.4 91.4 0.0

平均 84.2 11.7 82.8 2.0

CT＝2.5
ワムシ

CT＝1.5

新実験施設A・B系の各後オゾン
処理槽・GAC吸着池を使用

A系
B系

採水間隔
0.05 1.50

1サイクル

0.10 2.50

調査期間
H27.9.11～10.8（12回）
H28.4.25～6.30（24回）

調査条件

溶存オゾン濃度 CT値
(mg/L) (mg/L・min）

系統

GAC

洗浄

通水開始
24時間

通水後

48時間

通水後

72時間

通水後

採水 採水 採水 採水

図-2 実験条件 

 



オゾン CT 値 1.5mg-O3/L・min では生存数が 11.7%となり、線虫よりも 8 割ほど低い生存率で

あった。また、CT 値 2.5mg-O3/L・min まで処理条件を強化すると、生存率は 2.0%まで低下し、

ほとんどのワムシが不活化されることがわかった。また、線虫と比較すると、ワムシのオゾン

耐性は低いことがわかった。 

これらの結果から、CT 値 2.5mg-O3/L・min を確保することで、GAC 吸着池に流入する後生生

物数を抑制できることがわかった。しかし、丁ら 3)は線虫類と細菌との間に捕食と被食関係の

みならず、病原性細菌の増殖を助ける等の関係があり、線虫類等の微小動物が水道水中に漏出

するリスクを指摘していることから、本市の高度浄水処理システムにおける後オゾン接触池‐

GAC 吸着池からの後生生物の漏出状況に関する調査を行うこととした。 

 

3.2 新実験施設における後生生物漏出調査結果 

新実験施設において実施した GAC 処理

水中の線虫・ワムシの漏出数調査(N=36)

の結果を表-3 に示す。オゾン CT 値を 1.5 

mg-O3/L・min として運用した場合、平均

値が 7.1(匹/L)、最高値が 33(匹/L)であ

ったのに対し、オゾン CT値を 2.5mg-O3/L・

min となるように溶存オゾン濃度を高め

ると、平均値が 3.1(匹/L)、最高値が 8(匹

/L)と後生生物が活性化する水温期においても、顕著な生物増加が認められなかった。 

このように、溶存オゾン濃度の制御目標値を下げると後生生物の漏出数が増加することが確

認されたことから、必要以上に後オゾン注入率を低下させると、給配水過程で残留塩素が消失

する等の消毒効果を欠いた条件下が生じた場合には、線虫等が捕食した細菌の再増殖リスクが

高くなることが懸念された。 

 

４．まとめ 

 本調査により、次に示す知見を得ることができた。 

1) オゾン CT 値と後生生物の不活化率の関係を調べたところ、オゾン CT 値が高くなるほど不

活化率は高くなることがわかった。また、オゾン CT 値 2.5mg-O3/L・min における不活化率

は、線虫 93.1%、ワムシ 98.0%となった。 

2) オゾン CT 値 1.5 及び 2.5mg-O3/L・min の条件下で GAC 吸着池からの後生生物の漏出数を調

べたところ、オゾン CT 値を 2.5mg-O3/L・min 確保することで後生生物が活性化する水温期

においても、漏出数を抑制することができた。 

3) 溶存オゾン濃度の制御目標を下げると、GAC 吸着池から後生生物が漏出し、給配水過程に

おいても後生生物が検出される可能性が示唆された。 

4) 本市の高度浄水処理システムにおいては、十分なオゾン CT 値を確保していることに加え、

定期的な GAC 吸着池の洗浄や独自の管理基準に基づく洗浄も併行して実施していることか

ら、現在のところ、浄水中への後生生物漏出リスクは十分低減されていると考えられた。 
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表-3 CT 値と GAC 吸着池からの後生生物漏出数 
(匹/L)

CT値

(mg/L・min)
最高 最低 平均

1.5 33 0 7.1

2.5 8 0 3.1



琵琶湖流入域における Aphanizomenon gracile の検出 

〇中村優（滋賀県企業庁） 

 

はじめに 

 滋賀県企業庁は琵琶湖北湖を水源とする馬渕浄水場と吉川浄水場を有している。琵琶湖

流入河川および琵琶湖において検出事例のない Aphanizomenon gracile を検出した。本発

表は、Aphanizomenon gracile の検出状況およびジェオスミン産生について調査結果を報告

する。 

 

 

Aphanizomenon gracile の検出状況 

 2022 年 4 月 20 日、長命寺川上流において、Aphanizomenon gracile を検出した（図１）。

定期的に採水する地点付近で、滞留部に局所的なアオコ状を発見した。このプランクトンを

持ち帰り、単離培養を行った。培養は、CT培地、23℃、2000 lux、明暗周期 L:D=12:12、1

ヶ月程度静置した。その間、このプランクトンは長命寺川上流の定期採水地点、馬渕浄水場

原水においても少量観察された。その後、このプランクトンが Aphanizomenon gracile と同

定された。 

 

 

 

図１．馬渕浄水場取水口と長命寺川の位置関係 

  

 

馬渕浄水場原水 

（取水口） 

Aphanizomenon gracile 発見場所 



Aphanizomenon gracile の特徴 

 図２に今回単離培養した Aphanizomenon gracile を示す。以下の形態的特徴が確認でき、

Aphanizomenon gracile と同定した。 

 ①トリコームは単独で浮遊し群体をつくらない。 

 ②トリコームはまっすぐ、両端は丸く終わり尖ることがない。 

 ③異質細胞は幅 4.1～4.8 µm、長さ 5～6.5 µm、長球形である。 

 ④アキネートは幅 4.8～8.3 µm、長さ 13.4～17.9 µm、長楕円形ないし長円筒形、異質細

胞から 1～5個隔てたところに 1個または 2個並んで生じている。 

 また、対象株を国立保健医療科学院に調査依頼したところ、遺伝子解析の結果からも

Aphanizomenon gracile であることが確認でき、かび臭原因物質産生関係遺伝子：geoA 遺伝

子も確認できた。 

 

図２．Aphanizomenon gracile 

 

ジェオスミンの産生 

 PT-GC/MS により、培養後の株と培養液（Run1）のジェオスミン濃度を測定した。同時に、

藻体内ジェオスミンを抽出する目的で次亜塩素酸ナトリウムを加えた検体（Run2）も測定し

た。 

 Run1 は 1100 ng/L、Run2 は 1400 ng/L であった。このときの Aphanizomenon gracile は

24 糸状体/mL（1糸状体＝100 µm）。これより、今回採取した Aphanizomenon gracile はジェ

オスミンを産生し、次亜塩素酸ナトリウムを加えると藻体内のジェオスミンが溶出するこ

とが確認できた。浄水場の運用としては、前次亜の注入に留意が必要である。 

 一方で、採水地点のジェオスミンは 1～5 ng/L と低濃度であった。その後、6月下旬から

ジェオスミン濃度が上昇するが、これは Anabaena sp.によるジェオスミンが主体と考えら

れる。今後、Aphanizomenon gracile が大増殖することがあれば、Anabaena 発生時期と差が

あったことから、警戒すべき期間が早まるおそれがある。 
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阪神水道企業団における冬期カビ臭への対応 

 

 〇井上 航 (阪神水道企業団)  小林 正継（阪神水道企業団） 

道下 健二（阪神水道企業団） 

１ はじめに 

阪神水道企業団（以下「企業団」という。）では、異臭味や各種化学物質の除去並びに消

毒副生成物の抑制を目的に、オゾン・粒状活性炭処理による高度浄水処理を導入している。

これまで、異臭味の中でもカビ臭の原因となる 2-メチルイソボルネオール（以下「2-MIB」

という。）及びジェオスミンの原水中の濃度上昇は、主に春期から秋期に限られており、高

度浄水処理導入以降は、カビ臭の発生に対して問題なく対応してきた。しかし、令和 3 年度

冬期には、原水の 2-MIB が低水温期としては過去に例のない濃度で検出された。本稿では、

企業団における本事象への対応経過及び対応後の課題並びに見直し内容について報告する。 

２ 企業団施設の概要 

企業団の施設は、2 系統（淀川取水場－尼崎浄水場系統、大道取水場-猪名川浄水場系統）

からなる。淀川右岸最下流域に位置する淀川取水場と大道取水場で取水した原水は、約 10

㎞離れた尼崎浄水場と猪名川浄水場（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ系統）に導水され、両浄水場で浄水処理さ

れた後、受水事業者（神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市）に送配水される。 

図-1 に企業団の浄水処理フ

ローを示す。企業団では、凝集

沈澱と急速ろ過の間にオゾン

処理、粒状活性炭処理、再凝集

処理を組み込んだ高度浄水処

理を採用しており、平成 13 年

度から全量が高度浄水処理水と

なっている。主な薬品注入として、原水の藻類の繁殖を抑制する前塩素注入、凝集剤として

硫酸アルミニウムを使用した凝集沈澱処理、ブレークポイント塩素処理のための中間塩素

注入、ろ過直前の再凝集を目的とした硫酸アルミニウムの注入、送配水過程での残留塩素確

保のための後塩素注入などを行っている。オゾン注入制御は、活性炭流入部での溶存オゾン

制御である。 

３ カビ臭の発生状況 

図-2 に猪名川ⅠⅡ系原水中の 2-MIB 濃度の推移を示す。本稿では、藻体内外の 2-MIB を

区別するため、ガラス繊維ろ紙でろ過したろ液内の 2-MIB を溶存態、ろ過によって除去さ

れた藻体内の 2-MIB を不溶存態と表記する。 

原水中の 2-MIB 濃度は、１月初旬～中旬は 10ng/L 以上であったが、1 月中旬頃から、2-

MIB を生成することが指摘 1）されている Phormidium tenue の減少とともに緩やかに低下傾

図-1 阪神水道企業団の浄水処理フロー 



向となった。２月中旬には

Phormidium tenueが検出されな

くなり、例年並みの 3ng/L ま

で低下した。このことから、令

和 3 年度冬期カビ臭の発生は

Phormidium tenueが原因生物で

あると推測された。また、１月

初旬は 2-MIB のうち溶存態の

占める割合は 60％程度であっ

たが、原因生物の減少ととも

に溶存態の占める割合が大き

くなった。 

４ 対応経過 

４.１ モニタリング体制 

本事象への対応期間中

のモニタリング体制を表-

1 に示す。かび臭物質のモ

ニタリングは原水、浄水に

ついては 1 日に 1 回以上、工程水については処理効果の確認のため、条件変更時などに適

宜、測定した。生物試験は Phormidium tenue に加え、前塩素注入停止の影響で処理性の低下

が懸念された Synedra acus（ろ過障害生物）についても測定を実施した。また、オゾン処理

の強化による影響を想定し、浄水の臭素酸の測定を実施した。臭気試験では通常の原水、浄

水に加え、塩素臭の影響を受けない活性炭水の臭気試験を追加で実施した。 

４.２ 浄水処理 

(1) 凝集沈澱処理 

猪名川Ⅰ系の凝集沈澱処理によ

る不溶存態2-MIBの除去の結果を

図-3 に示す。凝集沈澱処理では、

カビ臭原因生物の除去を目的に前

硫酸アルミニウム注入率を上げ凝

集沈澱の強化を図った。また、藻体

内からの2-MIBの流出を防止する

ため前塩素注入を停止した。これ

により猪名川Ⅰ系においては、不

溶存態 2-MIB はほぼ全量が凝集沈澱処理によって除去された。しかし、1 月中旬頃から原

水中の溶存態 2-MIB の占める割合が増加したことに伴い除去率が低下し、凝集沈澱処理に

表-1 対応期間中のモニタリング体制 

図-3 凝集沈澱による不溶存態 2-MIB 除去（猪名川Ⅰ系） 

図-2 原水 2-MIB 濃度の推移（猪名川ⅠⅡ系） 

2-MIB ジェオスミン
Phormidium

tenue

Synedra

acus

-

適宜 - -

1回/日

カビ臭物質

1回/日（平日）

1回/日以上

臭素酸

原水

工程水

浄水

臭気試験

活性炭水を追加

1回/日

状況に応じて頻度増

沈澱水を対象に1回/日（平日）

生物

1回/日（平日）

-



よる 2-MIB 低減効果は発揮されなくなった。一方で、前塩素注入停止の影響もあり Synedra 

acus（ろ過障害生物）の処理性が低下し、ろ過抵抗の上昇が早まったため、凝集沈澱処理の

強化は継続して行った。 

(2) オゾン・活性炭処理  

猪名川Ⅰ系のオゾン及び前塩

素注入率、浄水 2-MIB 及び浄水

臭素酸濃度の推移を図-4 に示

す。対応の初期段階ではオゾン

処理を強化するため、溶存オゾ

ン濃度設定値を段階的に上昇さ

せた。しかし、溶存オゾン濃度の

管理による制御では、早急にオ

ゾン注入率を上昇させることが

困難であったため、オゾン注入

率制御に切り替え、直接オゾン

注入率を上昇させることでオゾン処理の強化を図った。本操作においてオゾン注入率

1.0mg/L 以上（最大 1.25mg/L）を維持することで、全系統で浄水 2-MIB 濃度を 2ng/L 以

下にまで低減することができた。 

また、今回確認できた活性炭処理での 2-MIB 除去率は 70％程度（オゾン処理水 3ng/L、

活性炭水 1ng/L）であったが、冬期における経年炭での除去性は低下する傾向にある 2)ため、

今後は除去性の向上について検討が必要である。 

４.３ 対応による影響 

(1) 前塩素停止時のアンモニア態窒素の影響 

前塩素停止時に原水アンモニア態窒素が上昇した際には、低水温期の活性炭処理におけ

る生物処理性の低下のため、アンモニア態窒素がほとんど処理されず活性炭水のアンモニ

ア態窒素が原水と同程度まで上昇した。これにより中塩素注入率が上昇し制御に支障をき

たした。この頃には原水の不溶存態 2-MIB が低下していたため、一時的に前塩素注入を再

開する対応を行った。 

(2) 臭素酸の上昇 

カビ臭対応期間中においては、オゾン注入率増加の影響により、臭素酸が企業団の水安全

計画 3)管理対応レベル 3（3.1μg/L 以上）に相当する濃度で検出された。また、前塩素注入

を再開した期間においては臭化物イオンの次亜臭素酸化 4）によるものと考えられる臭素酸

濃度の低減を確認した。 

５ 課題と対応 

(1) 臭気試験の追加 

企業団の浄水場では、毎日検査において原水、浄水を対象に臭気試験を実施しているが、

図-4 オゾン及び前塩素注入率、浄水 2-MIB 及び 

浄水臭素酸濃度の推移 

（猪名川Ⅰ系） 



令和 3 年度冬期においては、カビ臭に加えウログレナなどによる生ぐさ臭が同時発生して

いたこともあり、微量なカビ臭の濃度変化を検知することができなかった。このため、今回

の対応で実施した活性炭水の臭気試験を毎日検査に位置付けるとともに、標準試料などを

用いたカビ臭の臭気試験研修を定期的に行うことで、カビ臭異常の早期発見に努めること

とした。 

(2) オゾン注入制御の見直し 

低水温期における溶存オゾン制御においては、平～高水温期に比べ、オゾンの自己分解が

抑制されることなどにより、カビ臭物質の除去に寄与するヒドロキシルラジカルの生成が

低下し 5）、オゾン注入率が低下する。このため、突発的なカビ臭の発生にも対応できるよう

低水温期には、溶存オゾン濃度制御からオゾン注入率制御に切り替え、オゾン注入率が一定

値以上となるようオゾン注入制御方法の見直しを行った。 

(3) 水安全計画管理対応マニュアルの見直し 

今回の事象に対しては、水安全計画のカビ臭の管理対応マニュアルに従い対応したが、企

業団の同マニュアルは、低水温期のカビ臭発生を十分に考慮できていなかった。そのため、

運転管理データや水質データを精査するとともに、受水事業者の意見も取り入れ、マニュア

ルの見直しを図った。 

見直し内容としては、新たに低水温期のカビ臭を対象とした管理対応マニュアルを整備

し、管理目標値の設定値を強化するとともに、管理措置にオゾン処理の強化、状況に応じた

凝集沈澱処理の強化及び前塩素の注入停止、粉末活性炭の投入、モニタリング体制確立など、

より具体的な対応を追加した。また、琵琶湖や淀川上流のカビ臭及びカビ臭原因生物の発生

情報を活用することで、対応の早期化を図ることや早い段階での受水事業者への情報共有

を位置付ける改訂を行った。 

6 おわりに 

今回の事象から、低水温となる冬期のカビ臭発生の際には、カビ臭の除去性の低下を防ぐ

ために、凝集沈澱及びオゾン処理の強化をはじめとする適切な対応が必要なことが明らか

になった。今後も、冬期のカビ臭発生が続く場合に備え、今回の対応で得られた経験をもと

に、企業団全体でカビ臭発生の早期把握・対応を引き続き行っていく。 
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窒素キャリアガスを用いた GC/MSによる揮発性有機化合物測定方法の検討 
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１． はじめに 

 大阪市水道局では、水道水が水質基準に適合していることを確認するとともに、その品質と安

全性を確保するため、「大阪市水道・水質管理計画」を毎年策定し公表している。この計画は、水

道法で策定が義務付けられている水質検査計画だけでなく、水源水質の監視計画、浄水処理工程

の水質管理に係る計画、新たな水質課題に対する調査研究の計画という 4 つの個別計画から構成

されており、安全で良質な水道水をお届けするために必要な全ての水質測定を一元的に網羅して

いる。しかしながら、昨今、水質分析に必要なヘリウムガスが世界的な供給不足に陥っており、国

内においてもヘリウムガスの入手が困難となったことから、業務の継続に支障が生じている。ま

た令和 4年 5月 13日には、厚生労働省から水道事業体に向けた事務連絡 1)があり、ヘリウムガス

供給不足への対応が急務となっている。 

 そこで、本市では、これまで水質基準項目を含む揮発性有機化合物(以下 VOC)の測定を、ヘリウ

ムをキャリアガスとしたガスクロマトグラフ質量分析計(以下 GC/MS)により行ってきたが、ヘリウ

ムガスの使用量を削減するため、GC/MSのキャリアガスをヘリウムから窒素に変更し、分析条件等

について検討を行った。今回の発表では、キャリアガスを窒素に変更した場合におけるピーク形

状や面積値、SN 比等に係る影響の他、ヘリウムガスを用いた水質検査を継続しつつ、ヘリウムガ

スから窒素ガスに切り替える場合のノウハウや留意点等についても併せて報告する。 

 

２．検討方法 

2.1 装置及び試料の調製方法 

 トラップ機能を備えたヘッドスペース装置 MS-62070 STRAPと GC/MSの JMS-Q1500GC（ともに日

本電子株式会社製）から構成されたヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計(以下 HS-

GC/MS)を用いた。GC部の分離カラムについては、InertCap AQUATIC （長さ 60m×内径 0.32mm、

膜厚 1.5µm）を使用した。 

試料は、塩化ナトリウム 3gを入れたヘッドスペースバイアルにブランク水を 10mL採り、VOC成

分（25種）が 0.1～50µg/L、内部標準物質が 20µg/Lとなるようマイクロシリンジを用いて標準液

を注入し、直ちにクリンプキャップで密栓することにより調製した。密栓したヘッドスペースバ

イアルを振とうして塩化ナトリウムを溶解させた後、HS-GC/MSに導入し、測定を行った。 

2.2 ガスラインの改良 

ヘリウムガスの供給不足は過去にも発生しており、以前の経験をふまえ、令和 3 年 3 月の装置

更新時に HS-GC/MSのキャリアガスのラインをヘリウムだけでなく窒素も使用できるように改良し

た。具体的には、ガスラインの HS 部に手動の切替バルブ、GC 部に自動の切替バルブを取り付け

て、GC部のバルブ切替についてはプログラムで自動制御できるようにした。 

2.3 分析条件の最適化 

キャリアガスを窒素に変更すると、ヘリウムと比べてイオン化エネルギーが低くノイズが増え



やすい、最適な分離を得ることができる線速度が遅くかつ領域が狭い、真空度が下がる等の傾向

があることが知られており、感度の低下が課題となることを前提に分析条件の検討を行った。 

装置のイオン化電圧、イオン化電流、カラム圧力、検出器の相対 EM(Electron Multiplier)電

圧の各設定値を変更して測定を行うことにより最適な分析条件を検討した。JMS-Q1500GCについ

ては、キャリアガスの線速度一定制御が設定できないため、圧力一定制御を適用した。MS の検出

器電圧については、VOC成分のグループごとに最適値を設定することが可能であるが、保持時間の

変化によりピークが異なるグループに含ま

れた場合、ピーク検出の途中で電圧が変化

する結果となることから、今回の検討では、

全ての VOC 成分について同一の設定値を適

用した。カラムオーブンの昇温条件につい

ては、表-1に示した。 

2.4 キャリアガスの切替 

ヘリウムガスの供給が急激にひっ迫した令和 4 年 2 月以降、窒素をキャリアガスとして用いた

VOC測定条件の検討に着手した。装置を完全に停止してキャリアガスを止めてしまうと、周辺の空

気が装置に流入して空気中に含まれる有機化合物がカラムやトラップ管等の分析ラインに付着し、

起動時に装置が分析できる状態になるまでに多くの時間を要することになる。このため、定期の

水質検査でヘリウムガスを流して測定を行った後、ガスクロマトグラフ質量分析計 JMS-Q1500GC

に取付けた 2つの切替バルブ(HS部は手動、GC部は自動)を用いてキャリアガスを直ちにヘリウム

から窒素に切り替えてヘリウムガスの使用量を削減しつつ、窒素ガスキャリアによる VOC 測定条

件の検討を行った。 

 

３．結果及び考察 

 今回の検討対象物質の中で最も感度が低い 1,4-ジオキサンについて、ピーク形状や面積値、SN

比等を確認し、比較を行った結果を以下に示す。 

3.1 イオン化電圧の影響 

 イオン化電圧については、ヘリウムキャリアの場合

は 70V で測定を行っているが、窒素はヘリウムに比べ

てイオン化しやすく、大量のイオンが生成すると目的

物質のイオン化が阻害され感度が低下すると考えられ

た。このため、装置の製造会社が推奨するイオン化電

圧 20V 2)で測定を行った。 

 図-1は、上記条件で測定した 1,4-ジオキサン 2µg/Lの

クロマトグラムを示したもので、イオン化電流は 20µA、

カラム流量は 2mL/minとし、検出器の相対 EM電圧は 200V

とした。この結果から、ノイズが大きく SN比は十分では

ないものの、ピークとして検出することは可能であるこ

とがわかった。なお、保持時間を確認するために SCAN 測定を事前に行ったが、20V で測定した

データでは定性解析のライブラリ検索で一致する化合物がほとんどなく、ピークの同定ができ

なかった。この原因として、70Vと 20Vでは化合物を壊すエネルギーが異なるため、生成される

フラグメントイオンに違いが生じ、70Vで測定したライブラリのスペクトルデータと一致しなか

ったためであると考えられたことから、イオン化電圧を 70V、イオン化電流を 10µA に設定して

SCAN測定を行ったところ、ピークを同定することができた。 

  

表-1 カラムオーブンの昇温条件 

速度

℃/min

温度

℃

ホールド時間

min

ランタイム

min

（初期） 40 3 3

ランプ１ 5 100 0 15
ランプ２ 10 200 5 20

図-1 1,4-ジオキサン 2µg/L の
測定結果（イオン化電圧 20V、イ
オン化電流 20µA、カラム流量
2mL/min、検出器の相対 EM 電圧
200V） 



3.2 イオン化電流、カラム圧力、検出器電圧の影響 

イオン化電圧を 20Vで固定し、イオン化電流（20µA、15µA、10µA）、カラム圧力（50kPa、30kPa、

20kPa、10kPa）、検出器の相対 EM電圧（200V、100V）の設定値をそれぞれ変化させて測定を行い、

結果を比較した。なお、カラム圧力制御の各設定値を 40～200℃での昇温条件で流量に換算する

と、50kPaでは 1.5～0.7、30kPaでは 1.1～0.5、20kPaでは 0.9～0.5、10kPaでは 0.8～0.4mL/min

となる。 

(1) イオン化電流の影響 

 図-2 は、カラム圧力を 20kPa に制

御し、検出器の相対 EM 電圧を 100V

として測定した場合の 1,4-ジオキサ

ン 2µg/L のクロマトグラムを示した

もので、イオン化電流の設定値を

20µA から 15µA に下げることでノイ

ズが少なくなり SN比が向上したが、

さらに 10µAまで下げると、ピーク形

状、SN 比ともに若干悪くなる傾向が

認められた。ヘリウムキャリアでは

20µA で測定を行っているが、窒素ガスの場合は、ある程度、フィラメントのイオン化電流を下げ

て測定を行った方がノイズが少なくなり良好な結果が得られることが分かった。 

(2) カラム圧力の影響 

図-3は、イオン化

電流を 15µA、検出器

の相対 EM 電圧を

100V として測定し

た場合の 1,4-ジオ

キサン2µg/Lのクロ

マトグラムを示し

たもので、カラム圧

力の設定を 50kPa、

30kPa、20kPa と下

げていくと、ピーク形状、SN比ともに向上したが、10kPaまで下げると SN比が下がり、感度の低

下が認められた。窒素キャリアを用いると MSの真空度が下がり感度が低下する傾向が認められる

ことから、ガス流量を下げて真空度を保つ必要があると考えられ、カラム圧力を 20kPa に制御す

ると流量は 0.5～0.9mL/minになることから、窒素キャリアを使用する場合は、ガス流量をヘリウ

ム使用時(2mL/分)の半分程度に落とした方が感度が良くなることがわかった。 

(3) 検出器電圧の影響 

(1)(2)の検討結果をふまえて、イオン化電流を 15µA、カラム圧力を 20kPaに設定し、検出器の

相対 EM 電圧を 200V と 100V に設定して測定、結果を比較したところ、100V の方が SN 比が良く

ピーク形状も良好であった。また、100V にするとピーク強度が概ね半分となるため、200Vではピ

ークが飽和していたクロロホルムの高濃度側の検量点についても定量に用いることが可能となっ

た。 

3.3 キャリアガス変更の確認 

 分析ラインが変更後のキャリアガスで完全に置換されたことを確認する方法について検討した。

ヘリウムガスから窒素ガスへ切り替えた場合は、マニュアルチューニングで m/z 4(ヘリウム)をモ

20kPa 10kPa 

図-2 1,4-ジオキサン 2µg/Lの測定結果（カラム圧
力制御 20kPa、検出器相対 EM電圧 100V） 

20µA 15µA 

図-3 1,4-ジオキサン 2µg/Lの測定結果（イオン化電
流 15µA、検出器相対 EM電圧 100V） 

30kPa 



ニタリングし、m/z 4のピーク強度が十分下がっていることをもって窒素ガスへの置換が完了した

ものと判断した。今回、m/z 4のモニタリングにより、切替後 1日程度で窒素ガスへの置換が完了

したことを確認できたが、念のため、窒素キャリアを用いた分析条件の検討は、さらに 1 日程度

窒素ガスを流した後で実施することとした。 

一方、窒素ガスからヘリウムガスへ戻した場合は、m/z 28(窒素)と m/z 18(水)のピーク強度比

が、窒素ガスへ切り替える前の値と同等になっていることをもってヘリウムガスへの置換が完了

したものと判断することにしたが、ヘリウム使用時のピーク強度比に戻るまでに 2 日程度を要し

た。また、ピーク強度比が適正値になった後、内部標準物質のピーク面積値がヘリウム使用時のレ

ベルまで回復、安定するまでに 10本程度のブランクを測定する必要があった。これは、装置のヘ

ッドスペース部やトラップ部等に窒素ガスが残っており、ヘリウムガスに置換されていなかった

ためと考えられた。 

 

４．今後の検討課題 

その他 VOC 成分についてもヘリウムガス使用時と同等の感度が得られており、窒素をキャリア

ガスとした VOC 成分の一斉分析について妥当性確認を行い、水質検査への適用可能性について検

討を進める予定である。また、分析待機時にキャリアガスを窒素に切り替えてヘリウムガスの使

用量を削減しつつ、ヘリウムを用いた水質検査がスムーズに実施できる方法についても引き続き

検討していく。 

キャリアガスを窒素にすると真空度が下がってしまうことから、真空度を保ちつつ感度の低下

を抑えるためには、現在使用しているカラム(内径 0.32mm)よりも内径が小さなカラムを用いるこ

とが有効である。しかしながら、ヘリウムキャリアを用いた水質検査を継続しながら窒素キャリ

ア用の分析カラムに取り換えて検討を行おうとすると、ピーク保持時間の再設定等、作業負担が

大きくなってしまう。分析カラムの選択については、このような実運用時の課題もふまえつつ検

討していきたいと考えている。 

 

５．まとめ 

窒素キャリアガスを用いた HS-GC/MSによる VOC測定方法について検討したところ、以下の結

果が得られた。 

1) 窒素はヘリウムに比べてイオン化しやすいため、VOCの測定で窒素キャリアを用いる場合は、

ヘリウムキャリアの時よりもイオン化電圧やイオン化電流を下げてイオン化を抑制した方

がノイズが少なくなり良好な分析結果が得られた。 

2) 窒素キャリアのカラム流量をヘリウムキャリアの場合の半分程度とすることで、MS の真空

を保つことができ、感度が向上した。 

3) 分析条件を最適化した結果、測定対象 VOC 中で最も感度の低い 1,4-ジオキサンについて

2µg/Lの濃度が十分検出可能であることがわかった。 

4) キャリアガスを窒素からヘリウムに戻して測定を行う場合は、少なくとも 2日前にはガスの

切り替えを行い、試料を測定する前にブランクを 10 本程度測定して、内部標準物質のピー

ク面積値が安定したことを確認する必要がある。 
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ヘリウムガスに依存しないかび臭原因物質分析法の検討  
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１．はじめに 

主に藍藻類により生成されるかび臭原因物質（ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオー

ル(以下、2-MIB)）は、においの観点から水質基準項目に設定されており、ガスクロマトグラ

フ-質量分析計（以下：GC/MS）を用いて検査している。 

水道水が水道水質基準に適合しているかを判断するには、水質基準に関する省令の規定に

基づき厚生労働大臣が定める方法（以下：告示法）に従って検査する必要があるが、昨今の

世界的なヘリウムガスの需要逼迫により、水質検査用のヘリウムガスを確保することが難し

くなってきている。厚生労働省医薬・生活衛生局水道課は、分析用ヘリウムガスの供給不足

への対応について、令和４年５月１３日付事務連絡 1）を発出し、ヘリウムガスの確保や使用

量の削減方法について示した。 

そこで、各検査機関は、ヘリウムガス使用量の低減化や代替キャリアガスによる検討を進

めていることに加え、ハロ酢酸やフェノール類等の、ように、告示法が GC/MS 以外の分析方

法である高速液体クロマトグラフ質量分析法（以下：LC/MS）等が提案されてる項目について

は、検査方法を切り替えて対応している。しかしながらかび臭原因物質の検査方法について

は、ヘリウムガスを用いた GC/MS 法以外に新たな分析方法を確立できていない。 

そこで、今回、窒素キャリアを用いたヘッドスペース-GC/MS(以下：HS-GC/MS)による測定

方法及び LC/MS 法による測定方法の検討を行ったので、その結果について報告する。 

 

２．調査方法 

2.1 分析装置 

 分析装置の HS-GC/MS の GC 部（Agilent 7890A）はアジレント・テクノロジー（株）製を用

い、HS 部（EQ-12031HSA）及び MS 部（JMS-Q1050GC）は日本電子（株）製を用いた。また、

HS-GC/MS のトラップ菅（AQUATRAP1）及びキャピラリーカラム（InertCap1、30m×0.25mm 膜

厚 0.4µm)は、ともにジーエルサイエンス（株)製を用いた。 

LC/MS の LC 部（NexeraX2）、MS 部（LCMS8060）は（株）島津製作所製を用い、分離カラム

（ACQUITY UPLC BEH C18、粒径 1.7µm、2.1mm×50mm）は Waters（株）製を用いた。 

 

2.2 試薬 

HS-GC/MS 法については、関東化学（株）製のかび臭物質 2 種混合標準液をメタノール（水

質試験用）で希釈したものを標準原液とし、内部標準物質の 2,4,6-トリクロロアニソール d3

は富士フィルム和光純薬（株）製を使用し、試料の塩析には、使用前に 300℃で 2 時間加熱、

放冷した関東化学（株）製の塩化ナトリウム（特級）を使用した。一方、LC/MS 法では、富

士フィルム和光純薬（株）製の 2-MIB、ジェオスミン標準品を関東化学（株）製のアセトニ

トリル（LC/MS 用）で溶解したものを標準原液として使用した。移動相は、富士フィルム和

光純薬（株）製のメタノール（LC/MS 用）とアセトニトリルを使用した。精製水は、Merck 製

の超純水製造装置(Milli-Q Integral 10)で精製したものを使用した。 

 

2.3 分析方法の検討内容 

 HS-GC/MS のキャリアガスをヘリウムガスから窒素ガスに変更した場合、キャピラリーカラ

ムの分離能の悪化に加えて、電子イオン化法（以下：EI 法）によるイオン化効率の低下によ

って、測定対象物質の検出感度が低下するとされている 2）ことから、その最適化条件につい

て検討を行った。 

一方、LC/MS法のイオン化条件については、エレクトロスプレーイオン化法（以下：ESI法）、

大気圧化学イオン化法（以下：APCI 法）のポジティブモード、ネガティブモードについて確



 

 

認し、さらに、各パラメータの最適化と分離条件（分離カラム、移動相組成、流速）の検討

を行った。しかしながら、直接注入法では、十分な感度が得られなかったため、固相抽出に

よる濃縮操作によって、定量下限値を低下させることができるか検討を行った。 

 

３．結果 

3.1 HS-GC/MS 法の検討 

 これまでかび臭物質の測定に用いていた分析条件をもとに、キャリアガスを窒素ガスに変

更し、検討を行った。 

GC 部の条件については、窒素ガスの分離能の最適線速度は、ヘリウムガスに比べて遅い 1)

ため、できる限り線速度を遅くして良好な分離能が確保できるように調整した。また MS 部

については、窒素ガスを使用することで、ヘリウムガスに比べて、対象物質の検出感度が低

下することが分かった。そこで、窒素ガスの場合のマススペクトルを確認すると、窒素ガス

由来だと考えられる m/z 14、42 が強く検出されていることが分かったことから、m/z 14、
42 が生成しないようにイオン化電圧を下げたところ、図-1 に示す（1）から（2）のように検出

感度が向上することを確認した。 

また、表-1 に示す HS-GC/MS 法の最適化した分析条件による精製水にかび臭物質を添加し

た試料について、検量線を作成した結果を図-2 に示した。2-MIB、ジェオスミンともに定量

下限値を 5ng/L に設定することができ、検量線の決定係数は 0.99 以上確保することができ

た。 

 

 

図-1(1) イオン化電圧 70V 時のマスクロマトグラム 

（左図：2-MIB、右図：ジェオスミン（ともに 500ng/L）） 

 

図-1(2) イオン化電圧 20V 時のマスクロマトグラム 

（左図：2-MIB、右図：ジェオスミン（ともに 500ng/L）） 

 

 

3.2 LC/MS 法の検討 

MS 部のイオン化の条件について、インフュージョン測定した結果、APCI 法によるイオン化

を確認し、m/z 151、165 のマススペクトルが検出され、分子量から考察すると、それぞれ、

2-MIB及びジェオスミンの分子から OH基が脱離した構造であると推測された。また、m/z 151、
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165をプリカーサイオンとして、さらにイオン

化した結果、プロダクトイオンとして両物質

ともに m/z 95、109 が検出された。これらは

GC/MS による EI 法によるイオン化でも検出さ

れるスペクトルである。 

次に、移動相の条件を検討した結果、移動相に水

とメタノールを用いた場合はジェオスミンの感度が

著しく低下する一方で、移動相に水とアセトニトリル

を用いた場合は 2-MIB の感度が低下することを確認

した。また、流速は遅く設定した方がイオン化効率は

良好であった。 

以上の結果より、表-2 に示す LC/MS 法の分析条件

を用いて、直接注入によるかび臭物質を測定し、得ら

れたマスクロマトグラフの結果を図-3 に示した。直

接注入法で得られる定量下限値では、水質基準で求め

られている原水や浄水等に含まれる濃度を評価する

ためには十分ではないことから、試料の濃縮が必要で

あると判断した。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 固相抽出法の検討 

かび臭物質の固相抽出法は告示法で規定されているジクロロロメタンではなく、移動相に

使用できる有機溶媒のアセトニトリルまたはメタノールで検討を行った。その結果、溶出溶

媒をアセトニトリルにした場合は、かび臭物質を回収できなかった一方で、メタノールを用

図-2 検量線 

（上図：2-MIB 下図:ジェオスミン） 
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表-2 LC/MS 法の分析条件 

図-3 マスクロマトグラム 

（左図：2-MIB 右図:ジェオスミン（ともに 1000ng/L）） 

HS サンプルブロック温度 80℃

サンプルモード トラップ

加熱撹拌時間 25min

加圧ガス 窒素

GC カラムオーブン温度 40℃

注入モード カラム直結

キャリアガス 窒素

MS イオン源温度 230℃

イオン化電圧 22V

イオン化電流 25μA

測定モード SIM

2-MIB

m/z  95,107

ジェオスミン

m/z  112,149

モニターイオン

水：アセトニトリル

40:60

流量 0.2mL/min

オーブン温度 40℃

注入量 50μL

イオン化法 APCI(+)

インターフェイス電圧 4.5kv

インターフェイス温度 350℃

ネブライズガス流量 3.0L/min

ドライングガス流量 5.0L/min

DL温度 200℃

ヒートブロック温度 200℃

151.10＞95.10

151.10＞109.10

165.05＞109.10

165.05＞95.00

移動相

2-MIB

ジェオスミン

MRM条件

表-1 HS-GC/MS 法の分析条件 



 

 

いた場合、回収率は良好となった。しかしながら、最終

の試料の溶媒がメタノール 100％だとクロマトグラムの

ピーク形状が著しく悪化したことから、試料における水

相と有機相の比率を調整することでピーク形状の改善を

試みたところ、水：メタノールを 50:50 に調整すると、

ピーク形状が改善することを確認した。 

これらの結果から、固相抽出法の条件を表-3 のように

設定し、精製水またはアスコルビン酸ナトリウムで脱塩

した水道水にかび臭物質を添加した試料を測定したとこ

ろ、2-MIB とジェオスミンの定量下限値はそれぞれ 1ng/L

と 4ng/L に設定することができた。また図-4 に検量線を

示しており、決定係数 0.99 以上であったことから、2-MIB

は 1ng/L～20ng/L、ジェオスミンは 4ng/L～20ng/L の濃度

範囲で良好な直線性を得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

キャリアガスをヘリウムガスに依存しないかび臭物質の測定方法として、窒素ガスを用い

た HS-GC/MS 法と LC/MS 法による２つの分析方法の検討を試みたところ、次の知見が得られ

た。 

1) HS-GC/MS 法では、イオン化エネルギーを下げることで検出感度が向上させることがで

き、2-MIB、ジェオスミンともに 5ng/L～40ng/L の範囲で検量線を作成することができ

た。 

2) LC/MS 法では APCI 法によってかび臭物質をイオン化できることを確認した。また 2-MIB

は 1ng/L～20ng/L、ジェオスミンは 4ng/L～20ng/L の範囲で検量線を作成することがで

きた。 

3) ジクロロメタンを使用しない新たなかび臭物質の固相抽出方法を確立することができ

た。 

 

５．今後の取り組み 

 本市では、今後も水質基準値の 1/10 である 1ng/L を定量下限値にできるような分析方法

の検討を継続して行い、ヘリウムガス供給不足への対応を進めていく一方で、今回得られた

分析方法については、当面はかび臭発生時の監視や水源調査等での活用を検討している。 
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ガスの供給不足への対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000939516.pdf 

2）平松：代替ガスを用いた分析技術の紹介-ガスクロマトグラフ質量分析計-、低温工学、
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表-3 固相抽出法の条件 

図-4 検量線（左図：2-MIB 右図:ジェオスミン） 

PLS-3

Inert sep

slim J 230mg

コンディショニング　メタノール 5 mL

コンディショニング　精製水 5 mL

試料溶媒 精製水または水道水

通水量 400 mL

洗浄量 10 mL

  溶出溶媒   メタノール

  溶出量 2 mL

  溶出の方向 バックフラッシュ

  精製水添加量 2 mL

  最終液量 4 mL

  濃縮倍率 100

  固相カラム



LC/MS を用いたフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）のタンデム質量分析法の検討 

和歌山市企業局 ○秋津 仁志  塚田 貴文 

浜田 実   得津 雅夫 

 

１ はじめに 

液体クロマトグラフ―質量分析法（以下、LC/MS 法）は、検水の有機溶媒抽出操作を必要とせ

ず、タンデム質量分析法（以下、MS/MS 法）は微量の化合物を定量可能である等の利点がある。

そのような利点等があるため、水質基準に関する省令に基づき厚生労働大臣が定める方法（以下、

告示法）において、平成２４年度にクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の LC/MS法が

追加された。それ以降、フェノール類、ホルムアルデヒド、臭素酸及び塩素酸の LC/MS 法が追加

された。管理目標設定項目についても、亜塩素酸及び農薬類の水質試験法として LC/MS 法が通知

されている。 

本報文では、LC/MS を用いたフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）（以下、DEHP）の MS/MS 法につ

いて検討し、検量線の直線性の確認、定量下限の推定及び浄水を用いた水道水質妥当性評価ガイ

ドライン（以下、ガイドライン）に基づく評価を行い良好な結果を得たので報告する。 

 

２ 分析条件の検討 

（１）プロダクトイオンの選択 

 プリカーサーイオンとして DEHPプロトン付加体を選択し、プロダクトイオンの探索及びコリ

ジョンエネルギー（以下、CE）の最適化を行った結果を表１に示す。面積値の大きい m/z 149

を定量イオンとした。 

 

 

 

 

 

（２）プロダクトイオンの推定構造 

プリカーサーイオンの構造から、点線での開裂が推定される。その場合、C8H5O3であり、質量

数が 149 となる。これは、観測される m/z 149 と一致している。そのため、図１で示す構造であ

ると推定した。 

 

 

 

表１ プロダクトイオン及びコリジョンエネルギー 

図１ プロダクトイオンの推定構造 



（３） LC 分析条件の検討 

１）グラジエント条件の検討 

 プロトン付加体をプリカーサーイオンとして選定した

ため、移動相には 0.2 %ギ酸水及びメタノールを使用した。

また、DEHF は脂溶性が高いため、メタノール 60％から開

始するグラジエント条件とした。 

 試料非注入時におけるクロマトグラムを図２に示す。 

 定量イオンのみでなく、確認イオン（m/z 167、121）も

観測されることから、分析機器から DEHP の溶出の可能性

が示唆された。 

 

 

２）イソクラティック条件の検討 

 グラジエント条件において、DEHP の溶出の制御及び分

離は困難であったため、イソクラティック条件を検討し

た。試料非注入時におけるクロマトグラムを図３に示す。 

 ベースラインは高いが、試料非注入時においてピーク

は検出されなくなった。なお、当該条件において DEHP 標

準試料を注入すると、リテンションタイム約 5 分に検出

される。 

 

 

 

（４）検量線の確認 

 8、16、40及び 80 µg/L になるよう調整した水溶液を数回測定したがばらついた。（図４） 

 DEHP 標準液がヘキサン溶液であること。また、DEHP は水溶性が低く脂溶性が高いため、バイ

アル等への吸着や水溶液中で不均一であることが原因である可能性があるため、メタノールを添

加した。（1：1）（図５） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 試料非注入時のクロマトグラム 

（グラジエント条件） 

図３ 試料非注入時のクロマトグラム 

（イソクラティック条件） 
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図４ DEHP水溶液の検量線 図５ メタノール添加 DEHP水溶液の検量線 



表５ 浄水を用いた妥当性評価 

（５）分析条件のまとめ 

 上記分析条件の詳細を表２に示した。 

 

L

C

条

件 

カラム CAPCELL PACK C18 MGⅢ 

150 mm（L）×3 mm（id）、3 µm

（大阪ソーダ） 
Ｍ

Ｓ

条

件 

イオンモード ESI（+） 

インターフェイス電圧 4 kV 

移動相 
A 液：0.2 vol％ギ酸水溶液 プリカーサーイオン m/z  391 

B 液：0.2 vol％ギ酸メタノール プロダクトイオン m/z  149 

移動相混合比 98％B（イソクラティック） CE 20 V 

流速 0.3 mL/分  

オーブン温度 40℃ 試料調製 メタノール添加 

注入量 5 µL  

 

３ MS/MS 法の検証 

（１）ガイドラインに基づく検量線の評価 

 8、16、40 及び 80 µg/L の４点を調製し、検査員１人、3 併行で 1 日間分析を行い検量線の評

価を行った。その測定結果を表３に示す。真度及び併行精度について、ガイドラインの目標を満

たしていた。 

 

 

（２）ガイドラインに基づく浄水を用いた評価 

和歌山市加納浄水場の浄水に DEHP を 8 µｇ/L 添加し、検査員１人、2 併行で 5 日間分析を行

いガイドラインに従って、真度、併行精度及び室内精度を求めた。その測定結果を表４に示す。

当該 MS/MS 法は、真度、併行精度及び室内精度について、ガイドラインの目標を満たしていた。

（表５） 

 設定濃度 

（µg/L） 

測定割り戻し濃度（µg/L） 真度（％） 併行精度（％） 

１回目 ２回目 ３回目 評価結果 目標 評価結果 目標 

S1 8 6.79 8.27 8.55 98.4 

80～

120 ％ 

12 

≦ 20 
S2 16 15.01 16.73 16.24 99.9 5.5 

S3 40 38.89 42.03 42.71 103.0 4.9 

S4 80 75.12 80.16 81.51 98.7 4.3 

表４ ガイドラインに基づく測定結果 

  
定量結果（µg/L） 

 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 

1 回目 8.56 7.71 7.52 7.58 7.04 
 

2 回目 8.62 7.89 8.2 7.74 7.05 
 

  
妥当性 ガイドライン 

結果 目標（％） 

真度 97.4 % 70～130 

併行精度 2.9 % ≦ 20 

室内精度 7.3 % ≦ 25 

表 2 分析条件まとめ 

表 3 検量線妥当性評価結果 



（３）定量下限の推定 

 上水試験方法記載の方法 1)に従いべき乗回帰式に

より定量下限を推定した。調製濃度と変動係数（以下、

CV）の結果を表６に、べき乗回帰式のグラフを図６に

示す。回帰式より、CV20 ％となる定量下限値を 2.07 

µｇ/L と推定した。 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

 分析法として LC/MS 法が広く採用されている。本報告において、GC/MS 法が通知法で採用され

ている DEHP について LC/MS 法を検討した。LC の条件はイソクラティックとし、標準列の調整や

試料の前処理としてメタノールを添加することで、直線性のある検量線を作成できた。ガイドラ

インに基づく検量線の評価及び浄水添加試料における真度、併行精度及び室内精度の評価につい

ても目標値を満たす良好な結果であった。また、当該分析法における推定定量下限値は、2.07 

µg/L であった。従来の GC/MS 法と比較すると、有機溶媒の添加は必要であるが抽出は必要ない

事及び内部標準物質の添加作業を省略でき前処理工程の圧縮に成功した。（図 7） 

 

  

 

  

【参考文献】 1）社団法人日本水道協会 上水試験方法 2020年度版 

 

表６ 調製濃度と変動係数（CV) 

調製濃度(µｇ/L) 2 4 8 16 40 

CV（％） 31.9 6.4 2.9 1.2 0.7 
図６ MS/MS法による DEHP の定量下限の推定 

y = 49.998x-1.262

R² = 0.9475
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図７ GC/MS法との作業工程における比較 



神戸市における給水装置工事申請・検査業務の電子化について 
                     神戸市水道局 〇相原 敏宏 谷口 夏海 

梅原 匡  小河 広志 
土居 真純             

１．背景 
神戸市では、長年、５つのセンターに分けて給水装置工事の審査・検査業務を行ってき

た。審査は対面方式で行い、修正があればその場で指示していたため、審査担当者は知識
と経験が必要で、経験の浅い職員が審査窓口業務に就くまでは、十分な育成期間の確保や
後進の育成が課題であった。そのため、平成 30 年度より給水装置工事の申請書類を預か
り、3～5 営業日で審査を行う「預かり方式」を採用し、時間をかけて申請内容を審査でき
る体制を確保することで、職員の人材育成・技術継承を図ってきた。 
一方で、新型コロナウィルス感染症の流行により料金収入が激減することが予想された

ことから、令和２年度より緊急経営改革として、給水装置工事申請書類の電子受付の導入
や、審査業務と検査業務の一箇所への集約化などを進めてきた。その結果、スケールメリ
ットを生かした業務の効率化だけではなく、職員の育成やセンター毎にバラつきがあった
審査・検査内容の統一化などの課題解決も図られてきた。 
しかし、指定工事事業者からは「申請窓口が工事場所から遠い」、「検査予約枠が少な

い」といった新たな課題が発生してきたこともあり、さらなるサービス向上と効率化を目
的として、検査業務の電子化やクレジットカード決済の導入などにより、指定工事事業者
の来庁回数の軽減に向けて取り組むこととした。 

 
２．給水装置工事申請・検査業務の電子化の推進 
神戸市では現在、一般の戸建て住宅、マンション、業務ビル、工場などの様々な建築物

にかかる給水装置工事申請を年間に約 6,500 件受付をしている。 
工事の申請は、取出し工事や工事用の他、戸建て住宅、２階建て以下の集合住宅や店舗

など軽微な工事については、事前協議書の提出や水理計算を省略して申請することが出来
ることにしており、令和２年度より、従来の紙媒体による申請に加えて電子申請での受付
を開始したが、押印が必要な書類が多く、原本提出のために来庁する必要性が残されてい
たこともあり、電子化が思うように進まなかった。しかし、令和２年 11 月に神戸市全体
で示された「押印基準の見直し」により、申請書類への押印が廃止できることになったこ
とから、本格的に給水装置工事申請・検査業務の電子化を進めることにした。 
審査・検査業務の集約により指定工事事業者から出された新たな課題については、電子

申請やリモート検査を利用することにより、①24 時間工事申請が行えること、②水道局へ
の来庁回数が減らせること、などのメリットについての PR や参集型の研修を行うことで
理解を求め、普及を進めていった。 
 



３．給水装置工事の電子申請の概要 
 電子申請は、申請データの添付容量が大きく、クレジットカード決済と組み合わせが可
能となる「e-KOBE（神戸市スマート申請システム）」を使用している。このシステムは、
神戸市が掲げる「行財政改革方針 2025」の実現目標の一つである、行政手続きのスマート
化率 70％（令和 7年度まで）を達成するため、令和３年７月より運用が開始されたオンラ
イン申請・審査・窓口予約・カード決済機能等を備えたプラットフォームのことである。
令和３年度にスマート化した手続きとして、住民異動届や軽自動車税の登録などがある。 
神戸市では、職員が業務改善や電子申請を目的としたシステムやアプリ等の開発・運用

を行うことを前提としており、パッケージやノーコード/ローコード開発ツールが整備され
ている。給水装置工事の電子化にあたっても、これらのツールを活用することにより、コ
スト面やスケジュール面でのハードルが低く、開発や導入をスムーズに行うことができて
いる。また、申請フォーム等の改善を職員が速やかに反映することができている。 
電子申請の流れは下図の通りとなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 「e-KOBE」を活用した電子申請の流れ 

 
 「e-KOBE」を活用した工事申請では、申請場所や申込者、申請業者名（指定工事事業
者名）、施工時期などが記載された給水装置工事申請書兼設計書の鑑を Excel 様式で作成
し、図面や申込書、利害関係者の承諾書などを PDF データで添付することになってい
る。工事図面については１ファイルあたり 10ＭＢ以下で、最大３ファイルまで添付するこ
とができる設定としている。 
全体の申請件数に対する電子申請の比率では、電子申請導入当初（令和２年度）は 16％

程度だったものが、令和３年 10 月には 60％を超え、令和 4 年 8月現在では 80％を超える
までに増えてきた。これは、令和３年の下半期より、軽微な工事については原則として電



子申請によることとルール付けしたことに加え、少しずつ申請業者と局職員が電子申請に
慣れてきたことによるものと考えられる。 

表１ 電子申請の実績 

（上段：申請数（件）、中段：電子申請数（件）、下段：電子申請率（％）） 
 
 
 
 

 
４．クレジットカード決済の概要 
これまで、申請や検査に伴う手数料等の支払いは、銀行等に入金するための納付書を窓

口で受取る方法に限られていたため来庁が必須となっていたが、令和 4年７月にクレジッ
トカード決済を導入し、来庁することなく申請手続きが完了できるようになった。 
申請業者は、工事の申請と併せて審査・検査手数料等の支払い方法について、「納付書

（窓口）」か「クレジットカード」のどちらかを e-KOBEの申請フォーム上で選択できる
ようにしており、職員が送信した審査結果を受信した後に、選択した支払い方法により納
金を行う。クレジットカード決済は、ネットショッピング等で汎用されているメールリン
クシステムを活用しており、送られてきた案内メールに沿ってカード情報を入力するだけ
で決済を完了できるものである。 
職員は、納金確認後に受付番号など必要事項を給水装置工事申請書兼設計書の鑑に記入

し、「e-KOBE」を使って審査後の書類を返送するが、クレジットカード払いの際には納付
書が発行されないため、施主による納金確認が出来ないといった指定工事事業者からの意
見があり、その対策として、「施工承認証」を併せて返送することにしている。 
クレジットカード決済は、導入したばかりという事もあり、導入直後の令和４年７月の

利用率は約３％と低かったが、３か月後には約 13％まで上昇しており、今後も利用者の増
加が見込まれている。 
 
５．検査業務の電子化について 
〇現地検査予約の電子化 
工事検査は大きく「写真検査」と「現地検査」に区分して行っている。 
建築工事や解体工事の為に一時的に使用する給水栓などは「写真検査」、それ以外は

原則「現地検査」としており、「現地検査」については従前、電話による事前予約だっ
たものを、窓口業務の集約化により電話が集中することを避けるために、クラウドサー
ビスを活用したインターネットのみの受付に変更とした。 
検査を希望する指定工事事業者は、検査希望日の６営業日前までにインターネットの

画面で予約を入れるが、他の検査希望工事と移動時間等の調整を考慮し、第１希望～第

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
716 507 573 533 534 545 514 522 451 483 494 457 566 600 571 505 529
93 95 111 121 140 188 342 323 261 347 376 401 429 452 445 384 430

13.0 18.7 19.4 22.7 26.2 34.5 66.5 61.9 57.9 71.8 76.1 87.7 75.8 75.3 77.9 76.0 81.3

R3年度 R4年度



３希望までを入力してもらうことにしている。職員は、他工事との調整を経て決定した
検査日程をインターネット上のカレンダーに入力し、業者が確認する形としている。 
〇リモート検査の実施 
リモート検査は、現地検査の代わりになるものとして導入した。 
審査業務・検査業務の集約化により、現地検査に行く際の移動の長距離化や長時間化

による検査担当者の負担や、１日当たりの検査可能件数の減少などが懸念された。そこ
で、近年さまざまな企業や自治体でも活用されているWeb 会議アプリのビデオ通話を
使った「リモート検査」を令和３年１月から試行し、令和３年５月に本格導入した。対
象工事としては、戸建ての直結給水方式で、既にメーターが設置されているもの（建替
えや、取り替える必要のない工事用メーターが設置されている等）とした。また、円滑
に検査が進むよう、比較的検査に慣れた指定工事事業者を対象にしており、①神戸市指
定給水装置工事事業者となってから３年以上経過していること、②過去１年以内に 25
件以上の完成検査受検実績があること、のどちらかを利用条件としている。 
導入当初は説明会を行ったものの、新しいシステムを利用することへの拒否反応や、

通信費、スマートフォンの購入など業者負担が増えることから、リモート検査を選択す
る業者は少なかった。しかし、「原則リモート検査対象区域」を設定し、少しずつ利用
してもらう業者を増やしていった結果、「現地検査よりも 1日当たりの検査件数が多
く、予約が取りやすいこと」や「検査開始時間が現地検査より正確であること」など業
者にとってのメリットもあり、導入当初は１％程度だった利用率は、半年後には 10％ま
で上昇し、令和 4年 8 月現在では 40％まで増えている状況である。 

表２ リモート検査の実施件数 

（上段：検査数（件）、中段：リモート検査数（件）、下段：リモート検査率（％）） 
 

 
 
 
 

６．今後の展望・まとめ 
 給水装置工事申請・検査業務の電子化は、①24 時間いつでも申請が可能、②紙媒体によ
る原本提出が原則不要、③メールリンクシステムを活用したクレジットカード払いが可
能、④検査予約が容易、⑤交通渋滞や駐車場所の確保が不要、など様々なメリットがあ
り、急速に利用率が増えている。そのため、今後は、原則リモート検査の対象地域を拡大
することや、検査業務のペーパーレス化も進めていきたいと考えている。 
 一方で、携帯電話の大規模な通信障害が散見されており、リモート検査への影響が懸念
されるなど新たなリスクが発生してきたため、今後も引き続き課題の抽出と対策の検討を
進め、確実かつ効率的な審査・検査業務の電子化を進めていきたい。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 4月 5月 6月 7月 8月
291 326 332 277 304 284 314 339 258 311 447 289 272 321 263 308

3 2 3 0 3 7 16 35 18 36 56 33 52 88 89 117
1.0 0.6 0.9 0.0 1.0 2.5 5.1 10.3 7.0 11.6 12.5 11.4 19.1 27.4 33.8 38.0

R3年度 R4年度



 高槻市における給水装置工事に係る検査関連の業務委託 

 

高槻市水道部  蔵重 昌直  

阪本 敦志  

 

１．はじめに 

高槻市の水道事業は、令和３年度末で給水人口約３５万人、給水戸数約１６万戸であり、令和３年度

における給水装置工事の検査件数は約２，３００件となっている。 

本稿では、従来、本市職員が行っていた給水装置工事の検査業務とそれに付随する業務（以下、「検

査関連業務」という。）について令和３年度から外部委託を行っており、この業務委託に至るまでの経

緯や想定される懸念等への対応について報告するものである。 

 

２．委託に至った経緯 

 本市の給水装置工事に係る一連の業務は、全て職員が行っており、その内、検査関連業務については、

近年では、水道部を退職した職員を時間額制の職員として雇用することで業務を行っていた。 

しかし、その職員が高齢となり、代替の職員の確保も困難であったことから検査関連業務を委託する

こととなった。  

 
３．委託の概要            

業務内容は検査業務フローに示

すとおり（図１）、市納金の納付書発

行、検査受付、竣工図書確認、現場

検査とし、令和３年１０月に契約締

結し、業務履行期間は令和４年度か

ら令和８年度までの５か年である。 

 

４．委託にあたっての懸念事項 

検査関連業務を委託するにあた

り、懸念されることとして以下の項

目があった。 

（１）職員の技術力の低下 

検査関連業務を委託することによ

り、本市職員が検査関連業務に携わ

らなくなることで、検査関連業務の

知識不足及び技術力低下を招き、適

正に管理できなくなることが考えられた。 

（２）業務の引継 

本市から受注者へ業務を引き継ぐにあたり、受注者における本市の給水装置工事施行指針の理解、習

図１ 検査業務フロー 

業務委託範囲 

高槻市 受注者

業務体制

工事申込みの受付

設計審査

施行承認

市納金納付書発行

検査受付

現場検査

検 査

責任者 １名

検査員 ３名 補助事務員 １

竣工図書確認

事前協議



熟及び実践を十分に行う必要があった。 

（３）業務の管理方法 

検査業務フローのとおり、検査受付以後の業務は受注者が行うため、検査受付状況の確認、各種手続き

の進捗、及び現場検査の状況把握が困難になることが懸念された。 

 

５．懸念事項の対応内容 

 上記懸念事項を解決するため、以下のとおり対応策を施した。 

（１）給水装置工事施行指針の活用と現地研修の実施 

令和３年４月の水道法改正に伴い、本市における給水装置工事の基準となる施行指針（以下、「施行指

針」という。）を改訂している中で、施行指針の解説を充実させ、検査関連業務においても理解しやすい内

容とした。 

また、後述する準備期間及び業務プロセスパトロールにおいて、ベテラン職員を現場に同行させ、経験

が浅い職員に対し同指針をもとに現場確認や指導を行っているほか、給水装置工事事業者（以下、「指定

業者」という。）への指導も併せて行うことで、法令に係る知識の増強、施工事例の把握、及び指定業者へ

の指導経験を積むことで、職員における技術力低下の防止を図っている。 

（２）準備期間の設定と業務フロー等の作成 

円滑に業務の引き継ぎを行うため、以下の事項を実施した。 

① 準備期間の設定 

受注者が業務内容を理解、習熟及び実践できるように、令和３年１０月から令和４年３月までの６か月

間を準備期間として設けた。受注者は準備期間において、業務内容を理解及び習熟するための業務計画書

を作成し、これに基づき本市職員が検査種別ごとのチェックシートとその解説書の作成、及び事務処理シ

ステムの操作方法などの説明及び指導を行った。 

また、受注者における施行指針の理解と習熟についても各種業務の実践の中で、本市職員が施行指針の

説明と解説を行い、不明な点等があればその都度解決を図り、即時理解を促した。 

写真１ 検査受付の実践状況            写真２ 現場検査の実践状況 

② 業務フロー及び仕様書の解説の作成 

業務範囲及び業務フローの中に（図２）、業務項目及び仕様書の項目番号をリンクさせ、責任区分を

明確にすることで本市と受注者の業務区分を見える化し、各業務の所掌が容易に把握できるようにした。

また、仕様書に管理ポイントや手順を具体的に示した解説を記載することで受注者の理解を促した。 



 

図２ 業務範囲と業務フロー 

（３）業務の管理方法 

 １）各種帳簿の確認 

検査関連業務の進捗状況をタイムリーに把握するため、本市と受注者間でネットワーク環境を整備し、

下表の帳簿の共有ファイルを作成し、管理することとした。 

確認方法としては、帳簿を毎日職員が確認し、検査関連業務の状況及び進捗の把握に努め、業務管理の

強化を図った。 

表１ 各帳簿の内容と確認事項 

帳簿名 内容 確認事項 

検査 

受付簿 

指定業者からの検査受検日時の受付簿 

（業者名、日時、場所、検査種別、断水の有

無、メーター出庫数等） 

・ 検査申込状況 

・ 断水作業の有無 

・ メーター出庫数量 

工事進捗 

管理簿 

 給水装置工事申込書類の受渡日時の管理簿 

①設計審査、②断水作業調査、③納付書発

行、④施行承認、⑤検査、⑥メーター出庫 

等 

・市納金の未納状況 

・未検査状況 

・指定業者への指摘事項の是正状況 

・給水装置工事申込書類の所在 

・指摘内容及び件数による指定業者の特性 

 

※項番号は仕様書とリンクしている

高槻市 受注者

給水装置工事承認書の原本

5-(1),6-(1),6-(2)

6-(7)

5-(1),6-(1),6-(3)

4-(1),4-(2),4-(3),4-(4),5-(6)

「中間検査
なし」

中間検査受付

納金確認及び施行承認印を押印したうえで指定
業者に給水装置工事承認書写しを渡す。

合格処理

再検査工事の把握

メーター出庫

開 発 協 議

詳 細 協 議

工事申込みの受付

設 計 審 査（決裁）

竣工検査の履行確認

以降、従来の部内処理

是正指示・確認

検査結果の通知

中間・仮検査の履行確認

5-(5)

中間検査（断水あり）
7-(1),7-(7),7-(8),7-(9),7-(10) 7-(1)

中間検査（断水なし）
7-(1)

7-(2)

7-(3),7-(4),7-(5)

7-(6)

消込作業を行い、総務企画課経理チーム宛に起
案

6-(1),6-(4)

6-(6),6-(7)

5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),6-(5)

検査受付

竣工検査（現場）

メーター受渡

竣工届・書類検査

7-(1)

メーター受渡

仮検査

仮検査受付

メーター出庫なし

メーター出庫あり

給水装置工事承認書の原本と写し
給水装置工事承認書の原本

納入通知書の作成・発行
未納金工事の把握

未検査工事の把握



２）業務プロセスパトロール 

業務プロセスパトロールとは、本市及び受注者が給水装置工事申込に係る手続きと書類の管理、及び検

査関連業務が適正に行われているか確認することを目的として毎月実施しているものであり、この実施内

容を受発注者双方に供覧することで情報の見える化と共有化を図り、必要に応じ業務の改善を行うもので

ある。また、同パトロールは前述の業務管理や職員の技術力低下の防止といった効果も兼ね備えている。 

同パトロールの内容は下表のとおりである。 

表２ 業務プロセスパトロールの内容 

番

号 
項目 内容 

① 現場検査状況確認 

本市と受注者が現場検査に同行し、受注者の検査状況を確認し、検査内容に不備が

ある場合、受注者に対し指導を行い、是正する。また、本市職員の研修も兼ねてお

り、職員の検査関連業務の技術力低下の防止を図る。 

② 他部署からの要望等 
検針業務や給水装置の修繕業務において、検査関連業務に係る要望・是正等を聴取

し、同業務に反映・指導する。 

③ 
業務処理状況 

（未納金・未検査） 

市納金の納金や検査申込が一定の期間経過してもなされていない給水装置工事につ

いて状況を確認し、必要な指導を行うことで加入金等の未納及び未検査を防止する。 

④ 
業務処理状況 

（検査の是正） 

検査の指摘事項について、指定業者から是正報告が一定の期間経過してもなされて

いない給水装置工事について状況を確認し、適正な業者指導を実施する。 

⑤ その他 
受注者の社内教育の実施状況、業務マニュアルの作成と進捗状況、及び人員の欠員

や補充計画の有無を確認し、適正な業務履行がなされているか確認する。 

 

 

図３ 業務プロセスパトロール調書 
６．おわりに 

 本市として今回の業務委託をするにあたり、多くの懸念事項に対応するために業務の見直しや検討を繰

り返した。短期間で効率よく業務の引き継ぎを行うためにも日頃から職員が行っている業務について細か

く書面化し、実践による引き継ぎを行ったことで万全な状態で業務開始を迎えることができ、現在も問題

なく円滑に業務を履行している。 

今後も受注者と十分なコミュニケーションを図り、検査関連業務に係る知識及び技術の研鑽も行いなが

ら、適正な業務委託の管理に努めていきたい。 

検査員の指定業者への指導状況を確
認する。

検査時の指摘の是正期間である１週間以
上経過したものについて調査する。

修繕業務や検針業務の所管部署から
の要望を聞き取り反映する。

受注者の社内教育の実施状況、業務マ
ニュアルの作成・進捗状況、人員の欠
員・補充計画の有無について確認する。

工事申込から２か月以上経過しても
加入金等が未納のもの、施行承認か
ら６か月以上経過しても検査申込が
ないものについて調査する。

　業務プロセスパトロール           令和　　年　　月　　日

③　検査時指摘事項修正待ち物件 件

　現場検査状況確認 検査員証の携帯確認

工事受付番号　　 指定業者 工事種別 検査内容

①

②
④　洗管水量入力状況

　その他

　他部署からの要望 ①　検査員の技術向上の取り組み 参加 添付資料：　議事次第　・　出席表　・　その他

　　①維持チームからの要望　　　　（維持チーム：氏名　　　　　　　　、給水チーム：氏名　　　　　　　　） （該当に〇）
不参加

②　業務マニュアルの作成進捗確認
　（内容：

③　人員の欠員や繁忙期対策について 予定あり 内容：

予定なし
　　②料金課からの要望　　　　（料金課：氏名　　　　　　　　、給水チーム：氏名　　　　　　　　）

④　パトロール総括及びその他指導事項

　業務処理状況

①　未納金物件数（納付書発行から２か月） 件
理由：

②　未検査物件数（承認から６か月） 件

理由：

供　　　　覧
課長 課長代理 給水TL 給　水

受　　託　　者

業者名 検査日 指摘内容受付№
出席者

水道部

第一環境
①現場検査状況確認

②他部署からの要望

③業務処理状況

（加入金等未納、未検査）

④業務処理状況（検査の是正）

⑤その他



 

耐震型サドル付分水栓の施工検証 
－東大阪市池島町における試験施工－ 

１．はじめに 

近年、高性能ポリエチレン管（HPPE）やポリエチレン管用耐震性能強化型金属継手（給水シス

テム協会規格 WSA B 011）が普及する等、給水装置の耐震化について機運が高まっている。しか

し、地震における被害は給水管や継手のみでなくサドル付分水栓を含む給水分岐部においても発生

している事例も多く確認されていることから、給水分岐部にも耐震化を図ることは急務である。 

本稿ではサドル付分水栓の耐震化に着目し、過去の地震による給水分岐部における被害要因の考

察と、本市で施工した耐震型サドル付分水栓の概要や施工結果について報告する。 

 

２．平成 28 年熊本地震における給水分岐部の被害要因 

（１） 概要 

熊本地震は平成 28 年 4月 14 日、熊本県熊本地方を中心に震度 7を観測し、それ以降も同 4月 16

日に震度 7を観測する等、震度 5弱以上を計 27 回記録した震災であり、水道の被害については 大

44 万戸超の断水が発生した。 

（２） 被害要因と考察 

地震による被害は給水管部（管および継手）

が全体の 80％以上（1,715 件）を占めている

が、給水分岐部の被害も全体の 6.3％（131 件）

に上っている。給水分岐部の被害形態は様々

であり、サドル付分水栓以外にチーズ継手で

分岐しているもの、また材料の劣化や施工の

確実性が疑われるものもあるが、いずれも給

水管が配水管とＴ字形に接続されていること

により、管軸方向の地盤ひずみによる応力が

給水分岐部に集中し、給水管接続部の破損ま

たは抜けが起きることが被害の大きな要因で

あると考察されている。 

このことから給水管と配水管の接続部がＴ

字形に固定されず、管軸方向の地盤ひずみに

追従することで応力の集中を防ぐことができ

るサドル付分水栓に着目した。 

○東大阪市上下水道局 池村 彩 
東大阪市上下水道局 木村 達也 

 
 
 

図-1 部位別の被害原因 

(公財)給水工事技術振興財団調査報告書1)を 

元に作成 



 

耐震型サドル付分水栓の施工検証 
－東大阪市池島町における試験施工－ 

３．耐震型サドル付分水栓 

（１） 概要 

使用した耐震型サドル付分水栓は、サドル上部が回転することで地震動による配水管の横ずれに

追従し、分水栓部に接続する給水管に掛かる負荷を抑制でき、塑性変形を防ぐことができるもので

ある。この回転機構を除くと形状は従来型のサドル付分水栓と変わらないため、従来の穿孔機やコ

ア挿入機を使用でき、導入へのハードルが低いこともメリットである。 

（２） 耐震性能の実証 2） 

実験用土槽においてレベル 2地震動を想定し、配

水管を管軸方向に±30cm（往復 60cm）×3振幅の変

位を加えた実験が行われた結果、従来型サドル付分

水栓では土圧により接続部の給水管が大きな変形

を起こし、通水不良や漏水発生が懸念されることと

なった。一方、耐震型サドル付分水栓ではサドル上

部が回転することで過度な変形を抑止することが

でき、通水可能な状態を保つことができた。 

（３） 施工結果と考察 

試験施工は本市発注工事にて、配水支管布設替に

伴う給水接続替時に行った。 

従来どおりの施工手順でサドル取付け、穿孔、コ

ア挿入、給水管の接続を完了させる。 後に回転の

ロック機構を解除するのであるが、Ｕ字形のロック

ピンを取り外すだけの簡易な構造であるため、取り外しは容易で施工性に問題はなかったと施工者

より回答を得られた。また、万一バックホウで給水管を引っ掛けてしまう等の事故が発生しても、

回転機構が作動すればサドルの破損を回避できるのではないかとの見解も得られた。 

 

４．おわりに 

今回の試験施工において現地で耐震性能を検証できないが、施工性については従来のサドル付分

水栓と変わらず、またロック機構取り外し後に回転機構が想定通りに動作していることを確認した。

地震発生時には実験で得られたデータのとおり動作することを期待し、引き続き耐震型サドル付分

水栓の試験施工に取り組みたい。 

 

【参考文献】 

1）（公財）給水工事技術振興財団：熊本地震給水装置被害状況調査報告書（平成 30 年） 

2）山下和宏・竹田優一：土槽を用いた実践的耐震給水分岐製品開発の一考察，令和 3年度全国会議 

（水道研究発表会）講演集，P506-P507 

表-1 試験施工概要 

工事名 池島町配水支管布設替工事 

工事場所 東大阪市池島町 

本管口径 φ200 

分岐口径 φ25-3 箇所、φ20-4 箇所 

写真-1 耐震型サドル付分水栓とロックピン 

拡大 



水道広域化の現状と課題 

 
     兵庫県企業庁水道課   坊垣 悠紀子 

1．はじめに 
私たちが毎日当然のように利用しているこの水道水がいったいどのように運ばれていて

いるのか、誰がどのように水道事業に携わっているのか、ということを知っている人はあま
りいないかもしれない。 

私はこの 4 月に兵庫県庁に入庁し、初めて配属されたのが水道課だった。送水の仕組み
から独特な技術的用語など何もかもがわからず混乱する中で、地域に住む人々に安全な水
道水を供給する、ということのために、とてつもなく大きな額のお金が動いているというこ
とに何よりも緊張する毎日を送っている。 

ところで、水道事業は今、非常に困難な局面を迎えている。少子高齢化が急激に進む日本
で水需要は減少していき、それに伴って今後給水収益はさらに減少していくだろう。技術面
を支える職種の人も相対的に減少していき、ひいては水質の低下、施設の弱体化、そして安
心安全な水の供給ができなくなることにも繋がりかねない危機である。 

そのような中、水道業界ではこの状況を打破するため、「水道の広域化」が大きなテーマ
となっている。「水道の広域化」とは簡潔に説明すると、市町村の区域を越えて共同で水道
事業、経営を行うというものである。広域化が進めば、事業の統廃合による浄水場の維持管
理の削減、管路のダウンサイジングによる経費、手間の削減が叶い、限られた予算や職員の
中で今までどおりの高クオリティな給水を実現することができる。 

素人目には広域化の進展は水道事業者にとって喫緊の課題であり、達成したい目標であ
るように感じるが、なぜ現実はそう甘くないのだろうか。 

たった半年間という短い期間で、私が水道について学べたことは多くないが、本稿では日
本の｢水道広域化｣のこれまでの歴史的背景や、兵庫県で行われている具体的な例をあげな
がら、自治体や事業者たちの本音について考えていきたいと思う。 
 

２．水道広域化の歴史 
 平成 30 年に水道法が改正されたが、改正法の趣旨は「人口減少に伴う水の需要の減少、
水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の強
化を図るため、所要の措置を講ずる」というものであった。これまであくまで例外的なポジ
ションにあった水道事業の集権的広域化が水道事業の基本形に成り代わったのである。こ
の水道法の改正によって、水道事業の基本形は従来の「拡張整備型」から「既存の水道の基
盤を確固たるものにしていく」というスタイルに移り変わり、多くの小規模で経営基盤が脆
弱な水道事業体を、都道府県が広域的な連携の推進役としてとりまとめるという形態に変
わっていこうとする姿勢が目的化された。 



 ここで広域化に関する歴史をもう少し深掘りしてみる。水道の広域化の歴史が動き始め
たのは昭和 41 年、大都市を中心に水需要が逼迫し人々が消費地から離れたダムに水源を求
めざるを得なくなった時期である。そこで解決策として水道の広域化について考えられる
ようになり、この年に広域水道施設に対する国庫補助制度が創設された。そしてその 10 年
後の昭和 51 年、水道法に「広域的水道整備計画」が新設され水道事業の広域化が始まった。
この当時のかけだしの広域化と現在の広域化の考えの違いは、広域化を単なる施設の一体
化と捉えるのではなく、「経営の一体化・管理の一体化・施設の共同化」という、より広義
で高度に捉えるようになった点である。 
 例えば、兵庫県内でも市町の「水道施設台帳共同電子化」や「薬剤の共同購入｣、｢メータ
ーの共同購入｣などが既に実施されている。また、私が所属する企業庁では｢三田西宮連絡管
整備事業｣という大規模工事を行っている(R4 年 10 月現在)。これは県が所有する｢あかし
あ台調整池｣から西宮市が所有する｢丸山供給点｣まで送水管を繋げるという巨大事業で、南
海トラフ地震など未知の大型地震が到来し、通常の給水が困難になっても企業庁の浄水場
間の水融通を行い、応援給水を可能にしてくれる。震災大国日本にとって、まさに今後なく
てはならない広域連携事業の一つである。 
 

３．進まない水道広域化 
 日本全国で広域化の動きが進めば｢水｣という人々にとって欠かすことのできないインフ
ラをどんな時でも強固なものにし続けられると思ったのだが、残念ながら現実はそう甘く
はないようだ。その理由について兵庫県を例に考えてみたい。 
 兵庫県の地形は南北に 170 キロメートル東西に 110 キロメートルと広大で、また県域の
約 8 割が山地を占めている。543 万人の県民は、阪神から東播磨の区域に約 4 分の３が集中
しており水需要には偏在がある。さらに山地地形は水源の広域利用を難しくしており高低
差等による送水コスト増が広域化の阻害要因になってしまうのだ。このような地形による
問題は簡単に解決できるものではないため、地域によってはコスト面からもなかなか積極
的な気持ちにはなれないかもしれない。 
 さらに、厚生労働省が平成 27 年に行った水道広域化への取り組みに関するアンケート結
果をみると、地形以外にも広域化に軸足を置ききれない様々な現場の思いが浮かび上がっ
てきた。例えば 47 都道府県を対象にしたアンケートでは広域化への取り組み状況として 21
件(44.7％)が｢取り組んでいる｣と回答し半数以上が取り組んでいなかった。これらの都道府
県が広域化を進める中で苦慮している点としてあげたのは｢大臣認可事業者との接点の確
保｣｢広域化に対する理解｣、｢水道事業者間の温度差の解消｣などであった。もう少し具体的
にいうと、水道事業者間での施設整備面・経営面にポテンシャル差があるというところであ
る。老朽度や耐震化の度合が低い方が広域化後の投資額も多くなり、水準の高い水道事業者
から見れば不公平感を感じてしまうのは否めない。これらの差異は確かに合意形成をより
難しくするだろう。特にこの場合、都道府県は事業者間の板挟みになることが多いためそれ



によって都道府県側における、広域化への意欲もそがれてしまうのも無理はない。しかしな
がら、それでも広域化に取り組めていなかった 26 都道府県のうち、｢広域化の必要性は感
じるか｣という問いに対しては 1 件を除くすべてが感じているという結果であった。 

このように広域化の重要性自体は認識しつつも、それにかかるコストや、利害調整の難し
さなどもあり、なかなか踏みだせないのが現状である。 
 そんな中、広域化推進に対する意見として、都道府県が主体となって情報提供や検討の場
を設定したり、各事業にとってメリットのある部分から段階的に広域化を図ったり、地域内
の施設整備基準を一致させたりなどが挙げられた。また、広域化推進を制度面から支えると
いう意味で、広域化ができた地域には、国からノウハウ・人的支援をしてもらえるなどの制
度の創設が効果的なのではないかという声も見受けられた。 
 このアンケート結果を鑑みていえることは、広域化成功の鍵は｢広域化を希求する度合が
一致していること｣、｢水道施設や財政状況の水準が離れすぎていないこと｣であることがよ
くわかる。 
 

４．提言 
 これらのことから水道の広域化は困難な道のりではあるが市町やそれを統括する都道府
県がどれほど密に意向を擦り合わせ、考える努力をするかという｢主体性｣が何よりも重要
な水道の広域化への第一歩であると感じた。広域化への阻害要因として｢施設整備、経営面
での格差｣が最も深刻な問題である中で、都道府県のリーダーシップが各事業体の広域化へ
の意欲に直接繋がると私は考える。例えば、施設の共同利用という形での広域化プランの場
合は、共同で使うものなのだから、耐震化の進んでいない事業体に、進んでいる事業体が積
極的に経営面や技術面でサポートするべきであり、逆に援助した事業体に対して、国や都道
府県が経営面での追加補助のメリットを与えるなど、安心して両者が助け合える環境作り
を行うと良いのではないかと考える。はじめは格差により苦しむ事業体も、長い目で見れば、
地域全体としてそのデメリットを補ってあまりあるメリットがあるという効果を示すなど、
国や県が主体となって良い方向性を作り出すことが広域化が進展していない事業者の｢主
体性｣を高め、広域化に繋がると思うのだ。 
 

５．終わりに 
 私が水道課配属になってから今日まで、｢広域｣という言葉を何度も聞いてきたが、正直な
ところ、｢言葉の意味はよくわからないけど今後必須な何か｣くらいにしか思っていなかっ
た。 

広域化の重要性やそれによって享受できるメリットも、それが実際にはどれほど難しい
ことなのかも、今回の論文を書くに当たって初めて知った。今後少子高齢化により、日本の
水需要は減少の一途をたどり、水道事業者や職員も当然数が減っていくであろうが、だから
といって、ここで広域化を無理に推進しても、歪みが生じ、｢誰もが当然享受すべき｣水道水



が公平に行き渡らなくなる結果となっては元も子もない。 
 今回、｢水道の広域化｣の難しさを実感し、広域化が推進されるべきとは思いながらも、正
直課題が多く、困難に感じることも多かったというのが、私の今の率直な思いである。それ
でも少子化や施設の老朽化は止まって待ってはくれない。世界に誇る日本の安全安心な
｢水｣の提供を守るために、これからも積極的な姿勢で日々の業務に取り組み、水道の広域化
推進に貢献できるよう勉強を続けていきたい。 



豊中市柿ノ木配水場の共同化 
－基盤強化に向けた広域連携の取り組み－ 

 

 

 

 

１．はじめに 

本市は、令和４年３月に新たな広域連携の取り組みとして、本市の柿ノ木配水場を隣接す

る吹田市と共同化する協定を締結した（図１）。本稿では、広域連携を検討する他事業体の

一助となるべく、柿ノ木配水場の共同化に至る経緯や検討過程、共同化による効果について

報告する。 

 

２．共同化に至るまで 

（１）共同化の契機 

柿ノ木配水場は、本市の北部に位置

し、大阪広域水道企業団（以下「企業

団」という。）の千里浄水池、吹田市の

蓮間配水場、箕面市の船場東受水場に

近接している。 

平成 23 年度に、府域の水道事業の

効率化と広域化を図る目的で、千里浄

水池の整備に伴い発生する余剰地の

利活用について検討すべく、同浄水池

に隣接する施設を有する３市及び企業団からなるワーキンググループが設立された。当初

は３市の施設を集約し、千里浄水池敷地内に３市共同ポンプ施設（以下「３市共同ポンプ」

という。）を設置する方向で検討を進めていた。 

しかし、柿ノ木配水場は平成 20 年に耐震補強工事を実施していたことから、直ちに同配

水場を廃止することは困難であった。そこで、同配水場が耐用年数を迎える令和 25 年度以

降を目途に、３市共同ポンプを設置することとした。 

一方で、吹田市の蓮間配水場の更新時期が迫っていたことから、平成 26 年度に吹田市よ

り、蓮間配水場の機能を停止し、柿ノ木配水場を共同利用したい旨の申し出があった。そこ

で、段階的に施設集約を進めることとし、第一段階として、柿ノ木配水場に蓮間配水場の機

能を一部移転し、吹田市の一部区域への配水を実施する方向で協議を進めることとなった。 

 

（２）手法の検討 

吹田市への配水を実施するにあたり、その手法について吹田市と協議を重ねた。検討にあ

たっては、下記の３点を前提条件とした。 

・今回の２市連携は３市共同ポンプ設置までの暫定的な形であることから、可能な限り手

続きを簡素化する。 

○黒木 綾香（豊中市上下水道局）  小川 智司（豊中市上下水道局） 
小谷 智哉（豊中市上下水道局） 

図１ 柿ノ木配水場の共同化のイメージ 
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・同配水場は２市の共有財産とはせず、所有権は本市に残す。 

・厚生労働省より解消に取り組むべきとされている分水や区域外給水（以下「分水等」と

いう。）に該当しない手法を選択する。 

また、日本水道協会の「水道広域化検討の手引き」や地方自治法の共同処理制度を参照し

（図２）、今回のケースに適用しうる手法を検討した。 

 

 

先に述べた前提条件を踏まえて検討した結果、他の手法よりも手続きが簡易であり、所有

権を本市に残すことが可能な「私法上の業務委託」と「公の施設の区域外設置・他の団体の

公の施設の利用」が候補に挙がった。そこで、これらが分水等に該当しないかを検証するた

め、厚生労働省の「水道事業等の認可等の手引き」及び「令和元年度全国水道関係担当者会

議資料」にて示された分水等の対応方策を参照した。 

当該文献では、分水等の問題点として、水道法（以下「法」という。）上の責任の所在が

不明確であり、需要者への安全かつ安定的な水の供給が担保されていないことを指摘して

いる。そしてその解消方策として、「水道用水供給事業の創設」、「給水区域の拡張」、「関係

水道事業者における事業統合」、「分水等を行う水道事業者への第三者委託」を挙げているが、

今回のケースにおいて採用しうる手法は、「分水等を行う水道事業者への第三者委託」のみ

となる。 

これは、法第 24 条の３に規定する第三者委託（以下「法上の第三者委託」という。）にあ

たり、法上の責任とともに水道の管理に関する技術上の業務を委託することができる点に

おいて、先程候補に挙がった一般的な「私法上の業務委託」と異なる。一方で、契約の締結

により実施可能である点は共通していることから、当該法上の第三者委託を適用すること

ができれば、分水等の状態を回避できるとともに、事務手続きを簡素化することも可能にな

ると考えた。さらに、当該文献にて示された事例（図３）では、施設の所有権は変更せず、

共同管理とすることで法上の第三者委託を可能としていたことから、当該事例に則れば、所

有権の問題も解決できるのではないかと考えた。 

図２ 手法一覧（日本水道協会「水道広域化検討の手引き」p.133 の表 1.1 を一部加工） 
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そこで、当該手法の適用可否等につき、厚生労働省に照会したところ、今回のケースにお

いて、柿ノ木配水場の所有権を本市に残したまま、法上の第三者委託が可能であること、議

会の議決や認可上の手続きは不要であること、分水等に該当しないこと、等の確認が取れた

ことから、法上の第三者委託を活用し、吹田市への配水を実施することとした。 

 

 

（３）手続き 

前述の事例に沿って法上の第三者委託を実施する場合、①水源等の整理、②責任の所在の

明確化、③第三者委託契約の締結が必要となる。②については、例に則り、柿ノ木配水場を

吹田市と共同管理とすることで対応することとした。手続きの流れについては、以下に示す。 

①両市ともに企業団からの受水に変更はないことから、取水地点の変更に伴う認可上の

手続きは不要であることにつき、前述の厚生労働省への照会にて事前に確認した。 

②柿ノ木配水場を共同化する旨の協定を締結し、吹田市にも管理権を付与するとともに、 

協定書上で責任の区分を明確化することで、法上の第三者委託を可能にした。 

③第三者委託契約を締結し、吹田市から配水業務を含む柿ノ木配水場の管理業務を受託

した。契約書には、法施行令や法施行規則にて記載すべきとされた事項を明記した。当

該第三者委託については、委託者である吹田市が、法に則り、厚生労働大臣への届出を

行った。 

 

３．共同化による効果 

（１）余剰能力の有効活用 

柿ノ木配水場の令和２年度の平均給水量は、計画給水量 15,169 ㎥に対し 8,513 ㎥で、施

設の稼働率は約 56％であったが、共同化後は吹田市への平均配水量を 1,000 ㎥程度想定し

ていることから、稼働率は約７％上昇する見込みである。 

昨今、水需要の減少に伴い、施設のダウンサイジングの検討が必要となる中、今回の共同

化により、施設の規模は維持したまま、余剰能力を有効活用することが可能となった。 

 

 

図３ 法上の第三者委託を活用する対応例 
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（２）負担金収入による経費の節減 

柿ノ木配水場の管理業務の受託に伴い、維持管理費と事務費からなる負担金収入を年間

約 800 万円見込んでいる。算定方法については両市で協議を重ね、水量按分に基づき算出

した維持管理費に、維持管理費の 30％にあたる額を事務費として合算することとした。 

当該負担金により、柿ノ木配水場に係る経費を節減することが可能となった。 

 

４．おわりに 

今回の共同化は、本市水道事業の経営基盤の強化だけでなく、両市の職員間の関係強化に

もつながった。共同化の手続きが完了した後も、事業に関する情報の共有等を通して連携を

図っており、ソフト面においても大いに効果があった。 

現在大阪府では、府域一水道（事業統合・料金統一）を目標に掲げ、持続可能な府域水道

事業を構築すべく、段階的に施設の共同化や管理の一体化を進めている。本市も、引き続き

情報共有や意見交換等を通し、近隣事業体との協力関係を深めていきながら、施設の共同化

や業務連携等、基盤強化に向けた更なる広域連携の検討を進めていきたい。 
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大阪市水道局におけるオープンデータの推進について 

 

大阪市水道局総務部 ICT推進課 〇竹内 徹 

大阪市水道局総務部 ICT推進課  増田 成仁 

 

第１編 はじめに 

総務省が「情報通信白書」を初めて刊行した 1973（昭和 48）年と現在を比べると、我々の日常は大

きく様変わりしている。主なコミュニケーションツールが固定電話から携帯電話になり、映像の視聴

手段はアナログ方式の地上放送から衛星放送やデジタル放送、あるいはインターネット動画配信サー

ビスに置き換わっている。21 世紀に入ってこの流れはさらに加速しており、いまも ICT（情報通信技

術）は日進月歩で高度化している。 

ビジネスの世界では、1973（昭和 48）年当時は、保有する情報を汎用機（メインフレーム）と呼ば

れる大型のコンピュータで処理しており、組織の中でしか情報を扱うことができなかったが、1990 年

代から爆発的に普及したインターネットはいまやどこからでも情報にアクセスできるクラウドコン

ピューティングを可能にし、2021（令和３）年では企業の約７割がクラウドサービスを利用するまで

に至り１）、ネットワーク上では日々大量のデータが行き来している。 

私たちも日々の生活の中でスマートフォンやパソコンを使用して写真や文字をやり取りしている

が、これらはすべて「データ」である。好むと好まざるとにかかわらず、私たちはデータに触れるこ

とを避けられない環境の中で毎日を送っていると言えるだろう。 

2006（平成 18）年にイギリスの数学者であり起業家であるＣ．ハンビーは「データは 21 世紀にお

ける石油である（Data is the new oil）」と言い、これはデジタル社会における有名なメタファーと

なったが、データは消費して終わるものではなく、再利用が可能であり、また活用して新たな価値を

生み出すことができることから、土から花が咲くのに見立て、近年では「データは新しい土壌である

（Data is the new soil）」と言われている。 

 

第２編 オープンデータとは 

第１章 オープンデータとは 

このようにプレゼンスが高まっている「データ」だが、行政の分野におけるデータにかかる取組と

してよく言われる「オープンデータ」とは何だろうか。 

内閣官房に設置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）が 2017（平

成 29）年５月 30 日に決定した「オープンデータ基本指針」によると、オープンデータとは、「国、地

方自治体及び事業者が保有する官民データのうち、営利目的・非営利目的を問わず二次利用可能なル

ールが適用され、機械判読に適した形であり、無償で利用できるもの」と定義されており２）、同指針

においては、行政の保有するデータは全てオープンデータとして公開することが原則であるとうたわ

れている。 

 

第２章 オープンデータの重要性 

保有するデータをオープンにすることについては、「ニーズはあるのか」「何に使われるのか」「目

的は何か」という議論になりがちである。しかし、国の「オープンデータ基本指針」にも述べられて

いる通り、公共データは元来市民国民の財産であり、公共財であるという認識に立つべきである。も

ちろん個人情報が含まれるもの、安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるものは公開すべきで

はないが、その場合には公開できない理由をきちんと持っておくことが必要である。 

2021（令和３）年に発生した静岡県熱海市における土石流災害は、悲劇的な事故のレポートととも

に、オープンデータを公開しておくことの重要性が改めて注目された事件でもあった。静岡県では以

前から県が土木作業をするための「点群データによる地域地形情報」をオープンデータとして公開し

ており、「VIRTUAL SHIZUOKA（バーチャル静岡）」と呼ばれるデジタルツインの整備計画はもともと災

害対策のためのものであったが、結果として土石流発生のメカニズムを解析するための基礎情報とし



 

 

て非常に価値のあるものとなった。意義深いのは、事故の検証を従来であれば県が単独で行うところ

を、オープンデータとしていたことで検証のコミュニティが立ち上がり、行政単独では想像もできな

いような人数が関わることで、驚異的なスピードでの巨大な集合知の形成につながった点である。デ

ータを行政の中にとどめることなく、オープンにしておいたことで、東京都におけるシビックテック

の取組と同様、多くの専門スキルを持った市民の参画が可能になったのである。難波静岡県副知事（当

時）が「時代が変わった」という言葉とともに、行政の「自前主義からの脱却」について自らの言葉

で実感を持って語る姿は非常に印象深いものであった。３） 

 

第３編 本市の状況 

第１章 本市の取組 

大阪市は、地方自治体の中ではいち早くオープンデータに取り組んでおり、2014（平成 26）年１月

の時点から「公共施設の情報」や「統計情報」についてオープンデータとして公開を行っていた。そ

の翌年の 2015（平成 27）年１月には、大阪市としてのオープンデータへの考え方を示す「オープン

データの取り組みに関する指針」を策定、公表している４）。この指針では、大阪市自らが積極的に、

コンピュータが読み取れる形式でデータを公開し、営利目的か否かを問わず活用を認め、促進するこ

とを謳っており、現在も本市における取組のバックボーンとなっている。 

また、大阪市オープンデータポータルサイト５）を

2016（平成 28）年に開設、2022年（令和４）年には全

面的なリニューアルを行い、掲載データの質・量の向

上に取り組んでいる。（図１） 

本市は、「オープン市役所」として市の全会議を公開

するなど他都市と比較しても情報公開（オープン）が

積極的に行われており、統計情報も多数ホームページ

上に掲載されているが、公開されている数多くの情報

はそのほとんどが PDF ファイルであり、機械判読性や

二次利用が難しい状態のものが多い。「データ」の形で

の公表はまだまだ道半ばであると言えよう。 

 

第２章 水道局の取組 

当局においても、「オープンデータの取り組みに関する指

針」にのっとり、「大阪市水道経営戦略（2018-2027）【改訂版】」

において「水道事業のデータのオープンデータ化」を、「大阪

市水道局 ICT計画第 2.1版」では「オープンデータの推進」

をそれぞれ掲げ、局として取り組んでいる。しかしながら大

阪市オープンデータポータルサイトにおける水道局データ

の掲載は 2022（令和４）年度当初にはなく、「データ」の形

式での情報公開が当局においては積極的に進んでいるとは

言えない状況であった。そのような中、オープンデータの公

開に取り組んだ事例として以下を紹介したい。 

当局が市民に伝えるべき重要な情報の一つである「水道水

の安全性」についての情報を所管する水質試験所では、市民

に対してよりわかりやすい形で情報発信を行うにはどのよ

うな方策がよいのか、について検討していた。これまでは毎

月の地点別水質検査結果を PDFファイルのみで公開しており

（図２）、これには一定のニーズがあるものの、閲覧する市民

が安全性の観点から「網羅的」に確認することは事実上困難

だったからである。 

 

しかし、近年では ICTの急速な発展により、大量のデータを収集・分析・加工し、データの可視化

図１ 大阪市オープンデータポータルサイト 

図２ PDFでの水質検査結果掲載ページ 



 

 

や分析を容易にして、様々なインサイトやビジュアルデータの共有を可能とする BI ツール（ビジネ

ス・インテリジェンス・ツール）と呼ばれるツールが普及してきている。BI ツールは官民を問わず、

蓄積しているデータの利活用を図る組織において必須のツールとなっており、組織における意思決定

をよりデータドリブンなものにすることにもつながることから、当局ではこのツールとオープンデー

タを組み合わせて利用することで、より良い市民への情報発信ができるのではないかと考えた。 

BI ツールについては多種多様なものが存在するが、全世界で 86,000 社以上、日本国内だけでも

4,000 社以上の導入実績があるなど世界的に利用されている（2021 年 10 月時点）点や可視化したコ

ンテンツを WEB サイトへ埋め込むことが可能である

点、さらには中央省庁や自治体など官公庁においても

多くの導入実績があり利用者のコミュニティが活発

である点などを総合的に考慮し、「Tableau」を用いる

こととした。 

人が見やすい表形式（いわゆる横持ちデータ）であ

った PDF ファイルを加工して機械判読性の高い縦持

ち形式の CSVファイルを新たに作成し、Tableau を用

いて可視化したコンテンツを 2022（令和４）年８月

より当局のホームページに新たに掲載した。これによ

り、閲覧者は自身が見たい地点や期間を自由に選んで

インタラクティブにグラフの操作・表示ができ、水質

試験情報の視認性が格段に高まったと考えている。 

あわせてデータの利用者によるさらに自由な分析

が可能になるよう、作成した CSV ファイルは文字コ

ードや改行コードなどのメタデータを付与したうえ

で当該ページ及び大阪市オープンデータポータルサ

イトに掲載している（図３）６）。 

いくら大方針や立派なポータルサイトを作ったところで、公開すべきデータがなければ「仏作って

魂入れず」の状態になってしまう。組織的なオープンデータの推進には、実際に事業においてデータ

を扱っている各所属の理解と協力が欠かせないことから、今後も積極的な提案・働きかけに加えて、

意識の醸成が必要であると考えている。 

 

第４編 海外の事例 

一方、海外に目を向けると、水道事業体自らが多

くのデータを積極的に公開している状況が見受け

られる。これらの取組は行政の透明性を高めると同

時に、市民へのわかりやすい情報発信を可能にして

いるという点で、ベストプラクティスとして参考に

なる要素が多くあると考える。 

オープンデータの先端都市として知られるニュ

ーヨーク市では、同市のオープンデータポータルサ

イトに、各月の濁度、大腸菌、塩素等の水質情報をま

とめた「水質モニタリングデータ（Drinking Water 

Quality Distribution Monitoring Data）」や、1979

（昭和 54）年からの年次の水使用量の推移がわかる

「ニューヨーク市における水使用量の推移（Water 

Consumption in the City of New York）」といったデ

ータが掲載されている。７）また、これらはポータルサイ

ト上で容易に可視化が可能であり、ポータルサイトそのものの性能が高いことも特筆すべきである。 

また欧州では、近代水道が我が国に 80 年あまり先だって整備されたイギリスがオープンデータに

おいても代表格となっており、首都ロンドン市のオープンデータポータルサイトでは貯水池の水位が

図３ 視認性を高めた水質検査結果掲載ページ 

図４ ロンドン市データストア（ポータル）サイト 

 



 

 

視覚的にわかりやすいグラフで発信されていることに加え、機械判読性の高い形式でのデータ提供が

合わせて行われている（図４）。８） 

「ロンドンデータストア（London Datastore）」と名付けられたロンドン市のポータルサイトでは、

単にデータを掲載するだけにとどまらず、シンプルなグラフや親しみやすいデザインを駆使してデー

タを視覚化・可視化して市民に分かりやすい情報発信を行っている点が目新しい。 

 

第５編 まとめ 

以上のように、オープンデータの取組は古くは 2000 年代初頭から始まっており、ここ数年になっ

て急に始まったものではないが、国内においてはオープンデータを十分に提供している水道事業体は、

現時点ではほとんど見当たらない。国外と比較すれば取組の進捗に我が国との差があることは明らか

であろう。 

オープンデータの取組のさらなる推進には意義・必要性の周知が欠かせないが、オープンデータを

進めるうえで重要な「情報とデータの違い」をおおむね理解していると回答した職員は当局において

約 27％にとどまっていた９）。データの公開が進まない一因には、データあるいは ICTにかかるリテラ

シーの欠如もあると考えている。 

第３編第２章で示した水質試験所の事例のように、テーマ性を持ったうえで情報とデータを合わせ

て示し、市民に対してわかりやすく情報発信していくことは、今後の取組の一つの柱になるものと考

える。啓発や人材育成を積極的に行いつつ、できるところからあるいは課題意識のある部署に対して

オープンデータの推進部署が主体的にコミットし、量は少なくても質の高いデータを公開するなどベ

ストプラクティスを積み上げていきたい。 

行政がオープンデータの取組を進めることは、公開する側の職員がデータに親しむことにつながり、

リテラシー向上にも寄与すると考えられることから、今後も当局では経営戦略や ICT計画に掲げるオ

ープンデータの取組を積極的に進め、「貢献する水道」の基本方針に基づいた「水道事業に関するデ

ータの積極的な提供」10）によるデータ活用社会の実現に貢献することをめざしていく。 

 

第６編 おわりに 

近年では「データストーリーテリング(Datastorytelling」や「責任ある可視化（Vizresponsibility）」

といった言葉や概念も聞くようになっている。前者は文字通りデータを使って語ることであるが、そ

もそもデータは意味を持たせなければただの数字の羅列になってしまう。技術の進歩によって以前は

考えられなかった量のデータを高速に処理できるようになった現在、データを使って何を見せるか、

何を語るか、は以前より重要になってきているとも言える。行政の分野で考えると、市民とのコミュ

ニケーションツールとしてデータを積極的に活用してくことは自然な流れではないだろうか。 

データに囲まれて生活している現代だからこそ、これまでの旧態依然とした取組にとどまることな

く、デジタル化した社会、あるいは未来の社会を見据えて、行政の持つデータを積極的に発信・活用

していくことが求められているのではないだろうか。 
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「コロナ禍をきっかけとした水道出前教室の見直し」 

―職員派遣型から教材貸出型へ― 

〇播磨 純一郎（豊中市上下水道局） 山下 由美子（豊中市上下水道局） 

山田 栗子（豊中市上下水道局）  

 

1.はじめに 

 豊中市上下水道局では、平成 13年（2001年）より、水道を初めて学習する小学 4年生を

対象に、水の循環や、水資源の大切さを知る環境学習の場として、局職員が小学校に出向き、

沈殿実験やろ過実験などの体験型グループ学習（水道出前教室）を毎年実施してきた。1校

ずつ 2時間の授業時間を使い、4年生全員を対象に体育館などで 5～10名程度のグループに

分かれて実験を実施。しかし新型コロナウイルス感染症の影響により、グループ形式で長時

間にわたる学習を展開することは困難となった。 

そこで、コロナ禍を踏まえて、これまでの方式を根本的に見直して密の回避と時間の短縮

などを考慮し、かつ従来同様の学習効果を得られるような新しい形の方法を考案した。本稿

ではこれら内容の取り組みを報告する。 

      

 

 

 

 

 

 

 

2.改善工夫の観点 

 これまでの方式を見直すにあたっては、以下の 3点を工夫した。 

 ・局職員が授業に出向かなくても実験ができること。 

 ・教員の負担も大きく増えないこと。 

 ・1人 1台実験装置を使えることで、児童が楽しく学習できること。 

実験装置を作成するにあたり、児童 1人につき１台にすることで、ソーシャルディスタ

ンスを確保することができ、実験にかかる時間も短縮出来るのではと考えた。装置を小型

化・軽量化し、机に実験用具と冊子が置けるサイズに工夫した。以下、実験装置及び実験

実施についての詳細である。 

 

（1）沈殿装置・実験 

以前は 1ℓビーカーに事前に作成した泥水を入れ、凝集剤（PAC）を局職員がスポイトで 2

～3 滴注入、児童が割りばしで撹拌しその後静置し、沈殿状態を確認していた。そのため、

体育館での学習 グループごとで沈殿実験 



児童の密集が避けられず、また水温、薬剤の量などの違いにより実験結果としてもばらつき

があった。新たに考えた方法は以下のとおりである。 

① 500㎖～700㎖のペットボトルに水を六分目まで入れる。 

② 洗顔料や化粧品にも使用されるカオリンを約 0.2㌘入れ、蓋をして２０回ほど振って

濁り水（模擬原水）を作る。 

③ 火山灰（シラス）を原料とした※無機凝集剤を約 0.2 ㌘入れ、蓋をして２０回ほど振

り机に静置し状態を確認する。（凝集始まり） 

④ さらに２０回ほど振り机の上に静置して状態を観察する。するとペットボトル内で大

きなフロック（かたまり）が形成され、３０秒ほどで沈殿する。 

このように沈殿実験自体をペットボトル内で完結させることができた。  

※この凝集剤は PACと同じようにプラスに帯電しており、マイナスの電荷を持つ微粒の

汚れを引き寄せて凝集することが出来る 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ろ過装置・実験 

以前は以下の写真左のような大型のろ過装置を使い、児童が観察していたが、今回の小型

ろ過装置は机の上で実験出来るよう作成した。またろ過材にはさまざまな種類があるが、豊

中市の浄水場では砂ろ過を行っていることから、小型ろ過装置でも砂を採用した。 

 

 

 

 

 

改善後、ペットボトル内で完結 以前の沈殿実験 

②模擬原水を作る 

以前のろ過装置 改善後のろ過装置 

薬剤（カオリン、
凝集剤、DPD）を
色分けし、使う
順番に番号をラ
ベルした 

③凝集剤を入れる ④沈殿中 ④沈殿完了 ① 水を入れる 



ろ過装置の作成方法は以下のとおりである。 

① 1ℓのペットボトルを半分程度に切断する。 

② 蓋に千枚通しで 3か所穴をあける。 

③ メラミンスポンジ（30㎜×30㎜×15㎜厚）のフィルターを入れ、蓋を閉める。 

④ そこに、洗浄し汚れが無くなったきれいな川砂を 230㌘入れる。 

⑤ B5サイズのトレーに支柱取り付け用突起をビスで固定する。 

⑥ 口径 13 ㎜の水道管（耐衝撃性硬質塩化ビニール管）を使用して作成した支柱（約 25

㎝）を立てる。 

⑦ ペットボトルのろ過装置をマジックテープと輪ゴムで支柱に固定する。 

⑧ 装置下部にビーカーを置き、沈殿実験で出来た上澄み水を静かに入れ、ろ過を行う。 

ろ過されて装置下部から出た水を観察し、水道水のように透明であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）残留塩素実験 

 残留塩素実験に関しては、従前どおりの方法で実施している。 

 ① 沈殿実験とは別にもう一本ペットボトルを用意し、半分程度水道水を入れる 

②その中に DPD 0.1㌘を入れ、蓋をして 10回程度振る。 

 ペットボトル内の水が透明からピンク色に変化する様子を観察し、水道水が塩素消毒さ

れていることを確認する。  

※（2）-⑧で、ろ過実験での水が落ちきるまでに時間があるため、この時間を利用して残

留塩素の実験を行えば、さらに時間の短縮を図ることができる。 

 

３.実施検証 

 以上の改善を行った結果、従来同様の学習効果の確保に加えて以下のような効果が得ら

れた。 

④砂を入れる ① ペットボトル切断 ②穴をあける ③フィルターを入れる 

⑤トレー 

⑥支柱を立てる ⑦ろ過装置を固定 ⑧ろ過装置完成 

輪ゴム 

マジック 

テープ 



・教室から体育館までの移動時間に加え、沈殿実験の薬品投入時や大型ろ過装置使用時

の待ち時間が発生していたが、改善後は教室で児童 1人ずつが実験できた。3つの実験

の合計所要時間が 15分から 20分となり、授業全体では 90分（授業時間 2コマ分）か

ら 45分（授業時間 1コマ分）に短縮できた。 

・4年生全クラスで一斉に授業を行っていたので、実施日の調整や変更が困難だったが、

改善後はクラス単位で実験ができ、機材貸出期間内（3日間から 5日間）で各クラス

の教員が自由にこの授業を実施できるようになった。 

・体育館などで実験の様子が見えるように大型の機材を使用していたため、授業前に局

職員が 1時間かけて準備していたが、新機材は教員が休憩時間内に設置・撤収できる

ようになった。 

・局職員が説明していた内容をもとに、説明書や教材リスト、説明用 DVDを作成したこ

とで、教員のみの指導で実験ができるようになった。 

・局職員による授業を行わず、また器材を小型化・軽量化したことで、局職員の時間と

労力を削減することもできた。 

・以前は授業後に毎回ろ過装置のメンテナンスを行っていたが、改善後のろ過装置は 10

回以上の連続使用が可能で、5月から 12月の貸出期間中に 3回程度のメンテナンスで

提供できるため、負担が軽減された。 

・その他の効果として、これまで主に体育館で開催（６月～７月）していたが、機材の

小型化により教室内でできるため、熱中症対策にも繋がった。 

また、実験後のアンケート結果では、「子どもたちがウキウキワクワクしながら実験でき

た」「器材はよくできていて使いやすかった」など、多くの先生方から高い評価を得た。 

              

 

4.おわりに 

コロナ禍において活動にさまざまな制限がかかり、今まで出来たことが出来なくなり事

業継続していた水道出前教室の中止も考えた。その中で児童が安全に楽しく分かりやすい

方法を考えることで今回の器材考案に至った。現在機材数はトレー・支柱が 108台、ろ過装

置が 144台で運用中であり、令和 4年度は市内 42校中、36校 3194名が実験に参加した。 

また、小学生だけでなく広く水道に対する興味・関心を持ってもらうため、実験動画を豊

中市ユーチューブ「とよなかチャンネル」に今年度中にアップする予定である。 

今後も多くの人に水道事業に関心を持っていただけるように改善に取り組みたい。 

コンパクトに保管・輸送できる 提供教材と説明用 DVD 



デジタルコンテンツ及びクラウドサービスを活用した浄水場見学の充実 

                           京都市上下水道局 
                               谷 晃輔 
１ 概要 

  本市の浄水場では、小学４年生を対象に例年 7,000 人超の社会見学の受入

を行っていたが、コロナ禍において、令和２年度は受入の見合せを行った。ま

た、令和３年度は緊急事態宣言下を除き、受入を再開したものの、1,500 人超

に留まっている。 
このような状況を踏まえ、社会見学の選択肢の１つとして、動画視聴やデジ

タルパンフレット等のデジタルコンテンツを作成・オンライン学習化し、感染

対策としての代替手段に加え、事前・事後の学習を可能とすることで、水道事

業へのより一層の理解促進に努めている。 
また、当該コンテンツの改善を図るため、クラウドサービスを活用したアン

ケートを実施したので、それらの取組を報告する。 

 
２ 目的 

⑴  コロナ禍において、社会見学に来ることができない小学生などに向けて

浄水場バーチャルツアー動画を作成する。 
⑵  浄水場の社会見学の際に、配布しているパンフレットをデジタル化し、

併せて、ペーパーレス化を図り、長期的な視点での経費削減に努める。 
⑶  小学校の学習活動における GIGA 端末の活用などを踏まえ、社会見学の

新たな選択肢の１つとして、デジタルコンテンツを制作・オンライン学習

化し、小学校において、当該コンテンツを活用していただくことで水道事

業の理解促進を図る。 

 
３ デジタルコンテンツ（当局ホームページ引用） 
⑴ 浄水場バーチャルツアー動画（YouTube に掲載、１０分程度） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



当該バーチャルツアー動画は、当局水道関連部署に所属する若手職員の

連携の強化を目的として活動する MIYAKO PROJECT が作成した。作成

にあたっては、動画の時間やどのような画角で撮影すれば、浄水場の仕組

みが分かりやすいかをグループで検討し、小学生に何か１つでも印象に残

るように、実験コーナーやろ過池洗浄の様子など動画だからこそできる演

出を考えた。また、ナレーションについても、蹴上浄水場の特徴も考慮し、

関係者とも協議を行いながら、完成させた。 
参加者からは、メンバー間でのアイデアのブラッシュアップ・業者への

意見の伝え方について、考える機会になったとの意見や普段は浄水場の業

務に関わらない部署の職員からは、動画作成の過程が、非常に勉強になっ

たとの意見があり、副次的な効果もあった。 
なお、動画再生回数は、掲載５箇月（令和４年９月末時点）で約 1,700

回となっている。 

 
⑵ デジタルパンフレット（PDF 形式にて掲載、１５ページ）抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 浄水場を統括する施設課が中心になって、浄水場の意見も確認しなが

ら、細部にこだわり作成した。 
なお、紙のパンフレットをデジタルパンフレット化することで、小学

校のタブレット端末を活用してもらうなどし、従来、施設見学時に配布

していたパンフレットの印刷を在庫がなくなるまで凍結するなど、一定

の経費削減が図れた。 



⑶ すいどうクイズ（デジタルブック形式にて掲載、９問）抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設課、浄水場で小学生の子供を持つ職員により、小学校４年生が習う

科目を用いて水道に関するクイズを作成した。国語・算数・社会・理科で

構成されており、上級編もあり、保護者の方も楽しめるコンテンツとなっ

ている。 

 
４ クラウドサービス（kintone）を活用したアンケート 

⑴ kintone の活用 
kintone は、クラウド型業務アプリ開発プラットフォームで、案件管

理などのアプリがノンプログラムで作成できる。目的に応じてデータを

抽出し集計することもの可能である。 
今回のアンケートについては、kinotone へデータが自動で保存されて

いくウェブフォームを作成できるフォームブリッジを使用した。 
⑵ 教育委員会等との連携 

デジタルコンテンツの更なる充実に向けて、教育委員会と連携し、 

当該コンテンツを活用いただいた先生方に、アンケート調査（ＱＲコー

ドを携帯で読み取って、簡単に回答できる仕組み）を実施した。 
⑶ アンケート結果 
〇動画・パンフレットは理解できましたか。 



（理解できた 75％ 概ね理解できた 25％） 

〇動画の時間は適当でしたか。（適当だった 100％） 

〇クイズの内容はどうでしたか。（興味深かった 100％） 

〇デジタルコンテンツは学校の授業で活用できますか。（活用できる 100％） 

・先生方からは、次の意見があった。 
  〇 見学の場で説明を聞き逃してしまった児童にも、もう１度コンテン 

ツを使って教室で振り返りを行うことができました。見学とコンテン

ツの両方を利用することで、浄水場の仕組みについてよく理解してい

ました。 
  〇 水道管の工事の様子、浄水場から家までの地下の配管の配置、実際

に傾斜になっていることわかる動画。琵琶湖の水と浄水後の水の比較

動画。一日に使う水の量の紹介などがあるとうれしいです。 

  
 ５ 考察 

 本市でも、様々な工夫を行って広報に取り組んでいるが、紙面等の限られ

たスペースで、水道水の水質や安全性について、説明することには限界があ

り、一定の情報量を伝えられる動画等は有効な手段である。 
小学校においては、授業で一定の時間をとって水道の勉強をすることか 

ら、ここをターゲットに、様々なコンテンツを準備し、先生方にも活用して

もらって、学習の充実を図ることは、水道事業の理解促進に向けて効果的・

効率的であると考える。 
今回は、本市教育委員会から各学校にコンテンツを紹介してもらうとと 

もに、国立・私立小学校にも情報提供を行った。その結果、小学校からも、

出張授業の依頼があり、実際に授業に行くと、子供たちが熱心に水道の勉強

をする姿に感心させられた。  
今後は、子供たちから保護者の方 

へ伝わる仕組みの検討やアンケート 

結果を踏まえたデジタルコンテンツ 

の更なる充実を図り、引き続き、 

浄水場見学の充実及び水道事業の 

理解促進に努めたい。  
最後にデジタルコンテンツ作成に 

協力いただいた、水道部施設課 
及び各浄水場、MIYAKO PROJECT 
の皆様には、心から感謝いたします。 
本当にありがとうございました。 

京都教育大学付属京都小中学校HPから引用 



コロナ禍における水需要構造の変化 

 

大阪市水道局 〇砂原 梨乃 

土橋 裕輝 

          益﨑 大輔 

 

１．はじめに 

 令和２年より流行が続く、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）感染拡大防止を目的と

した緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等に伴う様々な行動制限により、人々のライフスタイ

ルは大きく変化した。一方で、感染拡大防止と社会経済活動の両立を目的とし、政府及び地方自治

体による経済支援策及びワクチン接種の普及等が進められ、段階的に行動制限は緩和されているも

のの、COVID-19感染拡大前の生活状況に戻っているとは言えない。また、この間における、各種オ

ンラインサービスの普及等により、これらライフスタイルの変化が将来的に想定される COVID-19共

存社会においても、一定程度、定着する可能性もある 1)。 

 大阪市域(以下、市域)における水需要は、家庭、事務所、旅館及び娯楽施設等、様々な用途で使

用されており、コロナ禍における人々のライフスタイルの変化は、こうした水需要構造に大きな変

化を与えた 2,3)。これらの変化から水需要構造を経年的にモニタリングすることで、人々のライフス

タイルの変化及びその定着の度合いを評価できると考えられる。 

 本報告では、業態別及び時間帯別に、コロナ禍における水需要構造の経年的な変化を分析し、認

められた変化と人々のライフスタイルの変化との関連性を考察するとともに、今後、ライフスタイ

ルの変化の定着を想定し、その評価方法についての考え方を報告する。 

 

２. 調査方法（活用データ） 

 水需要構造の分析にあたり活用したデータは以下のとおり

である。いずれの水量も令和元年１月～令和４年７月までの

データを活用し、令和元年をコロナ前、令和２年以降をコロナ

禍におけるデータと定義した。なお表記方法について、2019年

は元号が２つ存在するため、本報告では便宜上、2019 年を令

和元年として表記している。 

①  調定水量 

大阪市水道局(以下、当局)で、毎月行っている水道メータ検

針で得られる個々のユーザで使用水量（調定水量）を業態別に

分類し、市域における業態別での水需要構造の分析に用いた。

当局では、ユーザを表-１に示す 21 業態に分類しており、家

庭での使用水量を生活用水量、それ以外での使用水量を都市

活動用水量としている。 

②  浄水場出口配水量 

当局の３つの浄水場（柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場）

からの合計配水量を浄水場出口配水量として定義した。浄水

場出口配水量は日単位だけではなく、時間単位でも取得可能

であり、これを用いて、市域全体での時間帯別の水需要構造の分析に用いた。 

③  分譲マンション使用水量 

大阪市住之江区に位置する分譲マンション（契約件数：606世帯）（以下、マンション）への引き

込み管に設置されたスマートメータ（φ150ｍｍ）から取得可能な毎時の使用水量を家庭における時

表-１ ユーザの業態分類 

一般住宅

鉄筋住宅

アパート・寮

学校

工場

その他公益法人

美容・理容

クリーニング

プール

市場

公衆浴場

官公署

病院・医院

運輸関係

事務所

小売店

百貨店

飲食店

娯楽場

旅館

その他

都市活動用水量

（18業態）

生活用水量

（3業態）



間帯別の水需要構造の分析に用いた。マンショ

ンには、受水槽が設置されていることから、各

家庭での水使用状況をタイムリーに把握でき

ないものの、朝方（５時～10時）、昼間（11～

16 時）、夕方（17時～20時）及び夜間（21時

～４時）の時間帯に、受水槽に水道水が補給さ

れたタイミングを水使用の期待値として捉え

ることで、マンション全体での使用水量の傾向

変化を評価した。なお、当該スマートメータは、

令和元年４月１日からデータ取得を行ってい

るが、スマートメータに付随する無線機更新の

ため、令和３年３月 15 日から令和３年８月４

日の期間はデータ取得が行えていない 

 

３. コロナ禍における行動制限等 

 令和２年以降、COVID-19感染拡大に伴う緊急

事態宣言発令時に大阪府より要請された主な

行動制限 4)は表-２に示すとおりである。 

 

４. 調査結果 

４．１ 業態別使用水量の変化 

 図-1には、生活用水量と都市活動用水量の推

移を示した。COVID-19感染拡大に伴う行動制限

の要請がなされた令和２年３月以降、令和元年

同月と比較して、生活用水量は増加し、都市活

動用水量は減少する傾向がみられ、これは現在

まで継続している。特に、初めての緊急事態宣

言の影響を受けたと考えられる令和２年５月

には、その影響が顕著であり、生活用水量は

6.9％増加、都市活動用水量は 33.2％減少して

いた。 

また、図-２には、業態別水量について令和元

年同月と比較した各月の増減率群（n=31）を箱

ひげ図で示した。これより、図-1で減少傾向を

示した都市活動用水量について、すべて業

態で使用水量は減少傾向を示していた。 

業態別にみると「学校、プール、百貨店

及び娯楽場」では、最小値以下に傾向の異

なる外れ値が存在しており、これらは緊急

事態宣言発令時に要請された施設休止の

影響を受けたものと考えられる。また、「事

務所、百貨店、飲食店、娯楽場及び旅館」

の減少率が他の業態よりも大きく、これら

は不要不急の外出自粛（STAY HOME）、リモ

ートワークの普及等に加え、商業、娯楽施

設及び飲食店の休業（時短営業）や旅行控

表-２ 緊急事態宣言時の主な行動制限要請 

緊急事態

宣言
期間 主な行動制限＜大阪府の要請＞

第1回

R2.4.7

～

R2.5.21

・不要不急の外出自粛、府県をまたぐ移動の自粛

・イベントの開催自粛

・施設*の使用制限(休止含む)

・飲食店の時短営業20時まで(酒類提供店は19時まで)

・臨時休校＜政府からの要請(R2.3.2～R2.5.30)＞

第2回

R3.1.14

～

R3.2.28

・不要不急の外出自粛、首都圏との往来自粛

・イベントの開催制限(上限5,000人、定員50％以内)

・施設*の使用制限(時短営業20時まで)

・飲食店の時短営業20時まで(酒類提供店は19時まで)

第3回

R3.4.25

～

R3.6.20

・不要不急の外出、府県をまたぐ移動の自粛

・イベントの開催制限(原則無観客)

・施設*の使用制限(休止含む)

・飲食店の時短営業20時まで(酒類提供店は休止)

第4回

R3.8.2

～

R3.9.30

・不要不急の外出、府県をまたぐ移動、旅行の自粛

・イベントの開催制限(上限5,000人、定員50％以内)

・施設*の使用制限(時短営業20時まで)

・飲食店の時短営業20時まで(酒類提供店は休止）

*具体的な施設については4)参考文献を参照

図-１ (a)生活用水量と(b)都市活動用水量

の推移 
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図-２ コロナ禍における業態別水量の増減 
（箱ひげ図、n=31） 



え等コロナ禍における行動制限の影響が反映された結果と考えられる。 

一方で、いずれの業態も四分位範囲が約 20%以内に集約されており、水需要構造の変化に影響を

与えたと考えられる人々のライフスタイルの変化及び行動変容パターンが一定程度、定着しており、

図-２で示す四分位範囲に増減率群が集約されているものと示唆される。 

今後、COVID-19 共存社会への移行に伴い、業態別水量はコロナ前の状況に戻ると推察されるが、

特に使用水量減少の大きかった「事務所、百貨店、飲食店、娯楽場及び旅館」は、全体水量、給水収

益に対し、それぞれ 17.2％、29.6％を占め（対令和元年比）5)、事業運営に与える影響も大きいと考

えられる。また、リモートワークや各種オンラインサービスの普及によるライフスタイルの変化の

定着の影響を受けることも想定されるため、使用水量の変化については注視が必要である。 

４．２ 時間帯別水量の変化 

  図-３には、コロナ禍における時間帯別浄水

場出口配水量について、コロナ禍前である令和

元年の同週同曜日との配水量比較を行い、その

配水量差の平均値、平均値の 95%信頼区間及び

緊急事態宣言期間内外の増減量を示した。ここ

では、特徴的な３つの増減ピークが確認され、

朝方（５時～10時）における配水量減少、夕方

（17時～20時）における配水量増加、夜間（21

時～４時）における配水量減少が顕著であっ

た。また、これら増減ピークについて、緊急事

態宣言期間、期間外でその傾向は一致している

ものの、増減量は緊急事態宣言期間が期間外よ

りも大きく、緊急事態宣言の発令により、行動

変容の程度が増大しているものと推測される。 

図-４は、時間帯別のマンション使用水量に

ついて、同様の比較を行ったものである。結果、

朝方（５時～10時）、昼間（11～16時）及び夕

方（17時～20時）における使用水量増加、夜間

（21時～４時）の使用水量減少傾向が認められ

た。また、昼間（11～16時）、夕方（17時～20

時）及び夜間（21時～４時）の時間帯では、浄

水場出口配水量と同様に、緊急事態宣言期間内

外で増減傾向は一致し、増減量は緊急事態宣言

期間の方が期間外よりも大きかった。一方で、

朝方（５時～10時）の時間帯に着目すると、緊

急事態宣言期間の使用水量は期間外と比較して使用水量が少なく、傾向が逆転していた。昼（11時

～16時）の時間帯における緊急事態宣言期間の使用水量が期間外と比較して、大きく増加している

ことと合わせると、緊急事態宣言の発令に伴うリモートワークの普及等により、昼間の在宅時間が

増加したことに加え、朝の活動を行う時間帯が相対的に遅くなったことが想定される。 

このように、コロナ禍においては、在宅時間の増加、商業、娯楽施設及び飲食店の休業(時短営業)

以外に、リモートワークを行っていない場合でも帰宅時間が早まっていることが想定される。これ

らのライフスタイルの変化や行動変容、図-４の結果から図-３で示した浄水場出口配水量の増減傾

向の要因を以下のように推定した。 

① 朝方（５時～10時）における配水量減少 

（生活用水量の増加を上回る都市活動用水量の減少） 

・  施設の休業やリモートワークの普及による出勤者数の減少に伴う事務所等での使用水量の減少 

図-３ 時間帯別浄水場出口配水量の増減 

（エラーバーは 95%信頼区間） 

図-４ 時間帯別マンション使用水量の増減 

（エラーバーは 95%信頼区間） 
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② 昼間（11時～16時）における配水量減少 

（生活用水量の増加を上回る都市活動用水量の減少） 

・  施設の休業やリモートワークの普及による出勤者数の減少に伴う事務所等での使用水量の減少 

③ 夕方（17時～20時）における配水量増加 

（都市活動用水量の減少を上回る生活用水量の増加） 

・ 帰宅時間が早まり、かつ入浴や食事が集中したことに伴う、使用水量の増加 

④ 夜間（21時～４時）における配水量減少 

（生活用水量及び都市活動用水量の減少） 

・ 入浴や食事が夕方に集中したことに伴う夜間の使用水量の減少 

・ 娯楽施設及び飲食店の休業(時短営業)、それら利用機会の減少に伴う使用水量の減少 

 

５. ライフスタイルの変化とその定着の評価 

  コロナ禍においては、「４.調査結果」で示したとおり、人々のライフスタイルの変化に伴った水

需要構造の変化が生じている。特に、逓増性の料金制度を採用している当局にとって、生活用水量

よりも比較的料金単価の高い都市活動用水量が減少している事実は、使用水量の減少以上に給水収

益の減少が大きくなることを示しており 2)、施設老朽化対策及び耐震化等に伴う水道施設の更新需

要が今後、高まる水道事業体にとって、経営面においても注視すべき課題である。 

これらの変化については、行動変容の緩和、COVID-19共存社会への移行に伴い、今後、コロナ禍

前の水需要構造に戻っていくと推察しているが、コロナ禍において普及した各種オンラインサービ

スやリモートワーク等の影響により、生じたライフスタイルの変化や水需要構造の変化は一定程度、

定着することが想定される 1)。本報告で示したように、水需要構造の変化がライフスタイルの変化

の写し鏡にあることを鑑みれば、このような水需要構造の変化を経年的にモニタリングすることで、

ライフスタイルの変化の定着、将来の水需要量及び給水収益への影響を評価できるものと考えられ

る。 

 

６. おわりに 

 本報では、コロナ禍における使用水量の分析を行い、人々のライフスタイルの変化等に伴う水需

要構造の変化について、業態別及び時間帯別に取りまとめた。これら水需要構造の変化は本市特有

の現象ではなく、多くの水道事業体で同様の傾向を示しているものと考えられること 3)、また都市

活動用水量の割合が高く逓増性の料金制度を採用している水道事業体では、ライフスタイルの変化

の定着に伴う給水収益の減少が見込まれること等から、多くの水道事業体にとって活用可能な知見

であると考えている。今後も、継続的な使用水量の分析を行うことで、将来的な水需要量及び給水

収益への影響を評価していく。 
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１．はじめに 
 監視カメラは、古くから防犯・安心安全・設備監視省力化の観点より水道施設を含め、幅広 

い社会インフラで導入されてきた。カメラ本体は技術の進歩とともに、以前のアナログ式から 

デジタル式へ移行され、さらに近年では外出先からのリアルタイム監視などのニーズもあり、 
クラウドの利用が広がりつつある。しかしながら、防犯意識向上による鮮明な映像要求、カメ 

ラ設置台数、監視拠点数増加もあり扱う画像データ量が増えており、結果としてクラウド使用 

料、回線使用料があがりランニングコスト増大が懸念される。これらを回避するための監視カ 

メラシステムを開発したので報告する。 

 

２．監視カメラシステムにおけるクラウド利用時の課題 
   鮮明な映像要求、設備監視省力化によるカメラ設置台数、監視拠点数が増加したことにより、 

クラウド利用時のランニングコスト増大に繋がっていることが課題となっている。 

  2-1.鮮明な映像要求に伴う画像データ量の増加 

画像データは、防犯意識向上による人物特定、顔識別など鮮明な映像要求に伴い解像度、 

   画質が従来と比べて高くなっている。表１に示す通り扱うデータ量は、従来と比べ静止画・ 

   動画ともに約４倍以上増加している。今後も画質向上に伴う増加が予想される。 

 

  

2-2.カメラ設置台数、監視拠点数増加による画像データ量の増加 

    カメラの汎用化による導入コスト低減、巡回点検の効率化、防犯意識向上もあり従来監視 

していなかった箇所への導入促進、無人化による遠隔集中監視など監視の効率化がされた。 

結果、カメラ設置台数、監視拠点数が増加し扱う画像データ量が増加している。 

2-3.ランニングコストの増大 

    ランニングコストは、接続点の数と回線使用料、クラウド側のサーバ利用容量により決定 

される。鮮明な映像要求、カメラ設置台数、拠点数増加に伴いランニングコストの増大に繋 

がっているものと考える。 

 

３．画像データ量削減検討 
第 2章でクラウドを利用した監視カメラシステムにおいて、画像データ量増加によるランニ 

ングコストが課題としたことで、画像データ量を削減するための検討を行った。監視カメラシ 

ステムのデータは大きく分けて画像データ、制御データの２つに分けられるが、データ量の大 

半は画像データが占めており、画像データの削減がデータ量の削減、ランニングコスト低減に 

つながると考えた。画像データの削減のために、カメラ本体の画像圧縮技術向上、カメラ設置 

台数の削減も検討事項としてはあるが、カメラ本体の開発、監視方法見直しなどが必要になる 

ことから、今回は利用用途による必要な画像データの整理に着眼し検討を行った。 

画像データの利用用途は、大きく分けて設備監視と防犯監視が考えられ、それぞれ必要な画 

像データが異なっている。導水流入部や発電機運転状況などを確認する設備監視においては、 

稼働状態を主とした監視となり、監視対象にもよるが監視対象物の変化があまりないため、常 

 

 

 

監視カメラにおける 

クラウド利用方法の提案 

 
      ○ 畑 正明（横河ソリューションサービス）    川出 慎士（横河ソリューションサービス） 

         山本 裕司（横河ソリューションサービス）   和田 篤士（アムニモ） 

表１.解像度に対する画像データ量比較 



 

時リアルタイムな画像データを取得する必要がなく定期的な静止画データの取得で十分監視の 

目的は達成すると考えた。一方、不審者の侵入や異常事態の発生などを確認する防犯監視にお 

いては、状況証拠、証明用として利用されるため、現状リアルタイム監視と合わせ動画データ 

の保存が重要視され常時動画データ取得が必要となっている。しかしながら、事象発生時以外 

のデータは利用されておらず、結果活用しないデータとなっている。よって、今回利用シーン 

における必要な画像データの整理をした結果、必要となる画像データは次の２つに整理できた。 
１．変化の少ない監視対象、つまり防犯監視は定期的な静止画データ 

２．異常事態の把握が必要な監視対象、つまり設備監視はリアルタイム監視と合わせ事象 

発生前後の動画保存データ 

 

４．クラウドを利用しやすいシステムの開発 
 ３章の比較より、画像データ量削減のために必要な項目を次の３つにまとめ監視カメラシス 

テムの開発を行った。今回開発したシステムを図１に示す。 

１．定期的な静止画データ 

２．事象発生前後の動画データを外部トリガにより伝送 

３．現場でのバックアップ保存 

クラウドを利用した監視カメラシステムは大きく分け設備部、変換部、伝送部、処理・保存 

部の４つの階層に分かれており、画像データ量削減のためには、必要なデータを必要な時期に 

送信することが重要であり、そのためには回線を利用する前の現場側に上記３つの機能を有す 

る構成が良いと考えた。設備部であるカメラよりも今回は変換部である変換装置に対し、機能 

付加することを考えた。変化の少ない静止画データは、あらかじめ指定された周期で定期的に 

クラウドへ送信、事象発生前後の動画保存データは、外部トリガによる事象発生前後の動画デ 

ータを一定期間保存して必要な動画データのみを選別しクラウドへ送信するようにした。ま 

た、伝送部における伝送路障害の際、クラウドとの接続ができなくなりデータ欠損、監視でき 

ないリスクを想定し、現場でも保存できる機能を持たせ必要に応じ取出し可能なシステムの開 

発を行った。 

 

 

 

５．システム比較 
   次にクラウドを利用した監視カメラシステムでのデータ量、信頼性、経済性について、事例 

の多いシステム構成にて比較したものを表２にまとめた。条件としては、ポンプ場にカメラ４ 

台、監視用のＰＣブラウザを１台設置の構成とした。 

 

監視カメラにおける 

クラウド利用方法の提案 

 
       

 

図１.クラウドを利用しやすい監視カメラシステム構成例 



 

  

 表２に示す通り、画像データによる伝送部にかかる負荷が約２分の１に低減され、回線利用 

料低減が図れた。録画装置に保存される画像データ量も約１００分１と大幅に削減されること 

が分かり、結果画像データ量が減ることによる監視カメラシステムにおけるクラウド利用時の 

ランニングコストを抑えることが可能となった。 

 
６．まとめ  
   今回開発した監視カメラシステム利用により、通信、保存に必要な画像データ量が大幅に削 

減され監視カメラシステムにおけるクラウド利用に必要なランニングコストが抑えられること 

が分かった。さらに、事象発生前後の画像データのみ確認を行うことでこれまで実施していた 

保存画像検索、確認作業の効率が上がり、監視員の負担軽減にもつながると考えられる。 

今後は、AI技術を活用した画像解析、物体検知、人物識別などが利用できることによりさら
なる画像データ量削減を目指す。 

 

 

参考文献：月間『計装』2022年 10月号 アムニモ記事 
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 表２.監視カメラシステムにおけるクラウド利用時のデータ量、信頼性、経済性比較 



大口径配水管布設工事における概算数量設計発注方式の試行 

 

牟田 義次（豊中市上下水道局）  池永 正文（豊中市上下水道局） 

西沢 好則（豊中市上下水道局） 〇森  梨菜（豊中市上下水道局） 

 

１．はじめに 

水道事業を安定的に維持するには計画的かつ継続的な管路の改築更新が必要不可欠であり、本市では   

「豊中市水道施設整備計画」に基づき、8.5km/年の管路更新（更新率約1.0%）を行っている。 

そして、業務効率化の推進や職員の技術継承を進めていく対応策の一つとして、地元工事会社に詳細設

計付きで工事を一括発注する方式を試行中である。本稿では、令和 3 年度に本市で実施した概算数量設計

発注方式（以下「概算発注方式」という。）の試行について、その取り組み概要と実施結果を報告する。 

 

２．豊中市の現状 

 

豊中市は大阪市の北側に位置しており、令和 3 年度末                  

時点で、給水人口399,958 人、一日最大給水量128,835m3/

日、管路総延長は、816,769m（内基幹管路は75,854m）で、

これまでの管路整備の結果、管路耐震適合率は管路全体で

35.2％、基幹管路に限っては69.8％に達している。高度経

済成長期を中心に急速に整備してきた管路などについて

確実に経年による老朽化が進んでおり、管路の更新需要は

増加傾向にある。そのため計画的な管路更新が必要であ

る。 

 

３．概算数量設計発注方式の試行 

 （１）本市の検討経緯と考え方 

本市では、以前から設計積算業務の効率化等に取り組む中、平成 30 年度に日本ダクタイル鉄管協会 

の「管路更新を促進する工事イノベーション研究会」に参画し、概算発注方式を検討してきた。研究

会では、小口径の適用事例が多いが、中大口径では給水管の接続もなく、事前に十分な埋設位置の検

討を行うため施工中の変更が少ない等、更なるメリットが期待できると考え、適用を決めた。なお、

工法変更が生じないよう、事前に開削工事で実施可能であることを前提に検討を進めた。 

 

【複数水源】 

猪名川 

淀川 

自己水区域 

受水区域 



（２）試行実施までの取り組み                             表-1 

内部調整 
｢試行｣との位置づけのため、実施要領等の制定は行わなかった。また、契約担当課

との調整では「積算が適切であれば問題ない」ことを確認した。 

外部調整 
本市建設業協会内の事業者への周知は協会を通じて、協会外の事業者には個別に

本発注方式の概要説明を実施し、理解を得た。 

設計・積算 

 

設計作業 従来発注方式 

概算発注方式 

地下埋設物調整・

照会あり 

地下埋設物調整・

照会なし 

地下埋設物調整図の作成 設計コンサルタント 受注者 
設計      

コンサルタント 

↓    

他企業調整      

（道路法第34条協議） 
発注者 受注者 発注者 

↓    

設計図の作成 設計コンサルタント 受注者 

受注者に任せる業務範囲(地下埋設物調査･照会の有無等)に応じ、設計委託の実務

必携項目の内、｢図面作成｣または｢図面作成と現地調査｣を設計費として計上した。

また、概算数量は、本市の過去の工事実績から算出した。 

入札方式 総合評価一般競争方式（特別簡易型） 

（３）工事の概要                                     表-2 

工事番号 №604 №606 №8 №9 №10 

工 期 R3.4.7～R4.3.30 R3.4.7～R4.1.31 
R3.8.24～

R4.3.25 

R3.8.27～

R4.2.28 

R3.8.27～

R4.2.28 

工事概要 φ700L=272m 他 
φ700L=294m, 

φ350L=223m 他 
φ600 L=367m φ600 L=307m φ600 L=251m 

受注者の

設計業務 
図面作成と現地調査 図面作成 

備 考 道路法第34条協議は受注者で実施 
R3.3月の漏水事故に伴う緊急対応 

（6月に公告実施） 

 

４．実施結果・検証 

（１）総括・所感 

図１、図２は今回の試行工事において受注者が作成した設計図である。今回の試行では、発注者側

で行っていた地下埋設物調査や他企業調整を踏まえた詳細設計図の作成などについて、受注者での実

施には相当な時間や負担がかかると想定していたが、受注者が一定の設計スキルや他企業協議に臨め

る人材を有していたこともあり、順調に工事を完了することができた。また、後述のような効果を確

認することができたことから、今後も試行を継続して検証を進める。 

 



 

図-１ №604 設計図 1 

 

図-2 №604 設計図 2 



 

 

（３）確認できた効果 

①詳細設計を省略し概算数量設計としたことで、大幅に設計積算業務を軽減できた。 

②若手職員が工事会社の知識や経験を取り入れながら取り組む良い機会となった。 

③発注時の設計時間をかなり短くできるため、緊急対応工事に適用できることが確認できた。 

④概算数量設計に伴う精算変更（誤差）は許容範囲内であった。（下表参照）      表-3 

工事番号 №604 №606 №8 №9 №10 

口径 φ700 φ700 φ350 φ600 φ600 φ600 

材料費(%)※1 10.6 -7.6 -3.2 4.7 -13.1 17.7 

請負金額(%)※2 13.7 5.1 11.9 -2.6 17.6 

※1 口径毎の材料費の変更率 

※2 工事毎の請負金額の変更率 

（４）工事会社の意見 

本市として初めての取り組みで、「業務の担当範囲が明確でない」「他企業管調査や調整図作成の 

手順が分からない」など戸惑う部分もあったが、今回の試行を経験することで、「次回はよりスムー

ズに進められると思う」との意見もあった。また、「詳細設計図は竣工図と同様に描くことができ、

問題ない」「現地調査等により現場条件に合わせた設計図を作成することで、施工内容の理解が深ま

り段取りよく進めることができ、管材料の返品も少なかった」との声が聞かれた。 

（５）今後の課題 

・受注する工事会社への概算発注方式の浸透（対応可能な工事会社の拡大） 

・従来方式との併用による技術力の保持と継承していくべきコア業務の整理 

・概算発注方式の小口径工事への適用と効果検証 

 

５．おわりに 

本市では令和 4 年度にも概算発注方式の試行（φ800･700･250･200･150）を行い、中大口径での試行継

続に加え小口径での効果を検証予定である。その結果も踏まえ、今後の適用範囲や従来方式とのバランス等

を検討し、その他の効率化策と併せ、管路更新計画を着実に実施していく。最後に、様々な情報提供を頂い

た「管路更新を促進する工事イノベーション研究会」委員の皆様に心より謝意を表す。 

 

【参考文献】 

１）日本ダクタイル鉄管協会、 

「管路更新を促進する工事イノベーション 研究会（第２期）令和３年度研究経過報告書」、令和４年５月 



 

水道建設工事におけるコスト節減の取組み 

１． はじめに 

東大阪市上下水道局では、平成 17 年度より水道料金及び下水道使用料の徴収率向上、計画的な漏水調査によ

る有収率の向上など様々な経営改革に取り組んでいる。なかでも水道事業は、老朽化施設の更新に多額の費用が

必要となることから、令和元年度策定の「東大阪市行財政改革プラン2020（上下水道編）」において、平成22年

度より実施している「水道建設工事のコスト節減」に引き続き取り組むこととした。 

また、令和2年度には水道事業における最上位計画として「ひがしおおさか水道ビジョン2030」を策定し、今

後の水道が目指す姿と目標を設定し、その実現に向けた今後の施策の方向性を示した。「水道建設工事のコスト

節減」はビジョンの重点施策の1つである「必要な財源確保の推進」と関連した取組みとなる。本市では料金収

入が減少する厳しい経営状況の中、事業経営の持続性確保のため、東大阪市上下水道事業経営審議会にて「水道

料金のあり方」を諮問・審議しているところだが、建設改良事業費の確保に向けた料金見直しについては、コス

ト節減に関するこれまでの取組みを継続するとともに、さらなる経営効率化にも取り組む必要がある。 

 本稿では、「東大阪市行財政改革プラン2020（上下水道事業編）」の「水道建設工事のコスト節減」の取組みに

ついて報告する。 

２． コスト節減の取組み概要 

 本プランにおける取組みの概要を表-1 に示

す。令和2年度から令和6年度までの5か年計

画となっており、毎年１億円の節減を行い、計

画期間において5億円の節減に取り組むことと

している。 

３． 継続して取り組む内容 

（１） 低コスト工法採用による工事費の節減 

 管路更新工事を行う路線において、舗装復旧工事を行うにあたり一定の道路幅員や作業スペースが確保できる

現場では、道路切削工法を採用し、路面復旧費の節減に努めている。また、本工法の採用により建設副産物の抑

制にも取り組んでいる。 

●令和3年度の節減効果額は、約2,560万円  

●舗装版取壊工法から道路切削工法にすることにより、約4,500円/㎡（舗装厚さによる）の節減が可能である。 

（２） 他企業等との共同施工による工事費・委託費の節減 

 他企業や他事業者が施工する路線において、埋設調査時及び道路連絡協議会等による施工情報の共有により、

施工場所・時期の調整を行うことで路面復旧費の節減に努めている。また工事路線における測量データ等の提供

○東大阪市上下水道局 他谷 渉 
 
 
 
 

表-1 取組み概要 

取組項目 
取組スケジュール・効果額（百万円） 

担当部 
R2 R3 R4 R5 R6 

水道建設工事の 

コスト節減 
100 100 100 100 100 水道施設部 

【取組内容】 

建設改良事業における水道施設や管路の更新工事等において、建設コストを抑制

するために、引き続き以下の取り組みに努めます。 
・他企業との共同施工 
・低コスト材料や低コスト工法の採用 
・建設発生土の再利用など 

 



 

水道建設工事におけるコスト節減の取組み 

を受けることにより委託費の節減にも努めている。これまで下水道事業やガス事業が行う工事のほかに、市の都

市計画道路築造工事や河川改修工事に合わせ水道工事を行っている。 

●令和3年度の節減効果額は、約2,030万円  

●路面復旧費（負担割合は協議による）や測量費が不要となる。 

（３） 建設発生土の再利用による節減 

 国土交通省「発生土利用基準について」に基づき、平成30年度より工事毎に所定の調査試験方法から判断し、

利用可能な土質区分であれば、発生土を埋戻材として再利用するものとし、工事費の節減に努めている。 

●令和3年度の節減効果額は、約2,680万円  

●発生土を埋戻材として再利用することにより、約13,000円/㎥の節減が可能である。 

４． 新規に取り組む内容 

（１） 耐久性、経済性に優れた水道本管材料の採用検討による節減 

令和 2 年度より、新たな配水管材料の採用に向け検討を行ってきた。

まず、耐久性、施工性及び経済性に優れた材料をピックアップし、それぞ

れの材料の評価を行い、その中で評価に優れた水道配水用ポリエチレン

管（以下、「HPPE管」という）について試験施工（写真-1）を行った。令

和2年度で1か所、令和3年度で12か所の合計13か所になり、布設延

長は約 2.4km になる。この新規材料の検討における試験施工により、工

事費が節減された。令和4年度からは、φ150以下はHPPE管を本採用す

るため、今後も新規材料採用による節減として継続して取り組んでいく。 

●令和3年度の節減効果額は、約3,460万円  

●GX形ダクタイル鋳鉄管からHPPE管にすることにより、約10％～15％/

現場の節減が可能である。 

５． これまでの取組み実績 

取組み実績を表-2 に示す。令和2年度においては、低コスト工法の採

用がなかったことに加え、新規材料採用に向けた検討段階であったため目

標効果額を下回ったが、令和3年度は達成することができた。今後はこれ

までの取組みを継続することに加え、HPPE 管採用による効果により、更

なる節減効果が得られると考えている。 

６． おわりに 

 行財政改革プラン2020（上下水道事業編）では、これまでの節減項目を継続しつつ、新しい材料の採用検討を

行うなど、新規の取組みも行っている。今後は、施設規模や管路口径の適正化（ダウンサイジング）による費用

縮減や、複数工区をまとめて発注することによる工事費の節減に取り組むとともに、再生可能エネルギーの活用

による新たな収入の確保に努めるなど、「必要な財源確保の推進」に取り組んでいきたいと考えている。 

※この報告における節減効果額は東大阪市独自試算によるものである。 

写真-1 試験施工 

表-2 取組み実績 
令和2年度 令和3年度

8,730 10,730
節減効果額
（万円）

　※目標効果額　10,000万円



新設ポンプ所における機器の検討 

 

○兵庫県企業庁水道課   西 佑真 
 兵庫県企業庁利水事務所 岡村 篤樹 

 
１．はじめに 

 安全で安心な水道水の安定供給には、

事業計画に基づいた施設の整備や更新が

重要だが、「人口の減少等に帰因する水

需要量の減少による収入の減少」に加

え、「高度成長期に建設した施設の老朽

化による維持管理費や更新費の増加」は

事業運営の大きな問題となっている。 

現在、兵庫県企業庁では 5 つの浄水場

整備を行い運営管理している。その 1 つ

船津浄水場(姫路市)は神谷ダムと黒川ダムを水源とし、7 市町に 130,480 ㎥/日(計画水量)

を供給している。このうち加西市は、ポンプ圧送により送水を行っているが、施設の老朽

化による更新時期であることから、施設の集約化を行い更新費と維持管理費の低減を図る

ために新たに鴨谷配水池を整備し、他自治体からの水道用水供給を県水受水に振り替える

こととした。 

鴨谷配水池での受水には、既存県水管路からの再加圧が必要であり、そのため整備した

「栗田ポンプ所」における施設スリム化の取り組みについて報告する。 

 

２．栗田ポンプ所について 

これまでの加西市向けの送水は、船津浄水場の北部系送水ポンプから圧送された水が寺

山配水池(8,800
㎥/日)及び別府

ポンプ所を経由

し、明神山配水

池と同ラインを

利用した船木方

面の滝野供給点

と西脇供給点

(合計 9,890 ㎥/
日)に行っていた。 図 1 位置図 

旧管路 



しかし、新規の鴨谷配水池は別府ポンプ所より船津浄水場側に位置するため、別府ポン

プ所からの送水はできない。また、船津浄水場の送水ポンプだけでは揚程が不足する。こ

のための栗田ポンプ所を整備することになった。 
 

３．ポンプ所の検討について 

栗田ポンプ所の整備にあたり、別府ポンプ所の運用も含め、維持管理性とランニング等

を考慮し検討をおこなった。 
検討は栗田ポンプ所整備後にも別府ポンプ所を存続・運用する場合（ケースＡ）と、別

府ポンプ所を廃止し栗田ポンプ所に別府ポンプ所の機能を統合し、明神山・船木方面の配

水池に送水する場合（ケースＢ）について、ランニングコストを試算して比較した。 
ランニングコストは、以下の項目について算定した。 
① 定常ランニングコスト 

(a) 動力費 
(b) 日常的な点検保守及び整備費 

② 定期整備等 
10 年程度で発生する分解整備(オーバーホール)、装置取替等 

算定の結果、表１のようにケースＢ(別府ポ

ンプ所廃止)の方が、明神山・船木方面の送水

ポンプの消費電力量が大きいことから、動力

費についてケースＡ(別府ポンプ所存続)に劣

る。一方で他の項目では運用するポンプ所数

が少ないケースＢの方がランニングコストが

小さくなり、別府ポンプ所を廃止し栗田ポン

プ所に機能集約するケースＢの方がトータル

コストが低くなる結果となった。 
別府ポンプ所廃止の場合には計画している自家発電設備の新設も必要なくなること、維

持管理性においても、1つのポンプ所に集約した方が良いと判断した。 
 

４．送水ポンプの検討 

 (1)ポンプの共通化 
栗田ポンプ所からの送水に必要なポンプの台数及び規格等を検討した。送水条件は表 2

のとおりである。 
鴨谷配水池への必要なポンプ規格と、明神山・船木方面に必要なポンプの規格に関して

は、揚程の比較から条件の最も厳しい滝野供給点（96.00ｍ）を基準として規格を考え、

鴨谷と明神山・船木方面へのポンプの共通化によるポンプ台数の削減を検討した。 

表 １ ランニングコストの比較表 



表 2 のとおり必要

な揚程が約 100ｍ程度

と近い値であったこ

と、さらに鴨谷と明

神山・船木方面の計

画水量が約 1:3 であ

ることから、定格流

量を 2.3 ㎥/日としポ

ンプを鴨谷向けポンプ 1台、明神山・船木方面向けポンプ 3台とした。 
定格流量 2.3 ㎥/分=3,312 ㎥/日 

(計画水量 鴨谷：3,100 ㎥/日<3,312 ㎥/日、明神山・船木方面：9,890 ㎥/日<9,936 ㎥/日)  

  
以上の結果から予備機を 1 台のポンプで共有化でき計５台での運転にすることで、維持

管理性の向上とランニングコストの削減をおこなうことができた。 
 

５.運転方法 

鴨谷配水池と明神山・船木方面では、

送水系統（ルート）が異なるため、運転

方法は以下のとおりとした。 

(1)送水ポンプは各系統に1台以上の専

用機を設ける。また2系統合計で１台以

上の予備機を設ける。 

(2)送水ポンプ吐出側ヘッダ管を共通

化し、ポンプ稼働の切替えが可能な配置

とする。 

(3)吐出側ヘッダ管に電動切替弁を設

けることにより吐出側系統を分離する。

なお、電動切替弁の開閉は遠隔でも操作
図 ４ ポンプ配置イメージ 

表 ２ 送水条件 

図 ３ 滝野供給点への出力計算 図 ２ 鴨谷配水池への出力計算 



可能とする。 

(4)設置するどの送水ポンプ１台を停止（故障）しても、予備機を含む残りの送水ポンプ

にて上記2系統に計画水量を送水可能とする。 

 
６．共同事業 

整備費は、別府ポンプ所の能力を移行する部分を県が、鴨谷配水池への加圧に係る部分

を市が、それぞれ負担することとした。栗田ポンプ所の整備は兵庫県営水道と加西市水道

との初めての共同事業となった。 
令和元年度に市が先行して着工し、令和 2 年度に県が着工した。完成は令和 4年 3 月。

有効容量 1,080 ㎥の受水槽と予備機を含めて 5 台のポンプを有し、船津浄水場からの水を

受け、加西市新設の「鴨谷配水池」と既存の明神山・船木方面へ計画給水量 12,990 ㎥/日
を送水する。 
 
７．終わりに 

 今回は県と市が共同でポンプ所を整備し、ポンプ規格の共通化、予備機の共有により施

設のスリム化をおこない、維持管理費やランニングコストの低減を図ることができた。 
水道事業は今後ますます老朽化した施設が増え、運営が難しくなるが、本事例がポンプ

所の新設や統廃合を検討する際の参考の 1 つとなれば幸いである。 

図 ５ バックアップイメージ 



基幹施設の更新とバックアップ体制の強化 
－送水トンネル更生と連絡管整備－ 

 

1. はじめに 

 水源となる大きな河川や湖が市内にない神戸市（以下，本市）では，「阪神水道企業団

（旧：阪神上水道市町村組合）」を設立し（昭和 11 年），琵琶湖・淀川に水源を求め，給

水安定化の礎を築くことで市を発展させてきた．令和 3 年度末時点での給水人口は約 151

万人（ピーク：約 154 万人 平成 22 年），日平均配水量約 49.8 万 m3（ピーク：約 60 万 m3 

平成 5 年）である．  

 本市より東部に位置する阪神水道企業団から送られる水は，3 本の送水トンネルにより

市街地東部から西部に一方送りで送水している．具体的には，3 拡送水トンネル（奥平野

以東・昭和 28 年築造・1.81m×1.81m 馬蹄形），4 拡送水トンネル（昭和 39 年築造・2.5m×2.5m

馬蹄形）および大容量送水管（平成 28 年布設・φ2400mm）が市街地東部の送水を，3 拡

送水トンネル（奥平野以西・昭和 32 年築造・1.81m×1.81m 馬蹄形）と 5 拡送水トンネル

（昭和 52 年築造・2.5m×2.5m 馬蹄形）が市街地西部の送水を担っている．本市は水源の

約 8 割を阪神水道企業団からの受水に依存しており，これらの送水幹線は本市の水道事業

の生命線として機能している． 

なお，大容量水管は，阪神・淡路大震災の教訓と経験から平成 5 年に基本設計を進めて

いた六甲山中を通る第 3 送水トンネルを，山岳から市街地直下ルートに変更したもので，

危険分散と耐震性を高め，さらに被災時の応急給水に活用できるように計画変更を行った．

大容量送水管の整備完了により，3 拡送水トンネル・4 拡送水トンネル・大容量送水管の

いずれかが停止した場合でも送水を継続することができるバックアップ体制が整った． 

 

 

図-1．神戸水道の送水幹線の概況 

北神第1ずい道

大容量送水管

3拡送水ﾄﾝﾈﾙ
(奥平野以西)
(末端部更生済)

市北送水ﾄﾝﾈﾙ

5拡送水ﾄﾝﾈﾙ 4拡送水ﾄﾝﾈﾙ

3拡送水ﾄﾝﾈﾙ
(奥平野以東)
（更生済）

北神第2ずい道

千苅
浄水場

上ヶ原
浄水場

奥平野
浄水場

阪神水道企業団
送水ﾄﾝﾈﾙ

【凡例】
；送水ﾄﾝﾈﾙ
；奥畑－妙法寺連絡管（整備中）
；主要送水管
；阪神水道企業団送水施設

奥畑－妙法寺連絡管

武庫川

加古川

明石川

住吉川

5拡送水ﾄﾝﾈﾙ
(末端部更生済)

○山村 優 （神戸市水道局）  牛尾 亮太（神戸市水道局） 

         松田 康孝（神戸市水道局）   



基幹施設の更新とバックアップ体制の強化 
－送水トンネル更生と連絡管整備－ 

2. 送水トンネルの更生とバックアップ施設整備 

大容量送水管整備以前，市街地東部の送水トンネル（3 拡送水トンネルおよび４拡送水

トンネル）についてはその双方を運用しなければ必要水量を送水することができず，一方

の送水トンネルで事故等が発生した場合には，送水能力に不足が生じる状態にあった．ま

た，市街地西部の送水トンネル（3 拡送水トンネルおよび 5 拡送水トンネル）は基本的に

はそれぞれ異なる地域へ送水しており，相互にバックアップすることはできない．これら

の送水トンネルは本市水道の生命線であり，この送水トンネルで事故が発生した際には，

市民生活および都市活動へ甚大な影響を与えることになる．市民への安定給水を確保する

べく，これらの送水トンネルの更生やバックアップ施設の整備を「中期経営計画 2023」で

「基幹施設の更新とバックアップ体制の強化」を重要な事業と位置づけ，精力的に取り組

んでおり．本項ではその取り組みについて紹介する． 

 

（１） 市街地東部における取り組み 

市街地東部においては，3 拡送水トンネルの送水エリアを 4 拡送水トンネルでバックア

ップすることで 3 拡送水トンネルの運用を停止し，FRP 管挿入による更生（昭和 62 年）

を行った．4 拡送水トンネルは，図-2 に示すように六甲山地南麓部の活断層を複数横断し

ており，阪神・淡路大震災の影響が懸念される施設であるが，3 拡送水トンネルだけでは

バックアップができず，調査点検も実施できていないことが大きな課題であった． 

そこで，大容量送水管を整備するとともに，4 拡送水トンネルとの連絡管や立坑から拠

点配水池への送水を担う支線の整備も行うことで，4 拡送水トンネル上流部や拠点配水池

への送水のバックアップを確保した． 

また，大容量送水管からのバックアップができない配水池について新たに 3 拡送水トン

ネルから送水する設備の整備を行い，4 拡送水トンネルの停止に必要な施設整備（図-3）

を令和 4 年に完了したことから，本年 9 月に 4 拡送水トンネルの運用を停止し健全度調査

を開始している（写真-1）． 

 

図-2．４拡送水トンネルと断層位置 1） 

破線：送水トンネル
実線：想定断層位置
〇：想定断層横断位置



基幹施設の更新とバックアップ体制の強化 
－送水トンネル更生と連絡管整備－ 

この健全度調査では，全方位カメラと目視による覆工表面変状調査，電磁波レーダー

による覆工背面調査などに加え，既往文献や踏査による断層調査も併せて実施し，調査

結果をもとに，適正な補修と更生方法の検討を進めているところである． 

 

（２） 市街地西部における取組み 

 3 拡送水トンネルおよび 5 拡送水トンネルの末端部で近接する一部区間においては，

それぞれ他系統から拠点配水池へ送水するための管路整備を行ってバックアップを確保

し，送水トンネルの覆工背面充填，ひび割れ補修，管挿入による更生を順次実施してきた．

しかし，上記のバックアップの確保および更生を実施することができた区間はあくまで一

部であり，大部分の区間については，その送水経路上に相互の連絡施設を有しておらずバ

ックアップが確保されていない状況である．そのため，事故時のバックアップ機能はもち

ろんのこと，それぞれの送水幹線の更生時の代替送水施設の整備が急務となっている． 

  

 

 

図-3．4 拡送水トンネルバックアップの概念図 写真-1．送水トンネル調査状況 

 

図-4．奥畑－妙法寺連絡管 位置図 

推進工法区間
本管Φ1100 L=0.15㎞

シールド工法区間（本線）
本管Φ1600 L=3.71km

5拡送水トンネル

3拡送水トンネル



基幹施設の更新とバックアップ体制の強化 
－送水トンネル更生と連絡管整備－ 

 

そこで，3 拡送水トンネルと 5 拡送水トンネルを経路途中で連絡し，事故時および更生

工事のバックアップ確保を目的とした連絡管（奥畑－妙法寺連絡管）の整備を令和 2 年よ

り進めている．この連絡管は，非開削工法を用いて図-4 に示すように幹線道路直下に設け，

この連絡管によって日最大約 6 万 m3の相互融通が可能となる．主要諸元を表-2 に示す． 

 

3. 送水トンネルの今後について 

現在は 4 拡送水トンネルの補修・更生により市街地東部の送水の安定化を，奥畑―妙法

寺連絡管の整備により市街地東部の送水トンネルの相互バックアップの確保に取り組ん

でいるところである．4 拡送水トンネルの補修・更生は令和 11 年まで，奥畑―妙法寺連絡

管の整備は令和 7 年に完了する予定である．これらが完了した後は，令和 18 年頃に 3 拡

送水トンネル（西部）の更生，令和 32 年頃に 5 拡送水トンネルの更生を計画している．

送水トンネルの更生には多大な費用を要するため，将来の使用水量を予測した上で水道シ

ステム全体を俯瞰した適正な補修・更生を検討していく．  

 

4. おわりに 

冒頭で述べた通り，本市の送水トンネルは水道事業の生命線と言える重要な施設である．

それらの事故時リスクは極めて高く，その更生やバックアップ施設の整備は必要不可欠な

事業であり，今後着実に実施していく所存である． 

現在実施している奥畑―妙法寺連絡管の整備は大深度，長距離，多様な地質といった

特徴故に施工難度が高く，施工業者から様々な技術提案を受けながら慎重に取り組んで

いる．また，4 拡送水トンネルについては六甲山麓部の活断層を横断しているため，阪神

淡路大震災が地下構造物へ与えた影響を評価できる機会であると考えている．そのため，

事業完了の暁には，事業の詳細を改めて紹介したいと考えている． 

 

5. 参考文献 

1) 通商産業省工業技術院 地質調査所：「神戸地域の地質」，1983 

      「大阪西北部地域の地質」，1983 

表-2．奥畑－妙法寺連絡管の主要諸元 

 

計画口径 φ1,600（シールド区間）、φ1,100（推進区間） 

計画延長 約 3.87km（約 3,710m＋150m） 

計画深度 約 GL -6 ～ -77ｍ 

計画送水能力 60,000m3/日 

事業費 約 70 億円 

工事期間 令和２年度～令和７年度（予定） 

 



残留塩素濃度管理システムについて

〇 能勢 正樹（株式会社クボタ） 

                    丹羽 茂之（株式会社クボタ）

１．はじめに 

近年、人口減少や節水機器の普及に伴う水需要の減少により、配水管路内におけ

る残留塩素濃度の低下が問題となる場合がある。そのため、一部の事業体では配水管

路内の残留塩素濃度確保のため、管路末端部における排水作業を余儀なくされる場合

があり、これらの作業に係る人員の確保や排水コストの削減が課題となっている。こ

のような課題を解決するため、弊社では排水量の削減及び残留塩素濃度の適正管理を

目的として、残留塩素濃度の自動測定を行い、残留塩素濃度が設定値以下に低下した

場合には電磁弁を開いて排水する機能を有する「残留塩素管理システム」を開発し、

現在実用に向けた試験中である。本システムの導入により、管路末端の残留塩素濃度

を設定値以上に保ち、排水量を必要最小限に抑えることが可能となる。 

これまでいくつかの事業体のご協力をいただき本システムのフィールドテストを

実施してきたが、ここでは、それらの中から一例（２事業体３カ所のテスト内容）を

報告する。 

２．残留塩素確保システムの概要 

本システムは、水質測定のためのセンサ、測定結果を記録するデータロガー、デ

ータロガーからの信号で開閉する電磁弁で構成される。なお、計測に必要な機器は、

メーターボックス内に収納することも可能である。 

水質センサが測定した残留塩素濃度がしきい値に達すると、ロガーから電磁弁に

開閉信号が送られる。残留塩素濃度が下限値以下になった場合、電磁弁開(排水開始)

状態となり、同濃度が上限値以上になるまで排水が継続され、上限値に達した時点で

電磁弁閉（排水停止）状態となる。 

表 1 残留塩素濃度管理システムの仕様 

項目 内容 

測定可能 

項目 

残留塩素濃度（～2.0m/L） 

電気伝導率 

水温 

水圧 

測定間隔 
2 分、3 分、5 分、10 分、 

20 分、30 分、60 分から選択 

連続稼働時間 
30 日  

（バッテリー(3.7V128Ah)使用） 

外形寸法(mm) 

※コネクタ等の突起除く 

水質センサユニット 190×130×380 

データロガー     220×130×190 

電磁弁 
Φ13～50 

（電源はデータロガーから供給） 

図１ 機器設置例 



３．フィールドテストの方法 

（１）テスト概要 

 フィールドテストの概要を表２に示す。 

表２ フィールドテストの概要 

フィールド事業体 

（テスト実施箇所名） 

Ａ事業体 

（Ａ） 

Ｂ事業体 

（Ｂ１、Ｂ２） 

テスト期間 

令和 3 年 12 月 24 日（金） 

～ 

令和 4 年 3 月 25 日（金） 

令和 4 年 5 月 19 日（木） 

～ 

令和 4 年 7 月 5 日（火） 

測定項目 残留塩素濃度、水圧、排水量 
残留塩素濃度、水圧、 

排水量、水温 

測

定

間

隔 

残留塩素濃度 

水圧 

水温 

５分間欠測定 

排水量 
同条件の期間内に、複数回、水道メーターの値を読み取り、そ

の差分から時間当たりの排水量を算出した 

校正 

十分な慣らし運転の後、残留塩素濃度について、DPD 試薬を用い

た残塩計による校正を行った。その後、週に１～２回の頻度

で、センサ指示値と残塩計の値を比較し、センサの測定精度確

認を行った。 

（２）システムの構成 

フィールドテストの機器構成概要を図２に示す。 

フィールドテストでは既設の排水管

に電磁弁を接続し、電磁弁及びその他

の機器をトランクに収納・設置した。 

本システムは以下３点の主要機器か

ら構成されており、排水量測定には別

途水道メーターを設置した。 

① 水質センサユニット 

② データロガー 

③ 電磁弁 

写真１ 機器収納トランク内部 写真２ 機器設置状況（Ｂ２） 

図２ フィールドテストの機器構成概要 



４．フィールドテストの結果 

４．１ Ａ事業体におけるテスト結果 

（１） 残留塩素濃度の適正管理 

テスト中の残留塩素濃度測定結果(条件Ａ_③の場合)を図３に示す。 

設定した下限値（0.20mg/L）以上の残留塩素濃度が維持されたことが確認された。 

（２）排水量の削減効果 

テストは８パターンの条

件下で実施した。 

従 来 の 排 水 状 態 (常 時 排

水・117L/min)を条件Ａ_①と

し、単位時間排水量について

は、その影響を確認する為、

条件Ａ_⑥ (53L/min)の２パタ

ーンとした。また、電磁弁を

開閉するしきい値についても

２パターン設定した。 

各テスト条件における１日

当たりの排水量を表３に示す。 

一例として、条件Ａ_③の場合、条件Ａ_①(常時排水)と比較すると、排水量は

8.1m３/日(5％)となり、約 160 m３/日(95％)削減となった。 

フィールドテスト期間中は必ずしも水源水質、及び水温等の条件が一定ではない

為、各条件の単純な比較は難しいが、各々の単位時間排水量において、日排水量は

「常時排水」＞「下限値 0.20、上限値 0.25」＞「下限値 0.15、上限値 0.20」とな

った。また、同じしきい値の条件同士（条件Ａ_③とＡ_⑦、及び条件Ａ_②とＡ_⑧）

を比較すると、単位時間排水量による明確な傾向は認められなかった。 

なお、条件Ａ_④では残留塩素濃度減少の低減を期待して浄水処理における活性

炭を通常の 10 倍使用したが、テスト結果から費用対効果が得られないと判断した為、

条件Ａ_⑤は実施しなかった。 

電磁弁のしきい値 

（mg/L） 活性炭 
単位時間の排水量 

下限値 上限値 117（L/min） 53（L/min） 

常時排水 通常 
条件Ａ_① 0.26 

168.0 

条件Ａ_⑥ 0.23 

76.6 （46％） 

0.20 0.25 

通常  
条件Ａ_③ 0.24 

8.1 （5％） 

条件Ａ_⑦ 0.24 

9.8  （6％） 

通常の 

10 倍 

条件Ａ_④ 0.24 

6.7 （4％） 

条件Ａ_⑤  － 

実施せず 

0.15 0.20 通常  
条件Ａ_② 0.20 

5.3 （3％） 

条件 A_⑧ 0.19 

3.5  （2％） 

表３ 各条件における１日当たりの排水量 
上段左：条件名、    上段右：期間中の平均残塩濃度（mg/L）  

下段左：日排水量（m3/日）、下段左：条件Ａ_①の日排水量との比
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図３ 残留塩素濃度測定結果（条件Ａ_③） 



４．２ Ｂ事業体におけるテスト結果 

（１） 残留塩素濃度の適正管理 

フィールドテスト中の残留塩素濃度及び排水量測定結果を図４に示す。 

設定した下限値（0.15mg/L）以上の残留塩素濃度が維持されたことが確認された。 

なお、6 月 14・15 日の排水量（図中〇印）は配水池における塩素注入装置不具合

により残留塩素が低下したため、テスト実施箇所の排水量が増加した。 

（２）排水量の削減効果 

Ｂ１でのテストは、従来の排水状態(常時排水・12.3L/min)である条件Ｂ１_①と、

電磁弁の開閉により排水を制御した条件Ｂ１_②、条件Ｂ１_③の３パターンとし、

Ｂ２でのテストは、従来の排水状態(常時排水・17.7L/min)である条件Ｂ２_①と、

電磁弁の開閉のより排水を制御した条件Ｂ２_②の２パターンとした。 

各テスト条件における１日当たりの排水量を表４に示す。 

テスト箇所Ｂ１、Ｂ２のいずれにおいても、常時排水に比べ電磁弁の開閉により

排水制御した場合には日排水量を大きく低減できた。特にＢ２の排水量は常時排水

25.5 m３/日から 1.4m３/日(5％)となり、約 24.1 m３/日(95％)削減となった。 

５．まとめ 

 これまでのフィールドテストの条件下において、残留塩素濃度の適正管理ができ、
それに伴い排水量の削減でも効果が確認された。今後、夏季におけるフィールドテス
ト、及び長期の連続運転テストに関する報告を行う予定である。 

以上 

テスト

箇所 

電磁弁のしきい値 
（mg/L） 

単位時間の排水量 

下限値 上限値 12.3（L/min） 20.0（L/min） 17.7（L/min） 

Ｂ１ 

常時排水 
条件Ｂ１_① 0.21 
17.7  

0.15 0.20 
条件Ｂ１_② 0.18 
5.2  (29％） 

条件Ｂ１_③ 0.17 
4.7  （27％） 

Ｂ２ 

常時排水  
条件Ｂ２_①  0.25 
25.5

0.15 0.20   
条件Ｂ２_②  0 .18 
1.4     （5％） 

表４ 各条件における１日当たりの排水量 
上段左：条件名、    上段右：期間中の平均残塩濃度（mg/L）  

下段左：日排水量（m3/日）、下段左：常時排水の日排水量との比

図４ 残留塩素濃度及び排水量の測定結果（テスト箇所Ｂ１） 



 

 

自動排水装置による滞留部の水質維持効果と導入メリットの評価 
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小仲 正純 

魚津 颯二郎 
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１.はじめに 

人口減少や節水機器の普及等に伴う水需要の減少は、料金収入に影響を与えるだけでなく、配水管路内の

滞留箇所の増加による水質問題にも影響を及ぼしている。その対策として、常時排水や作業員による定期排

水などが行われているが、これらの対策は無収水量の増加、作業員の人件費や作業負荷の増加等につながり、

水質維持とのトレードオフが課題となる。 

この課題解消のため、弊社はタイマー制御の電磁弁開閉で定期的に排水を行う自動排水装置（以下、装置

と呼ぶ）を開発し、導入効果確認のため、滞留対策が必要な実配水管路でのフィールドテストに取り組んだ。

本稿ではその成果について報告する。 

 

２．自動排水装置の概要 

（１）仕様 

装置の外観と設置例を図 1に、主な仕様を表 1に示

す。装置は、低コスト且つ取り扱いを容易とするため、

シンプルな構成をコンセプトとしている。また、コント

ローラを含めて量水器ボックスもしくはφ500 の弁室

内に収まるコンパクトな形状で、外部電源を必要とせ

ず、IP67相当の保護性能を有しているため、設置場所の

制約が少ない特長を有する。 

設置は、図 2 に示すように装置の流入側配管はサド

ル付分水栓等を介して配水管と接続し、流出側配管は排

水溝等に流れるように接続する。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

項目 仕様 

保護性能 IP67相当 

電源 
9Vアルカリ乾電池1個 

約1年間使用可能 

配管 
呼び径20 ステンレス鋼製 

ねじ込み管継手 

排水設定 
最大2回／日、 

1回当たり1分～9時間59分 

量水器BOX内 φ500弁室内 

コントローラボックス 

逆止弁付止水栓 採水弁 

電磁弁 量水器 

流方向 

図 1 装置の外観（上）と設置例（下） 

 

表 1 主な仕様 

図 2 設置方法例 

排水溝等 
自動排水装置 

配水管 

サドル付分水栓 

G.L 



 

 

（２）装置による水質維持イメージ 

残留塩素濃度と経過時間の関係を図 3 に

示す。装置は、管路状況に応じた排水条件に

設定することで、残留塩素濃度が管理目標下

限値以下となる前に排水を行い、残留塩素を

適正濃度に保つ。  

排水条件の設定は、排水インターバルは既

往の研究 1）を参考に設定した式（1）で求め、

排水実施時間は滞留水の確実な入れ替えのた

め、テスト開始時は滞留管路延長相当分の管

内水量の 2 倍の排水を行うこととしたが、装

置の運用に適した考え方となるよう、フィー

ルドテスト後にその結果を反映させて見直した。 

Ｉ＝ln（Ｃm／Ｃ0）／（-ｋ）.‥式(1) 

Ｉ：排水インターバル（hr）、Ｃ0：残留塩素濃度初期値（mg/L） 

Ｃm：残留塩素濃度管理目標値（mg/L）、ｋ：残留塩素濃度減少速度係数（hr-1） 

 

３．フィールドテスト概要 

（１）テスト概要 

フィールドテスト対象管路概要を、表 2に示す。対象管路は、A市の配水管路で滞留水対策が必要な4カ

所とした。なお、滞留水対策として B、C地点では常時排水が行われ、A、D地点では作業員による排水が行

われている。 

テスト期間は令和3年6月～令和4年3月までとし、1週間に1回程度の頻度で装置の点検と排水条件の

見直し等を実施した。また、テスト後は令和4年8月末までの半年間、常時排水に設定した状態で点検無し

で運用し、耐久性等を評価した。 

表 2 フィールドテスト対象管路概要 

 

 

 

 

 

 

（２）評価項目および方法 

①装置の排水条件設定手法の検討 

6～10 月を高水温期、11～5 月を低水温期とし、それぞれについて残留塩素濃度を管理目標下限値以上で

維持できる排水量が最も少ない排水条件を見出し、その結果に基づいて装置の排水条件設定手法を決定した。 

②装置耐久性評価 

装置の耐久性、およびメンテナンス頻度を評価した。 

③装置導入メリットの評価 

決定した装置の排水条件設定手法に従って水質維持を行ったときの経済性や排水量削減効果を、常時排水

および作業員による定期排水と比較した。 

地点 配水管呼び径×滞留部延長（m） 従来の水質維持対策 自動排水装置設置方法 

A φ200×350 ＋ φ150×150 定期排水 φ500弁室 

B φ150×360 常時排水 φ500弁室 

C φ100×410 常時排水 量水器ボックス 

D φ150×520 定期排水 φ500弁室 

図1 装置による水質維持イメージ 

 

図 3 自動排水装置による水質維持のイメージ 



 

 

４．評価結果 

（１）装置の排水条件設定手法の検討結果 

 一連の評価の結果、装置の排水条件設定手法を、a）～c)のように決定することができた。 

a) 1 回当りの排水量は、高水温期は滞留管路延長相当分の管内水量の 1.8 倍、低水温期は同 1.0 倍とす

る。 

b）通水断面全域の水が入れ替わるよう、配水管内が乱流状態に遷移する流速以上に設定し、1回当りの排

水実施時間は最大18時間までとして、なるべく長時間確保することで滞留時間が短くなるようにする。 

c）管路情報および式（1）に基づいて排水インターバルを算出し、排水実施時間と組み合わせて排水開始

日時を決定する。 

上記 a）～c）の考え方に準じて決定した排水条件で水質維持を行った結果の例を、図 4に示す。本手法

で、高低水温期を問わず装置による水質維持が可能と考えられる結果を得た。 

なお、ここで決定した排水条件設定手法は、水質維持の安全側に配慮した排水条件のため、排水量をさ

らに削減できる可能性がある。また、条件の異なる管路に設置した場合にどの程度適用できるかは、未検

証である。そのため実際に自動装置を使用する場合は、設置後1週間程度本条件で様子を見た後に、現地

状況に応じて微調整を行えば、より経済的且つ安全な水質維持ができるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 決定した排水条件設定手法に準じて水質維持を行った結果の例 

 

（２）装置耐久性評価結果 

 耐久性評価結果を表 3に示す。フィールドテスト開始後まもなく、豪雨により全ての弁室等が数日間水没

し、その結果、A 地点においてコントローラボックス内への滲み程度の浸水が認められた（コントローラに

は影響なし）。調査の結果、コントローラボックス蓋への異物の挟まりが要因であることが分かったため、

これをメンテナンス要領に反映させて以降は、豪雨があっても浸水することは無くなった。また設置から 1

年1か月に渡って経過を確認したが、装置に異常は認められなかった。一連の結果より、メンテナンス頻度

は半年に1回程度と設定した。 

 表 3 装置耐久性評価結果（設置から1年1か月） 

地点 配管からの漏水 コントローラボックスへの浸水 電磁弁の動作不良 

A 無し 
豪雨による弁室水没時に滲み程度あり 

→蓋への異物挟まりが原因。対策後は浸水なし 
無し 

B 無し 無し 無し 

C 無し 無し 無し 

D 無し 無し 無し 

1.2m3×9hr 4回/週 2.0m3×10hr 1回/週 

B地点高水温期 A地点低水温期 



 

 

（３）装置導入メリットの評価 

フィールドテストの結果を基に、常時排水および作業員による定期排水に対する自動排水の経済性及び排

水量の削減効果を評価した。評価条件の一部を表 4に示す。定期排水は、自動排水と同じ排水条件を作業員

2名が行うことと仮定し、常時排水が行われていないA、D地点は、滞留管路容量を考慮して常時排水量を決

定した。また、自動排水は10年に1回の更新を行うこととした。 

なお、常時排水と定期排水は共に、最初に排水設備の設置費用が発生する場合があるが、本検討では考慮

しないものとした。 

表 4 自動排水装置導入メリット評価条件 

排水方法 内  訳 

自動排水 

・装置費+装置設置作業費+設置工事費（初年度のみ） 

・メンテナンス代（半年に1回、作業員2名/回） 

・装置更新費（10年に1回、装置費+装置交換作業費） 

・排水費×水単価 

常時排水 ・排水量×水単価 

定期排水 
・作業費（作業員2名/回が、自動排水と同じ頻度で排水） 

・排水量×水単価 

 

自動排水の経済性評価結果を、表 5に示す。定期排水に対しては、全地点において自動排水が経済的とな

った。また常時排水に対しては、装置導入費の影響で初年度の経済性は低くなるが、B 地点を除いて使用年

数が長いほど経済性が高まり、排水量を大幅に削減できる結果となった。なお、B 地点は常時排水の排水流

量が少量であったことから、常時排水が最も経済的となった。 

 

表 5 自動排水装置の経済性評価結果 

地点 条件 

常時排水を100とした時の、 

自動排水及び定期排水の経済性（％） 

常時排水の年間排水量を 

100とした時の自動排水量の

年間排水量（％） 初年度 2年目 4年目 10年目 40年目 

A 
自動排水 161 102 73 61 51 

39 
定期排水 356 356 356 356 356 

B 
自動排水 5924 3964 2984 2593 2123 

1755 
定期排水 23093 23093 23093 23093 23093 

C 
自動排水 153 94 65 53 43 

28 
定期排水 548 548 548 548 548 

D 
自動排水 225 135 89 71 56 

33 
定期排水 422 422 422 422 422 

 

５．おわりに 

フィールドテストにより、装置の排水条件設定手法を決定し、導入メリットを評価することができた。今

後は、異なる場所でも評価を行って排水条件の考え方の見直し等を行い、より経済的な水質維持の実現を目

指したい。最後に、フィールドのご提供にあたりご協力をいただいた関係者の皆様に、深く感謝申し上げる。 

【参考文献】1）財団法人水道技術研究センター：管路内残留塩素濃度管理マニュアル,pp62-65,1999 



  

IoT 技術を活用した水圧遠隔監視システムの導入 
所 属  神戸市水道局配水課 

氏 名  伊賀 正帥  

和氣 巨一  

中野 陽介  

 鶴⾧ 孝二郎 

 

１．背景 

神戸市の水道は、六甲山系による起伏に富んだ地形を活用し、市内 127 箇所に配置した

配水池からの自然流下方式による給水を採用している。 

局所的に標高が低くなる地域等、地形の制約上、配水池からの自然流下では適正水圧を

維持することができない給水区域については、公道内の配水管に減圧弁を設置することで

水圧調整をしており、その箇所数は市内 62 箇所（令和４年 4 月現在）となっている。 

これらの減圧弁は公道下に配置されているため、通信設備設置のための用地や電源の確

保等の制約があり、常時監視が難しく、動作不良等をリアルタイムに把握をすることが困

難であった。 

このため、近年、急速に発展した IoT 技術を活用し、公道下の限られたスペースに設置

が可能で、且つ電源の引込みが不要な電池式の機器による常時水圧監視を導入することと

した。 

 

２．導入前の課題 

 本市では、配水管網に設置した減圧弁に対し、お

およそ 1～2(新設は設置後 3 年から)年ごとのメーカ

ー点検を行っているが、突発的な動作不良等による

ハンチングや断水等のトラブルを完全に回避するこ

とは困難であり、安定給水の観点からは、減圧弁下

流の常時水圧監視等によって常時状態を把握するこ

とが望ましい。 

しかし、本市の場合、道路管理者の占用許可に係

る方針、用地確保、コスト等の課題から、公道に設

置した減圧弁に電源設備や通信装置、制御盤等を整

備することは難しい状況にあった。 

このため、本市ではこれまで、配水管網内の原則

全ての減圧弁下流の記録計室に、ロガ式の水圧計を

設置、１～２週間毎に回収し、データを確認するこ 図１ 



  

とで、減圧弁の状態把握を行ってきたが、水圧異常等が生じてもリアルタイムでの検知が

できないことやデータ回収に係る職員の負担が課題であった（図１、図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．減圧弁の水圧データ提供等業務 

上記の課題を解決に向け、IoT 技術を活用した水圧遠隔監視システムを導入するにあた

っては、以下の通りの方針で検討を進めた。 

・現地に設置する水圧測定機器（電池や通信装置を含む）は、既存の弁室内に設置可能

なものとする。 

・水圧監視システムには、緊急度に応じた 2 段階の警報発報機能を付与し、大幅な水圧

異常が生じれば、警告灯やサイレン鳴動によりリアルタイム（1 時間単位）で認知可

能とする。 

・職員が水圧を確認したい場合に、リアルタイムの水圧の閲覧や過去（1 年程度）の水

圧データのダウンロードが、事務処理用 PC 等から容易に可能なものとする。 

・業務の効率化の観点から、職員はユーザーに徹することとし、電池交換、水圧測定機

器故障時対応等のメンテナンス、管理運営を含めて業務を委託する。 

この結果、本件に係る業務は、水圧測定機器の製作設置、水圧の遠隔監視や警報発報ま

でを含めたシステム開発、設置した機器のメンテナンスまでを含めた「配水減圧弁の水圧

データ提供等業務」として委託することとした。これにより、職員は減圧弁の状態監視に

関して、本業務により提供される水圧データの適宜活用や、システムからの警報発報に応

じ現地確認や修理対応等に専念することができる。 

 

４．システムの概要 

 本業務については、総合評価方式による入札の結果、㈱日立システムズと契約してお

り、システムの主な仕様は以下の通りとなっている。 

 

図２ 記録計室  断面イメージ図 

記録計室  

配水管 



  

①  水圧閲覧機能（図３） 

・PC、スマートフォン、タブレット等のデバイスに依存することなく、インターネット

経由で接続し、遠隔で水圧データを確認可能（ロギング間隔設定により取得データ間

隔は設定可能） 

・デバイスに特別なソフトウェ

アのインストールは不要で、

ウェブブラウザは、Google 

Chrome に対応 

・水圧データのロギング間隔は

最短 1 秒間隔。但し、本市と

しては電池消耗度に配慮し

て、1 分間隔での運用を予定し

ている。 

・Web サーバへの転送時間は 10

分間隔から設定可能。但し、

本市としては電池消耗度に配

慮し、1 時間間隔での運用を予

定している。 

・過去に収集した水圧データの

保存期限は 1 年間以上として

おり、任意のタイミングで

Excel 形式にてダウンロード可

能。 

 

②  水圧監視機能（図４） 

・水圧の異常を検知した際に、

本市の PC や警報装置に対して発報機能にて通知する。 

・水圧上昇及び低下方向に各々2 段階の監視閾値（計 4 つの閾値）を設定。監視閾値に

ついては機器毎に設定・変更が可能。 

・1 段階目の閾値は故障の予兆等、注意レベルとし、これを超えた場合、事前に登録し

たメールアドレスにメールを送信する。 

・2 段階目の閾値は緊急対応が必要なレベルとし、これを超えた場合、メール送信に加

え、事業所に設置する回転灯とアラーム音で発報する。 

・1 段階目、2 段階目を問わず管理閾値を超えた場合、その後の所定の時間（50 分程度

を想定）は、ロギング間隔と Web サーバへの転送間隔を共に 1 分間に変更。（所定の

時間経過後、自動で通常運転に復帰） 

図３ 

図４ 



  

  

③ 水圧測定機器の性能 

以下の設置環境に耐えられるものとする。 

・ 機器設置スペースの標準内寸：W350×L550×H300。 

・ 屋外地中（甲からの電力供給等は不可）。 

・ 土砂粉塵及び水の侵入あり（参考：IP67）。 

・ 使用周囲温度－10℃～60℃ 

・ 使用周囲湿度 90%RH 

・ 最大 2MPa の水圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の予定 

現在は、水圧測定機器の年度内製作設置に向けて、現地の電波調査等の確認作業を進め

ているところである。調査結果としては、設置予定カ所の大半で電波状況に問題は無く、

一部、電波が弱い箇所についても、水圧測定箇所を既存の位置から下流側の電波状況が良

好な場所に移動させる等の措置により、対応が可能と見込んでいる。 

本システムは、現地に機器を設置すれば、あとは Web 上のシステムを構築すれば運用

が可能なものであり、導入のハードルは低いシステムである。 

また、このシステムは、センサー部分を変更することで、水圧だけではなく、流量や水

質の監視などにも活用できる可能性を有している。 

システムの運用開始は、令和 5 年度当初を予定しており、これに向けて、将来の拡張可

能性も視野に入れ、より汎用性が高く、より使いやすいシステムを構築していきたい。 

設置図 



 
比良浄水場廃止に伴う配水系統の切替事例 

１． はじめに 

本市は琵琶湖の南西に位置し南北に細長い地形であり、また、数次の市町村合併により水道施設

数が多く、給水人口 34 万人に対し 6 つの浄水場と 65 箇所の配水池を有する。今後、水需要の減少

が想定される中、これらの施設の維持管理や更新に係る費用が事業経営に大きな負担となることが

予想される。このため、本市では、浄水場の廃止を含めた水道施設の統廃合を推進している。 

本稿では、本市の進める水道施設の統廃合の一環として、令和 3 年度に実施した比良浄水場の廃

止に伴う配水系統の切替事例について報告する。 

 

２． 比良浄水場の廃止に伴う水量の再配分 

比良浄水場は平成 18 年に合併した旧志賀町の

施設であり、施設能力が小さく、機械・電気設備

の老朽化が進んでいる。このため、隣接する八屋

戸浄水場及び真野浄水場への統廃合を計画した。 

一日最大給水量に対し施設能力に余裕のある真野浄

水場に、八屋戸浄水場の給水量のうち 2,400 ㎥/日を配分

し、比良浄水場の給水量 3,100 ㎥/日を八屋戸浄水場に配

分することで比良浄水場を廃止した。（表-1） 

 

３．水道システムの再構築（真野～比良浄水場） 

八屋戸浄水場系の木戸高区配水池から比良浄水場へ

送水管を整備し、比良浄水場は加圧施設として再整備し

た。また、比良浄水場系の比良高区配水池及び比良低区

配水池へは、それぞれインラインポンプ及び電動弁制御

による流入とすることで、木戸高区配水池からの一次圧

の有効利用による省エネルギー化を図った。 

さらに、八屋戸浄水場系のうち、住吉低区配水池系

（2,400 ㎥/日）を真野低区配水池系へ統合することで、

住吉低区配水池を廃止し施設の統廃合を図った。（図-1） 

 

４．配水系統の切替手順 

 上記の八屋戸・真野浄水場への配水系統切替作業については、次の 3 段階により実施した。 

①既設管網の事前洗管 住吉低区配水池系から真野低区配水池系への切替の事前作業として、既

設管網の流速や流方向の変化による濁水への対策として夜間洗管を行った。既設管網に小ブロック

を構築し、その後に幹線管路の洗管を行うことで、濁水の影響範囲を最小限に抑えた。（図-２①）

〇青木 一真（大津市企業局） 山田 崇雄（大津市企業局） 

 須藤  靖（大津市企業局） 後藤 竜也（大津市企業局） 

山本 巨樹（大津市企業局）               

  

表-1 浄水場別施設能力と給水量 

図-1 比良廃止に伴う施設統廃合イメージ 

(m3/日)
真野 比良

45,000 4,000

2,400 1,900

実施後 36,100 廃止

一日最大
給水量

3,100

5,000

浄水場名
施設能力

⼋屋⼾
5,200
4,300実施前 33,700



 
比良浄水場廃止に伴う配水系統の切替事例 

②配水系統の切替（八屋戸→真野） 図-2①の幹線管

路を通じ、住吉低区配水池系から真野低区配水池系へ

の切替を、夜間洗管作業により段階的に行った。住吉低

区配水池の廃止においては、配水量の段階的な低下に

応じ配水池の運転水位を調整することで残留塩素の確

保を行った。同様に浄水量が変動する八屋戸浄水場の

運転状況にも留意した。（図-２②）。 

③配水系統の切替（比良→八屋戸） 八屋戸浄水場か

らの新設送水管の洗管を行い、比良浄水場の加圧施設

化工事により、比良高区・低区配水池への流入を比良浄

水場系から八屋戸浄水場系へ切り替えた。新設したイ

ンラインポンプや電動弁の動作や制御、中央監視シス

テムとの連動等の試運転作業の後、配水池ごとに切替

作業を行い、比良浄水場を廃止した。（図-２③） 

 

５．系統切替等の実施体制及び実施結果 

①実施体制 比良浄水場の廃止時期は、老朽化施設の更新時期や運転管理委託の契約期間等の制

約により、令和３年度末を期限として事業を進めた。そのため、1)取水量の再配分による水利権変

更申請、2)送水管や加圧施設の整備、3)浄水場間の配水系統の切替作業、4)水量バランスの変化に応

じた施設運転の対応、その他関連する業務を同時並行で進める必要があった。これらの業務の円滑

な実施のため、本市企業局内の関係課を集めた調整会議を継続的に開催し、協力体制を構築した。 

②作業人員 比良浄水場の廃止までの配水系統の切替には、合計 35 回の洗管等の作業に延べ 336

人の職員を動員した。ベテラン職員の指導の下、洗管作業計画の立案を若手職員に積極的に経験さ

せる等、技術継承の機会とした。 

③事後対応 切替実施後に市民から

の問合せが 7 件あった。濁水と水圧低下

に関しては、追加の洗管作業やバルブ操

作作業が必要となり、全体の作業回数が

増加する要因となった。臭味に関しては、

水源の変更によるものであり、個別説明

により対応した。（表-２） 

 

６．おわりに 

 本事例では、比良浄水場の廃止とともに、配水池の統廃合や加圧施設の省エネ化等も実施するこ

とで、維持管理コストの低減と事業経営の効率化を進めることができた。 

本市では、令和１４年度までに、さらに 2 つの浄水場の廃止を計画している。これに伴い、今後

多くの施設統廃合と系統替え、浄水場連絡管の整備運用、ブロック構築等を予定しており、関連す

る事業と調整し効率的に実施していきたい。 

表-２ 系統切替作業の人員及び問合せ件数     （人）

図-２ 配水系統の切替手順 

琵
琶
湖 



水管橋漏水補修金具について 

大成機工株式会社 寺口 仁 

１ はじめに

 水道施設の維持管理や修繕を進めている中で、老朽化した単独水管橋や橋梁

に添架された水道管（以下「水管橋等」という。）の延命化や漏水修繕が課題と

なっている。水管橋等の維持管理は、塗装工事が一般的である。しかし、塗装の

剥離等や内外面からの腐食、老朽化が原因と思われる漏水が度々発生している

のが実状である。 

今回、横浜市水道局と当社は水管橋等での漏水を容易に止水できる軽量、施工

性の良い新しい漏水補修金具を開発したので報告する。 

２ 課題

（１）水管橋等の漏水の多くは、腐食や老朽

化により管厚が薄くなることが原因で発生

している。特に漏水箇所は、溶接部及び橋梁

基礎付近が多く、ピンホール程度の漏水が多

くなっている（図－1）。
（２）既存の漏水補修金具は鋳鉄製で重量が

大きくなり、水管橋等にかかる負担が大きくなる。

（３）管口径が大きくなるほど、水管橋等に設置さ

れている足場や歩廊などでの施工や運搬が困難となる。また、施工時における技

術的経験も必要になることが多い。

上記の課題を踏まえ、新たな漏水補修金具の開発を行った。

３ 漏水補修金具の構造及び性能

漏水補修金具の構造を図－2 に示す。主に「本体」「止

水ゴム」「ボルト」の 3 つの部品で構成。本体（ステンレ

ス製）と止水ゴム（ＥＰＤＭ製）を接着一体化したものと

なっている。

（１）金具本体の組み合わせ次第で各口径に対応可能

異なる長さの金具本体（全 3 種類）を組み合わせるこ

とで、口径 300ｍｍから 700ｍｍまでの全７サイズに対

応できる構造とした（表－1）。既存品だと口径毎に在庫を備蓄する必要があった

が、この漏水補修金具は、3 種類の金具本体を備蓄管理しておくことで漏水補修

図－1 漏水箇所イメージ

図－2 漏水補修金具

本体（ステンレス製）

止水ゴム（EPDM 製）

ボルト（ステンレス製）



に対応可能とした。

（２）十分な柔軟性と強度、軽量化を追究

 管表面の曲率は口径毎で大きく異な

るが、それぞれの口径に漏水補修金具

を沿わせて密着させる必要があり、十

分な柔軟性が必要となる。また、ボルト

締めに耐える十分な強度も必要とな

る。この柔軟性と強度を併せ持ち、既存

の鋳鉄製品と比べて軽い、ステンレス

製を採用し、最大口径の 700ｍｍの場合

においても人力のみで持ち運び可能な

15 ㎏以下とした。更に金具本体にナイ

ロンコート塗装をすることで取り扱い

性と耐候性を向上させた。 

（３）施工性の向上 

 最小口径の 300ｍｍで 4 本、最大口径の 700ｍｍの場合でも 8 本の締付ボル

ト数とし、既存製品よりもボルト数を減少させて、施工に要する手間や時間を短

縮した。 

（４）対象漏水箇所の条件設定

漏水箇所が橋梁基礎付近や溶接ビート付近などピンポイントで設置できない

ことがある。金具本体幅を 150ｍｍとコンパクトにして、ピンホール等の小規模

漏水専用とし、金具本体の端部しか漏水箇所を覆えない場合でも止水可能とし

た。 

（５）性能 

各口径、共通した止水性能が得られた。試験条件として、供試管にφ3ｍｍの

貫通穴を開けた部分に漏水補修金具を取り付けし、止水状況を確認した。 

表－2 止水性能 

試験項目 試験内容 
試験結果 

SP300 SP700 

止水試験 
水圧をかけていない状態で金具設置 

その後に加圧を開始（1.0MPa5 分保持） 
〇 〇 

漏水下止水試験 
水圧をかけて漏水が発生している 

状態で金具設置（0.75MPa15 分保持） 
〇 〇 

口径 
［mm］

使用する金具本体の種類
［個］ 重量 

［㎏］

L=250 L=400 L=600 
SP300 0 1 1 6.5 
SP350 2 0 1 8.5 
SP400 1 1 1 9.0 
SP450 0 2 1 9.5 
SP500 0 1 2 10.0 
SP600 1 1 2 12.5 
SP700 0 1 3 13.5 

表－1 各口径の組合せ、及び重量表



４ 施工手順 

以下に施工手順及び施工事例を示す。 

①管の口径から金具本体の種類、 
数量を選定し、アールをつける。 ②漏水位置の横で仮組みする。 

③漏水位置に被せる。 ④ボルトを締め付けて完成。 

写真－1 事例 1（水管橋 SP600） 写真－2 事例 2（埋設管 SP300）
５ おわりに 

本製品は、漏水補修の対象をピンホールなど小規模漏水専用とした上で備蓄

管理のしやすさ、軽量化、狭い場所も含めた施工性向上と様々な利点がある。

今回紹介した水管橋漏水補修金具が水道施設の維持管理における一助としてお

役に立てれば幸いである。



六十谷水管橋仮復旧工事について 

和歌山市企業局 

里坊 康次郎 

西 展弘 

 

1．はじめに 

令和３年１０月３日（日）に六十谷水管橋の破損により発生した紀の川以北地域（約 6万世帯、

約 13 万 8 千人）の断水を早急に解消するため、水管橋に隣接する県道六十谷橋及び紀の川

両岸河川敷に仮設送水管を延長６４６.３ｍにわたり布設したものです。 

 

2．六十谷水管橋について 

六十谷水管橋（写真１）は本市の基幹浄水場である加納浄水場（写真２）から供給された水道

水を、貴志配水池、鳴滝配水池、有功配水池、紀伊配水池の４つの配水池を経由し、紀の川以

北（河西地区）約６万世帯（約１３万８千人）へ供給する送水管です。（図１） 

        

  

 

 

                                     

       

 

 

 

図 1 和歌山市の配水区域と崩落箇所 

写真２ 加納浄水場 写真１ 六十谷水管橋 

φ900 ㎜（鋼管）×2本 546.55m 



3．仮設配管決定までの時間的経過と協議 

令和 3年 10月 3日、事故発生後直ちに現場状況を確認し、応急復旧方法の検討と管材料

の手配に着手しました。 

崩落部分での復旧方法を検討すると同時に、隣接する道路橋への仮設配管案についても

検討を進めた。仮復旧工事での採用を想定したφ900 ㎜、φ800 ㎜、φ700 ㎜の各口径毎に

紀の川以北地域への送水についての検討を行うと同時に、日本水道協会関西地方支部、また

管材料メーカーに各口径について確保できる材料の照会を行いました。 

それと並行して鋼管メーカーに依頼し、既設φ900 ㎜鋼管からの取り出しおよび接続方法の

検討についてご協力いただきました。 

材料照会の結果、口径 700㎜のダクタイル鋳鉄管であれば、仮復旧工事に必要な数量を確

保できる目途が立ったことから、口径 700㎜で水理計算したところ、口径 700㎜×１条で紀の川

以北地域の配水池へ必要な送水が可能であるとの結果であった。次に橋梁管理者である和歌

山県と協議を行い、橋梁に対する安全性を確認するため、φ700 ㎜仮設送水管の総重量を元

に荷重計算を依頼したところ、10 月 4 日に和歌山県より、橋梁保護のためにＨ鋼による敷桁設

置を条件に布設可能との回答をいただきました。 

以上の事から、道路橋へのφ700㎜の仮設送水管布設を決定し、計画図面を作成しました。 

道路橋への仮設配管平面図は図２の通りです。 

  

 

 

 

 

仮復旧工事で使用する管材料の調達（表１）については、国、県をはじめ、日本水道協会、

ダクタイル鋳鉄管メーカー、鋼管メーカーなど全国の関係機関の皆様のご協力を賜り、短期間

で調達することができました。 

種別 規格

直管 Φ700×6000 115 本

曲管 Φ700×90゜ 10 本

曲管 Φ700×45゜ 8 本

曲管 Φ700×22゜ 6 本

曲管 Φ700×11゜ 4 本

直管 700A×6600L 1 本

分岐用短管 700A×550L 2 本

曲管 700A×1500L×45° 1 本

曲管 700A×1000L×45° 1 本

調達した主な管材料

NS形

ダクタイル鋳鉄管

鋼管

数量

図２ 仮設配管平面図 

表 1 調達管材料 



また、関係機関との協議については一級河川紀の川の河川区域内での作業および占用許

可が必要であるため、着工前に国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所のご協

力を頂き、協議を進めました。 

    厚生労働省とは、事故その他の原因による断減水が発生した場合の情報提供依頼に基づき、 

対応を進め、リエゾンの派遣を受け、情報の共有を図りました。 

また、和歌山県からもリエゾンの派遣を受け、情報共有と共に、六十谷橋通行止めに伴う交通

規制について道路管理者である海草振興局建設部を中心に警察と和歌山市（道路河川部・水

道工務部）の関係機関が 10月 5日に集まり協議を行いました。 

 

4．六十谷橋への安全性について 

 

 

（１）六十谷橋概要  昭和 38年（1963年）供用開始（図３） 

             全長 475.3ｍ（トラス構造 6径間+鈑桁構造 4径間） 

             幅員構成 全幅員 8.35m、有効幅員 7.8m、車道幅員 左右共 2.75m、 

                 車線数 左右 1車線、歩道幅員 右側 1.8m 

 

（２）耐荷重の検討  六十谷橋の全延長に口径 700mm水道管を１条布設した場合の重量と 

                 六十谷橋の設計活荷重とを比較して、仮設管布設時の安全性についての 

             確認を橋の管理者である和歌山県に依頼し、橋梁の安全性には影響しないと

の回答を頂きました。 

 

（３）布設方法    橋の保護と仮設管の荷重が橋梁に均等に掛かるように主桁間を跨ぐように設 

置したＨ鋼敷桁の上に仮設管の布設を行いました。（写真３、４・図４、５）  

  

 

 

図３ 六十谷橋側面図 

写真３ 六十谷橋トラス部 図４ トラス部断面図 写真４ 六十谷橋鈑桁部 図５ 鈑桁部断面図 



 

5．仮復旧工事の経過 

【１０月６日（水）】  １０：００  六十谷橋全面通行止め 

施工開始 

   【１０月７日（木）】  １２：００  布設延長 L＝350.7m/646.3m  （  54% ） 

   ２０：３０  布設延長 L＝515.7m/646.3m  （  80% ） 

   【１０月８日（金）】  １３：００  布設延長 L＝607.7m/646.3m  （  94% ） 

                   ２２：３０  布設延長 L＝646.3m/646.3m  （ 100% ）     

                ２２：３８  送水開始 

                       

 

6．六十谷橋全面通行止めの影響 

  令和３年１０月６日１０時から令和４年６月１５日５時までの期間、六十谷橋の全面通行止めに

あたり、住民の皆様をはじめ利用者の皆様に大変長らくご迷惑をおかけしました。また、関係機

関（国、県、警察、NEXCO 西日本、和歌山バス等）においても、多大なるご協力をいただき、迂

回路の利用及び規制看板を設置いたしました。（図６）                                                 

  

  

          

7．おわりに 

  今回、崩落した水管橋に隣接する道路橋があり仮復旧工事を行うことが出来ましたが、今後の

災害時や想定外の事態に備え紀の川以北地域への安定給水の確保のため、送水管の複線化

や新浄水場の建設を早期に検討していきたいと考えております。 

写真５ 仮設配管布設状況 

図６ 迂回路及び規制看板設置状況 



六十谷水管橋崩落に伴う復旧工事 

 

〇宮田 健太郎(和歌山市企業局)  宮之原 和俊(和歌山市企業局) 

 島   昌伸(和歌山市企業局)  前田  晃希(和歌山市企業局) 

日茂  大明(和歌山市企業局)  三宅  宏祐(和歌山市企業局) 

 中嶋  弘幸(和歌山市企業局)                 

 

 

 

１．はじめに 

 令和 3 年 10 月 3 日に発生した六十谷水管橋（以下、「本水管橋」と記す。）の落橋により、約 6 万世帯

が約 6 日間の断水を招くなど、水道利用者に深刻な影響を与える甚大な事故となった。 

断水している世帯にできるだけ早く水道水を供給する必要があったため、本水管橋に隣接して並走する

県道 141 号六十谷橋の車道を全面通行止めにして仮設バイパス管を設置する応急復旧工事を行った。 

本復旧工事は、非出水期内における河川区域内からの仮設バイパス管の撤去と、仮設バイパス管が布設

されている六十谷橋の通行止めを解消するために、早急に実施する必要があったことから、本復旧工事と

同時に工事に係る調査、設計、関係機関協議を並行して行った。また、市をはじめとして有識者や専門技

術者等による「六十谷水管橋破損に係る調査委員会」（以下「委員会」と称する。）が招集され、委員会での

意見や審議事項については、本復旧工事の進捗に応じて可能な限り反映するようにした。本稿は、その本

復旧工事例について報告するものである。 

 

２．水管橋の基本構造（復旧工事前） 

 本水管橋は昭和 48 年度に供用開始をした送水施設である。構造形式は、アーチ補剛形式（ランガー橋）

であり、水管橋では多く見られる標準的な形式である。ランガー橋は構造上、吊材には大きな引張力、ア

ーチ材には大きな軸圧縮力が作用し、構造全体として、力学的な作用がバランスを保っている構造であり、

部材寸法の大小に関係なく全て構造的に欠かせない重要な部材となる。また、本水管橋は、昭和 51 年に吊

材にカルマン渦を原因とする亀裂が多数発見されたため、下図に示すように吊材の面外及び面内に水平材

や斜材を取付けて補強を行っている。 

 塗装種類について、架設時は、アクリル変性アルキド樹脂塗装であったが平成 5 年にふっ素樹脂塗装に

て全面更新を行っている。 

図 2.1 六十谷水管橋概要図 

           



３．落橋状況の概要 

 本水管橋の落橋は P4 橋脚と P5橋脚の間で発生しており、通水管を含む構造部材が河川内に落下（落橋）

した。水管橋を構成する部材では、図 3.1 に示すようにアーチ材の座屈と溶接部の破断が生じており、吊

材にも破断がみられた。また、両端の橋脚部分で通水管の脱落がみられた。 

委員会の検証の結果として、落橋の要因やメカニズムについて「腐食によって一部が欠損し、事故発生

時、荷重を負荷できる限界の状態であった吊材が、風対策用後付け部材の上下部において連続的に破断し

たことにより構造的なバランスを失い、水管橋自体が大きく変形し、次にアーチ材や通水管において破断

や座屈が生じ、この時点で水道施設としての通水機能を失った。」と報告され維持管理においても「年次点

検は、歩廊から視認できる範囲に限られており、部材の死角部分が多くあるため、本水管橋の構造的な安

全性を確認するための十分な調査は行えない。なお、重要部材である吊材の後付け部材周辺が腐食しやす

いとの認識が薄く、さらに目視しにくい部分であるため十分な点検が行えていなかった」等の反省点を指

摘された。(1) 

 

         図 3.1 落橋状況詳細図             写真 3.1 落橋状況写真 

 

 

４．復旧工事の概要 

本復旧工事の概要を図 4.1 に示す。図に示すように、落橋した径間に隣接する 2 径間についても、支承

部をはじめとし落橋による影響が考えられたことと、隣接する右岸側水管橋において吊材の破断が確認さ

れるなど腐食が著しいことから、架替工事を実施した。また、他の径間については既設を残存させて継続

使用するも、吊材や風対策部材は更新・補強を実施した。さらに、詳細な劣化調査を行い、細部において腐

食が確認された箇所については、技術的評価を行ったうえで、必要に応じて補修工事をし、塗装全面更新

を行うこととした。 

工期については、令和 4 年 11 月 9 日から設計、調査を開始し、令和 4 年 6 月 15 日までに架替工事、河

川区域内の仮設構造物の撤去及び仮設バイパス管の撤去を実施した。また、補修・補強工事については、

架替工事と並行して実施したが、塗装作業については、作業足場を HWL＋余裕高さより上にすることで、出

水期においても作業を行えるようにし、令和 4年 12 月末までに完了する計画とした。 

 

図 4.1 復旧工事概要図 

 

 

 

 



５．水管橋架替工事の施工 

（１）工法 

本水管橋の下流側には紀の川大堰があり、短工期で施工可能である台船での一括架設工法が採用でき

なかったため、仮桟橋及び仮設ベントを設置し、水管橋の架替を実施する計画とした。 

（２）仮設工 

仮桟橋については、工期短縮を図るため左岸及び右岸の両岸から作業を実施し、河川全幅（約 350m）

に設置した。仮桟橋の形式は、支持杭の本数削減を考慮のうえ、鋼管杭を採用し、支間長 14m のリース

橋を利用した。仮桟橋撤去時については、資材搬出の配車が追い付かない可能性が考えられたため、早

い時期から受注者と協議を重ね、車両不足による遅れがでないよう注意した。 

また、架設計画、キャンバの調整が行えるように、H 鋼杭基礎の仮設ベントを 1 径間当たり 3 箇所設

置した。 

（３）水管橋の撤去(落橋部) 

落橋部については、不安定な状態であり、橋脚損傷等の二次被害が発生するおそれがあると判断し、

また、仮桟橋設置の支障となるため、仮桟橋設置前にクレーンを搭載した組立台船より早期に撤去する

計画とした。計画を立てるにあたっては、国土交通省和歌山河川国道事務所よりマルチビーム測量の測

量結果等の情報共有があり、落橋状況の把握、水深の把握等に活用した。撤去作業後についてもマルチ

ビーム測量を実施し残置物の有無を確認した。(資料 5.1) 

（４）架設工  (写真 5.1) 

現地で地組を行い通水管部については 3ブロックに分け上架をおこなった。架設順序としては、P4-P5

区間を最初に架設し、次に P3-P4 及び P5-P6 区間を同時に架設し工期短縮を図った。2 径間同時架設に

ついては、仮桟橋を河川全幅に設置したことにより両岸から資材搬入ができ、P3-P4、P5-P6 の部材を交

互に搬入し、上架作業、地組溶接作業を同時に実施できるようにしたことにより可能となった。 

 

資料 5.1 マルチビーム測量(落橋部撤去後)         写真 5.1 2 径間同時架設状況 

 

 

６．補修・補強工事の施工 

 補修・補強工事を行うにあたり、健全度を確認するため、全体目視確認による発錆部の調査、溶接部付

近及び後付け部材下の管厚調査、塗装の劣化調査、塗膜の付着力調査、P6-P7 区間については溶接部の PT

検査等を行った。調査結果及び本復旧工事で対応した内容を表 6.1 に示す。本復旧工事で対応できなかっ

た項目等は、今後の対応として整理し、維持管理マニュアル六十谷水管橋点検の留意事項に反映した。(2) 

 

 

 

 



表 6.1 診断・調査結果、本復旧工事の対応 

箇所 診断・調査結果 本復旧工事の対応 

吊材 
後付材 

・各種調査の結果、吊材の後付け材設置部な
どの凹凸部において著しい腐食と塗装劣化が
顕著などの腐食要因が確認された。 

・後付け部材の構造を変更し凹凸の少ない構
造としたことにより、水や糞などのスケール
等の腐食要因の堆積を抑制した。また吊材を
φ125 からφ150 に増径した。 

ｱｰﾁ材 
・P6－P7 区間をはじめ、広い範囲で著しい腐食
を確認した。 

・著しい孔食部や腐食部に対しては穴埋め、当
て板補強等を実施した。  

外面 
塗装 

・部材接合部、ボルト等の凹凸部や溶接部等、
塗重ねや旧塗膜の撤去が十分に行えない箇所
で塗装の劣化が多く確認された。 

・腐食部については、腐食部除去後、下塗りか
ら更新した。その他の部分は素地調整後、全面
塗装を施した。 

内面 
塗装 

・内面塗装は、溶接箇所を除き健全であり、腐
食は局部的。強度的な問題とならないことを
確認した。  

・既存溶接部の錆コブ発生箇所、塗装剥離が確
認された箇所等について、塗装を更新した。 

 

７．おわりに 

 本復旧工事について、塗装工事以外を除き、非出水期である令和 4年 6月 15 日までに完了することがで

き、また六十谷橋の全面通行止めを解除することができた。通常工事では考えられない短工期であったに

も関わらず、目標日までに完成できたのは、日々協議を行い、知恵を出して頂いた本工事受注者や本工事

に関係した施工業者、製造業者の皆様のおかげである。 

また、河川管理者、道路関係機関の皆様には、技術的な助言、情報の共有、占用許可等について様々な角

度から協力頂いたことに感謝の意を表する。 
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六十谷水管橋崩落を受けた水管橋維持管理マニュアルの作成について 

〇中野 善史（和歌山市企業局） 

金野 良忠（和歌山市企業局） 

友淵 義人（和歌山市企業局） 

 

１．はじめに 

2021 年 10 月 3 日に発生した六十谷水管橋（和歌山市企業局、昭和 48 年度供用開始）の

崩落事故では、約 6 万世帯が約 6 日間の断水を招くなど、水道利用者に深刻な影響を与え

る甚大な事故となった。この事故を受けて、市をはじめとして有識者や専門技術者等による

『六十谷水管橋破損に係る調査委員会』（以下「委員会」と称する。）が招集された。 

委員会の検討結果を受けて、これまでの維持管理において十分に対応できていなかった

事項や反省すべき事項についても明らかにした上で、今後の維持管理の基本的な方針とし

て水管橋維持管理マニュアルを作成した。 

 

２．水管橋・橋梁添架管点検 

水管橋及び橋梁添架管（以下「水管橋等」という。）の点検は、河川や軌道を横断する水

管橋等の機能維持を図るため、定期的に漏水の有無、塗装の状況、構造部材・付帯設備の状

況を点検評価し、必要に応じて塗装塗り替えや補修、修繕を実施するものである。 

厚生労働省「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」及び公益社

団法人 日本水道協会、WSP 日本水道鋼管協会による水管橋の保守・点検に関する指針であ

る「露出鋼管（水管橋等） ～外面塗装劣化診断評価の手引き～」に準拠し、点検を行う。 

（１）点検項目                  表１上部工主構部の点検項目 

水管橋等の点検項目として構造部材・付帯設

備、景観性、防食性について点検を行う。 

構造部材・付帯設備については、六十谷水管

橋の吊材が破損していたことから、点検漏れの

ないように、上部工主構部の点検区分を細分化

して点検を行う。厚生労働省によるガイドライ

ンにある、上部工主構部の点検区分を７項目に

細分化し、点検記録表に記録することとした。

表１に上部工主構部の点検項目を示す。 

 景観性、防食性については、外面塗装劣化

診断評価の手引きより、それぞれ白亜化、変

退色、汚れ、外観の４項目と、さび、はが

れ、われの３項目について点検を行う。 

分　類 点 検 部 材 点 検 項 目

漏水の有無

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

外面塗装の状況（剥離、発錆）

変形の有無及び腐食

現地溶接部の状況

上部工主構部

橋門構

斜材

吊材

アーチ材

横構

トラス弦材

管体



（２）点検方法 

 水管橋等の点検は目視や打音による点検を基本とするが、白亜化（景観性）の点検は、配

管部分を可能な限り触手によるチョーキング点検とする。 

点検箇所が高所等の近接点検ができない場所にある場合、双眼鏡や光学高倍率ズームデ

ジタルカメラを活用し点検を行う。また、劣化部分を詳細に点検する場合には、現地にて撮

影した画像を PC 等で拡大画像点検を実施する。 

構造部材・付帯設備の点検は、表２「構造部材・付帯設備点検評価の区分」の評価内容を

参考に個別部位の損傷程度を８区分の評価（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅ１・Ｅ２・Ｍ・Ｓ・Ｎ）に分類

する。 

景観性、防食性の点検については、それぞれの評価を５段階の評価区分に分類し点検記録

表に記録する。 

表 2 構造部材・付帯設備点検評価の区分 

 

（３）点検位置 

六十谷水管橋は、劣化状況が中央部と端部では大きく異なっていたことから、点検位置を

径間毎に分割するなど細分化して点検を行い、点検記録はそれぞれ分割部毎に評価を行う

こととした。図１に点検位置の分割例を示す。 

 
図１ 点検位置の分割例 

（４）点検の注意点 

委員会により、水管橋等に対する職員の知識、経験の不足の指摘があったことから、水管

橋点検の専門業者から、現地溶接部や支承、伸縮管等、特に注意する点検箇所などを学び、

維持管理マニュアルに反映した。また、今後局内研修を定期的に行うことにより、技術の継

承を行うこととした。 
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３．水管橋劣化度の評価方法 

（１）評価方法 

現地点検調査における構造部材・付帯設備の評価は、表２の評価内容を参考に個別部位の

損傷程度を A～N の８区分に分類する。 

景観性、防食性については、点検記録表に記録された、各項目毎の採点を平均して評価点

（平均値による評価）を求める。さらに評価点の合計を算出する。調査の結果から算出され

た評価点を、下記の式により総合点を算出して評価する。 

総合評価【劣化度指数】 =  {𝟏 −
項目別評価点の合計

満点（𝟑点）×評価項目数
} × 𝟏𝟎𝟎 

（２）維持管理区分の判定 

算出された景観性・防食性の劣化度指数は４０、６０を境に当該水管橋等の維持管理区分

を判定する。日本水道協会及び日本水道鋼管協会による外面塗装劣化診断の維持管理区分

を４分割３区分から９分割 4 区分に細分化し、塗装塗替えや補修の判断基準をより明確に

することにより、予算化に繋げることとした。なお、表２の評価内容において、C 以下の区

分に該当する部位が１か所でもあった場合は、水管橋等の維持管理区分を１段階引き上げ

ることができることとする。表３に維持管理区分の判定表を示す。 

表３ 維持管理区分の判定表 

 

（３）維持管理区分 

定期点検の区分は、現状の劣化等は微量であり、塗装は防食機能及び景観機能を維持して

いると位置付け、定期点検を実施していく。 

重点管理点検の区分は、すでに塗装の劣化が進行していることが明らかであり、今後の経

過確認が重要と考えられるため、重点管理点検の頻度で点検を継続的に実施する。 

塗替え対象の区分は、塗装の塗替えや補修が必要であると位置付け、塗装塗り替え対象と

し、計画的に塗装塗替えを実施する。 

早期塗替え対象の区分は、塗装の塗替えや補修が早急に必要であると位置付け、早急に塗

装塗替えを実施する。 



４．水管橋等の分類 

（１）重要対象のリスト化 

断水の影響度が高い水管橋等について、特別管理対象、基幹管路の水管橋等としてリスト

化を行い、より詳細に管理していく。基幹管路の水管橋等は、送水管及び口径５００ｍｍ以

上の配水管と位置付け、その中でも漏水事故などが発生した場合に、断水の影響度が高く、

補修や対応が難しい水管橋等を特別管理対象とした。 

（２）点検業務委託 

特別管理対象については、橋梁点検車、ロープ高所作業、ドローンやロボットカメラな

どを活用した専門業者による点検を実施するものとする。点検方法として、近接目視、画

像、触手及び打音により、構造部材・付帯設備、景観性、防食性の３項目について点検を

行う。 

（３）点検頻度 

維持管理区分の判定（定期点検、重点管理点検）による特別管理対象、基幹管路の水管

橋等、その他の水管橋等の点検頻度を表４に示す。 

表４ 水管橋及び橋梁添架管ごとの点検頻度 

 

５．個別マニュアル 

六十谷水管橋のような大規模で構造が複雑な水管橋については、点検の死角となる場所

が多く、構造上においても注意すべき点も多岐に渡り、基本的な維持管理マニュアルだけで

は対応できない。そのため、委員会では特別管理対象の特異な構造を持つ水管橋等について

は、個別にマニュアルを作成することが必要ではないかと提言された。 

特別管理対象については、委員会で得られた最新の知見を踏まえて、六十谷水管橋など特

別管理対象の留意事項として、特筆すべき事項を定めた別冊資料を作成することとした。 

６．おわりに 

委員会においては、事故原因の究明はもとより、復旧方法や今後の維持管理方法について

もご提言いただくことで、水管橋維持管理マニュアルの策定にも繋った。委員会で検討され

た、これまでの維持管理方法の問題点や崩落原因を踏まえた改善点に留意し、水管橋維持管

理マニュアルを作成することができた。 

水管橋維持管理マニュアルの完成後は、しっかりとマニュアルを活用することはもちろ

ん、新たな知見や技術も取り入れながらブラッシュアップしていくこと、また、着実に実行

するための組織的な体制を確保することが重要となる。 
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